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はじめに 
 

 

 

このたび、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 

文化のまち いちかわ」を将来都市像とする市川市総合

計画の着実な実現に向けた「第三次総合 3 ヵ年計画」を

策定いたしました。 

 

 この計画は、本年度、本市で開催する WHO 健康都市

の国際大会のテーマでもある「健康で安全な都市社会」

をコンセプトに、上位計画である市川市基本計画（平成

13 年～平成 22 年）の 10 年間を締めくくる総仕上げの

実施計画として、分野ごとに平成 20 年度からの 3 年間に重点的に取り組む施策や事業を選

び、さらに、その進行をより分かりやすくするため、今後 3 年間における目標を数値で具

体的に示したものであります。 

 また、実施計画事業のみならず、各分野における施策や事業、また、関連する計画や期

間、団体、施設などをできる限り掲載し、本市の取り組み全体について総合的に把握して

いただける構成といたしました。 

 

 計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました市川市総合計画審議会の委員をはじ

め、貴重なご意見、ご提言をいただきました多くの市民の皆様に、心から厚くお礼申し上

げます。 

 

本計画の実施に際しては、目標達成に向け積極的に取り組むとともに、市民の皆様との

協働により、さらに、個性豊かで活力に満ちたまちづくりを進めてまいりたいと考えてお

りますので、一層のご理解とご支援をお願いいたします。 

 

  平成 20 年 4 月 

         

 

 

市川市長 千 葉 光 行 

 

 



 
 

はじめに 

■第１編 第三次総合３ヵ年計画の策定に当たって ____________________________1 
第１章 計画の趣旨________________________________________________________ 1 
第２章 計画策定の基本的な考え方__________________________________________ 2 
第３章 計画指標 _________________________________________________________ 2 
第４章 計画の前提________________________________________________________ 4 
第５章 基本計画における施策の体系________________________________________ 6 

■第２編 分野別実施計画事業 ______________________________________________9 
第１章 真の豊かさを感じるまち___________________________________________10 

第１節 健康で安心して暮らせる、地域福祉の充実したまちをつくります__________ 10 

第２節 豊かな人間性を育み、創造力あふれる子どもを育てます__________________ 29 

第３節 生きがいを見いだす、いきいきとした生涯学習社会をつくります__________ 38 

第４節 誰もが安心して働くことができる環境をつくります______________________ 43 

第５節 人権を尊重し、世界平和に貢献します__________________________________ 47 

第２章 彩り豊かな文化と芸術を育むまち___________________________________50 
第１節 芸術・文化を身近に感じるまちをつくります____________________________ 50 

第２節 文化的資産や伝統文化をまちの活性化に活かします______________________ 54 

第３節 暮らしの中で「まちの文化」を育みます________________________________ 57 

第３章 安全で快適な魅力あるまち_________________________________________62 
第１節 安全で安心して暮らせるまちをつくります______________________________ 62 

第２節 快適な暮らしを支え、質の高い都市基盤整備を進めます__________________ 73 

第３節 自然、歴史、社会環境などを活かして、 

          バランスのとれた魅力ある土地利用を図ります______________ 84 

第４節 産業を振興し、活力あるまちをつくります______________________________ 91 

第４章 人と自然が共生するまち___________________________________________99 
第１節 自然を大切にし、やすらぎと潤いのあるまちをつくります________________ 99 

第２節 環境への負荷の少ないまちをつくります_______________________________ 105 

第３節 廃棄物の発生を抑制し資源循環型のまちをつくります___________________ 110 

第５章 市民と行政がともに築くまち_____________________________________ 116 
第１節 市民と行政とのパートナーシップのもとでまちをつくります_____________ 116 

第 2 節 まちづくりのための新しいコミュニティをつくります __________________ 121 

第 3 節 分権時代にふさわしい行財政運営を推進します ________________________ 124 

第 4 節 情報通信技術を市民生活の向上に活かします __________________________ 128 

■第３編 リーディングプラン関連事業 ___________________________________ 131 

■第４編 実施計画の進め方 _____________________________________________ 143 
第１章 進行管理について_______________________________________________ 143 
第２章 まちづくりの進め方について_____________________________________ 143 

第１節 市民とのパートナーシップの推進_____________________________________ 143 

第 2 節 行政経営資源の有効活用 ____________________________________________ 145 

■資料 
資料１ 実施計画事業の比較 ___________________________________________ 149 
資料２ 健康都市プログラムの関連事業 _________________________________ 153 
索引 _________________________________________________________________ 156 

目  次 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１編





第１編 第三次総合３ヵ年計画の策定に当たって 

 1

第１編 第三次総合３ヵ年計画の策定に当たって 
 

第 1 章 計画の趣旨 

市川市総合計画は、基本構想が平成 12 年 12 月に市議会の議決を経て定められ、基本計画

は平成 13 年 3 月に策定されています。 

基本構想は、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」を将来都

市像として定めるとともに、その実現に向けた施策の基本的な方向性を示すもので、21 世紀

の第 1・四半世紀（概ね 2025 年：平成 37 年）を目標年度としています。また、基本計画は、

基本構想を具現化するための基本的な施策を定めるもので、計画期間は平成 13 年度（2001

年度）から平成 22 年度（2010 年度）の 10 年間となっています。さらに、基本計画に示さ

れた施策を実現するための施策や事業を示す実施計画として、これまでに第一次総合 5 ヵ年

計画（計画期間 2001～2005 年度）、第二次総合 3 ヵ年計画（2006～2008 年度）が定めら

れています。 

これら 3 層の総合計画のもとで毎年度の予算が編成され、その実施を通じて、本市の計画

的なまちづくりが進められてきました。 

 

第二次総合 3 ヵ年計画は平成 20 年度（2008 年度）までを計画期間としていますが、10

年にわたる基本計画の総仕上げの期間として、平成 20 年度（2008 年度）から平成 22 年度

（2010 年度）までの 3 年間を計画期間とする第三次総合 3 ヵ年計画を策定します。 

 

第三次総合 3 ヵ年計画は、中間年度である平成 20 年度（2008 年度）に第二次計画を見直

し、改定を行ったものとして位置づけ、第二次計画の計画期間中に終了を迎えた事業を除き、

法の改正など、社会情勢の変化により転換したものの位置づけを変更するほか、新たに必要

性が発生した事業を加えることにより、これまでのまちづくりの成果と課題を踏まえつつ、

社会経済状況や市民ニーズの変化に対応しながら、将来都市像の実現に向けて今後 3 年間に

実施すべき事業を計画的かつ効率的に推進することを目的とするもので、計画策定にあたっ

ては、厳しい財政状況を踏まえつつ、本市における重点事項を明確にして進めます。 

 

かつてのような高い経済成長に伴う税収の増加を見込むことができない一方、今後、急速

に進む高齢化などにより、国・地方を通じて財政状況は厳しいものがあり、本市も例外では

ありません。このもとで、健全な財政運営の確保を基本として、市川市制 70 年余で培って

きた文化のまちとしての誇りを維持しつつ、個人のみならず、まち全体の健康づくりに向け

たＷＨＯ健康都市としてのまちづくり、わが国全体の課題でもある少子化対策、都市の再整

備など、重点的に取り組むべき課題への対応を確実に実施していくことを重視します。 
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第２章 計画策定の基本的な考え方 

本計画の策定に当たっては、市が実施主体となる事業に加えて、国・県・民間等が主体と

なり、本市が事業費を負担・助成する事業、また、本市のまちづくりに大きな影響を及ぼす

事業を選定の対象としています。 

このほか、次の観点を基本として基本計画に掲げる施策の体系に基づいて実施する事業を

選定しています。 

 ・重要性：期待される事業の成果やまちづくりに対する寄与などの面からみて重要か 

 ・緊急性：計画期間内に実施する必要があるか 

 ・必要性：行政の役割という面からみて、市が実施する必要があるか 

 ・公平性：市民に対する公平な行政サービスという面からみて問題はないか 

また、本計画で選定する事業は、計画期間内に優先的、重点的に実施する「実施計画事業」

と、主な実施計画事業と連携しながら各施策の実現を図るための「施策を支えるその他の主

な取り組み」に区分します。 

なお、「実施計画事業」については、その進行管理を行うことにより、計画期間中における、

計画の着実な進捗を図ります。 

 

第３章 計画指標 

本計画では、第二次総合 3 ヵ年計画に引き続き、各実施計画事業に数値目標を設けます。 

計画指標は、各実施計画事業の数値目標を中心として、各章ごとに設定したもので、今後、

政策（施策）評価システムなど、事務事業よりも上位のレベルにおいて行政運営の体系的な

評価システムを構築していくため一つの試みとして位置づけるものです。 

次頁に各章ごとの計画指標を示します。 
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■計画指標 

第 1 章 真の豊かさを感じるまち 

指   標   名 
現   況 

（平成 19 年度） 

計   画 

（平成 22 年度）

介護予防推進事業・年間参加者数 68,100 人  65,625 人 

少人数学習等担当補助教員派遣数 35 人  93 人 

総合型地域スポーツクラブ加入会員数 830 人  1,150 人 

「ヤング・ジョブ・サポートいちかわ」年間利用者数 250 人  320 人 

ＤＶに関する年間相談件数（電話・面談） 280 件  280 件 

 

第２章 彩り豊かな文化と芸術を育むまち 

市民文化サポーター新規登録者数 －  年間 120 人 

「史跡や文化財に親しむことができる」と思う市民の割合* 40％  40％以上 

異文化交流推進事業への年間参加者数 －  300 人 

 

第３章 安全で快適な魅力あるまち 

青色防犯パトロール車両台数 129 台  160 台 

下水道普及率 63.5％  64.6％ 

「まちの景観が大切にされている」と思う市民の割合* 24％  24％以上 

商店街活性化協議会の立ち上げ数 2 協議会  2 協議会 

 

第４章 人と自然が共生するまち 

「市内には自然とふれあい、学ぶ場や機会が多い」と思う市

民の割合* 
46％  46％以上 

環境学習事業（イベント、環境講座等）の年間参加者数 1,200 人  2,800 人 

レジ袋削減協定締結店舗数 －  5 店舗 

 

第５章 市民と行政がともに築くまち 

ｅ-モニター会員数 2,869 人  10,000 人 

１％支援制度への届出数 5,136 人  8,000 人 

経常収支比率 
86.2％  

次期財政計画で

設定 

実質公債費比率 
7.6％  

次期財政計画で

設定 

事務事業数 
1,056 事業  

次期財政計画で

設定 

職員数 3,473 人 3,294 人 

市川情報化市民パートナー登録者数 200 人  800 人 

*：平成 19 年度市民意向調査による 
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第４章 計画の前提 

（１）計画人口 

 平成 22 年（2010 年）の計画人口を 476,000 人とします。 

 

（２）財政推計 

 

    計画期間内の財政規模の推計にあたっては、過去の実績や経済動向も考慮し、今後の国・

県の政策動向などを踏まえるとともに、行財政改革の推進による健全財政の改革を基本と

して試算したものです。 

 

財政規模（平成２０年度～平成２２年度・一般会計） 

       （単位：億円） 

区   分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ３ヵ年合計 

市税 781.9 794.9 809.5 2,386.3

国・県支出金 188.2 189.7 204.8 582.7

その他 267.9 231.1 234.3 733.3

歳入計 1,238.0 1,215.7 1,248.6 3,702.3

義務的経費 608.1 609.5 624.3 1,841.9

計画事業費 166.2 107.8 154.8 428.8

その他 463.7 498.4 469.5 1,431.6

歳出計 1,238.0 1,215.7 1,248.6 3,702.3

※計画事業費欄には、一般会計の計画事業費（３ヵ年合計 ３６１．０億円）に特別会計の計画事業へ繰り出

す一般財源（３ヵ年合計 ６７．８億円）を加算しています。 

 

 



第１編 第三次総合３ヵ年計画の策定に当たって 

 5

（３）計画事業費 

本計画における計画事業費は 361.0 億円とします。 

分野別の計画事業費及び財源内訳は次のとおりです。 

 

第三次総合３ヵ年計画事業 年度別事業費 

【一般会計】                                                     (単位：億円) 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ３ヵ年合計 

財源内訳 財源内訳 財源内訳 財源内訳 区   分 事業数 
事業費 

特定 一般
事業費

特定 一般
事業費

特定 一般 
事業費 

特定 一般

真の豊かさを感
じるまち 

24  22.5 8.9 13.6 28.7 11.5 17.2 37.8 14.7 23.1 89.0 35.1 53.9

彩り豊かな文化
と芸術を育むまち 

6  0.5 0.3 0.2 2.4 2.3 0.1 1.1 0.7 0.4 4.0 3.3 0.7

安全で快適な魅
力あるまち 

28  85.1 57.9 27.2 53.3 32.9 20.4 94.9 60.2 34.7 233.3 151.0 82.3

人と自然が共生
するまち 

9  6.9 5.0 1.9 13.9 4.0 9.9 11.9 2.1 9.8 32.7 11.1 21.6

市民と行政がとも
に築くまち 

10  0.7 0.1 0.6 0.6 0.0 0.6 0.7 0.1 0.6 2.0 0.2 1.8

合 計 77  115.7 72.2 43.5 98.9 50.7 48.2 146.4 77.8 68.6 361.0 200.7 160.3

 

 

【特別会計】 《国民健康保険・介護予防推進事業・公共下水道整備事業（汚水）・市川駅南口地区第一種市街

地再開発事業》                                          (単位：億円) 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ３ヵ年合計 

財源内訳 財源内訳 財源内訳 財源内訳 区   分 事業数 
事業費 

特定 一般
事業費

特定 一般
事業費

特定 一般 
事業費 

特定 一般

合 計 4  211.7  149.9  61.8 26.4 16.2 10.2 24.3 14.6  9.7  262.4  180.7 81.7 

 

 

【総 計】                                                        (単位：億円) 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ３ヵ年合計 

財源内訳 財源内訳 財源内訳 財源内訳 区   分 事業数 
事業費 

特定 一般
事業費

特定 一般
事業費

特定 一般 
事業費 

特定 一般

総 計 81 327.4  222.1  105.3 125.3 66.9 58.4 170.7 92.4  78.3  623.4  381.4 242.0 
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第５章 基本計画における施策の体系  

 

 

 
 

  

  

第１節 健康で安心して暮らせる、地域福祉の充実したまちをつくります 

(1)生涯を通じて健康で安心して暮らすために 

(2)助け合い、支え合う地域社会の実現のために 

(3)安心して子どもを産み、健やかに育てるために 

(4)ノーマライゼーション社会の実現のために 

(5)高齢者が地域社会の中でいきいきと暮らすために 

  

  

第２節 豊かな人問性を育み、創造力あふれる子どもを育てます 

(1)自ら行動する子どもを育てるために 

(2)開かれた学校教育を推進するために 

(3)青少年の健全育成のために 

  

  

第３節 生きがいを見いだす、いきいきとした生涯学習社会をつくります 

(1)生涯学習環境を整備するために 

(2)学習成果が発揮できるために 

  

  

第４節 誰もが安心して働くことができる環境をつくります 

(1)安心して働ける労働環境づくりのために 

(2)豊かな消費生活を送るために 

  

第
１
章 

真
の
豊
か
さ
を
感
じ
る
ま
ち 

  

第５節 人権を尊重し、世界平和に貢献します 

(1)人権と平和を尊ぶ社会を築くために 

(2)男女共同参画社会の実現のために 

  

  

第１節 芸術・文化を身近に感じるまちをつくります 

(1)芸術・文化に接する機会を拡充するために 

(2)気軽に芸術・文化活動を行うために 

  

  

第２節 文化的資産や伝統文化をまちの活性化に活かします 

(1)文化的資産をまちの活性化に活かすために 

(2)地域に根付いた文化を活かすために 

  

第
２
章 

彩
り
豊
か
な
文
化
と
芸
術
を
育
む

ま
ち 

  

第３節 暮らしの中で「まちの文化」を育みます 

(1)新たな融合文化を創造するために 

(2)まちの文化を創造するために 

 

ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ 
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第１節 安全で安心して暮らせるまちをつくります 

(1)災害に強い防災まちづくりのために 

(2)水害のないまちづくりのために 

(3)安全で安心できる生活環境づくりのために 

  

  

第２節 快適な暮らしを支え、質の高い都市基盤整備を進めます 

(1)バリアフリーのまちづくりを進めるために 

(2)円滑な都市活動を支える道路整備のために 

(3)総合交通体系を整備するために 

(4)清潔な生活環境づくりのために 

(5)公共施設整備と良好な住環境形成のために 

  

  

第３節 自然、歴史、社会環境などを活かして、バランスのとれた 

魅力ある土地利用を図ります 

(1)地域の特性を活かした土地利用のために 

(2)市街地の安全性と利便性を高めるために 

(3)魅力ある都市景観を形成するために 

  

第
３
章 

安
全
で
快
適
な
魅
力
あ
る
ま
ち 

  

第４節 産業を振興し、活力あるまちをつくります 

(1)活力ある商業の振興のために 

(2)地域性を活かした工業の振興のために 

(3)市民と共存する都市農業の振興のために 

(4)自然環境と調和した水産業の振興のために 

  

  

第１節 自然を大切にし、やすらぎと潤いのあるまちをつくります 

(1)人と自然が共生するまちをつくるために 

(2)緑豊かなまちをつくるために 

(3)親しみのある水辺空間を創造するために 

  

  

第２節 環境への負荷の少ないまちをつくります 

(1)地球環境問題を地域で取り組むために 

(2)環境に関する学習や活動を推進するために 

(3)快適な環境を保全するために 

  

第
４
章 

人
と
自
然
が
共
生
す
る

ま
ち 

  

第３節 廃棄物の発生を抑制し資源循環型のまちをつくります 

(1)資源循環型社会構築のために 

(2)廃棄物処理体制の充実のために 

  

  

第１節 市民と行政とのパートナーシップのもとでまちをつくります 

(1)パートナーシップ構築のために 

(2)市政情報の共有化のために 

  

  

第２節 まちづくりのための新しいコミュニティをつくります 

(1)新しいコミュニティの形成のために 

(2)自主的な市民活動の拡充のために 

  

  

第３節 分権時代にふさわしい行財政運営を推進します 

(1)地域の個性を活かした政策を展開するために 

(2)簡素で効率的な行政体制の整備のために 

(3)健全な財政運営のために 

(4)広域行政の推進のために 

  

第
５
章 

市
民
と
行
政
が
と
も
に
築
く 

ま
ち 

  

第４節 情報通信技術を市民生活の向上に活かします 

(1)情報通信技術を通して快適に暮らせるために 
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第２編 分野別実施計画事業 

〈分野別実施計画の見方〉 
■施策の考え方  基本計画は、将来都市像「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち

いちかわ」を実現するための、5 つの基本目標にそって、各分野別に施策体系を構成しています。

ここでは、分野別の施策体系を構成する「施策の方向性」（節）ごとに事業策定の基本となる考え

方を述べています。 

■施策の体系 
（１）生涯を通じて健康で安心して暮らすために 

・心と体の健康づくりの推進 

・地域に密着した保健サービスの充実 

■関連計画  計画的な行政運営のため、総合計画に加え、各行政分野におけるそれぞれの計画（個

別計画）を策定しています。当該の「施策の方向性」（節）に関連する個別計画を示しています。

■附属機関等  専門家や市民等の意見を行政運営に反映するため、審査や調査、提言などを行う審

議会、委員会などです。当該の「施策の方向性」（節）に関連する附属機関等を示しています。 

■外郭団体  民間の資金や人材などを活用しながら、公共的なサービスの提供を効果的・効率的に

行うために設立された団体です。当該の「施策の方向性」（節）に関連する外郭団体を示していま

す。 

■関連施設  当該の「施策の方向性」（節）に関連する主な公共的施設です。 

■実施計画事業の概要  計画期間内に優先的、重点的に実施する事業で、進行管理の対象とします。

「施策の方向を受けた大分類」ごとに、次表の形式で示しています。 

番号 事業名(所管)  

事業概要  

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
    

事業費（千円）  

○○件数（年間） 
数値目標等 

件 件 件 件

 
 
 
 
 

■施策を支えるその他の主な取り組み  主な実施計画事業と連携しながら各施策の実現を図るた

めの事業です。事業概要は平成 20 年 4 月現在のものです。 

20 年度は当初予算額、21～22 年度は見込み額です。 
20 年度～22 年度の斜線表示は、事業完了などにより事業費があ

りません。「0」は、事業計画はありますが、経費を必要としな

いか、国などとの共同事業のため、市の支出がない場合です。ま

た、債務負担行為による設定額は計上していません。 

（年間）は、単年度での

実績を表示してあり、そ

の他は、累積での数値を

表示しています。 

所管は、平成 20 年 4 月現在の組織で表示しています。 

施策の方向を受けた大分類 

小分類 
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第１章 真の豊かさを感じるまち 

第 1節 健康で安心して暮らせる、地域福祉の充実したまちをつくります 

■施策の考え方 

少子高齢化や核家族化など、暮らしを取り巻く社会環境の変化の中で、誰もが安心して心豊かに

生活できるまちづくりを進めるため、保健・医療・福祉に関わるサービスの充実や、子育てがしや

すく、高齢期をいきいきと過ごせる環境づくりの一層の充実を図るとともに、多様なサービスを身

近な地域で受けられるよう、地域福祉やセーフティネットとなる社会保障制度の適正な運営等を図

り、福祉の充実したまちづくりを展開します。 

■施策の体系 

（１）生涯を通じて健康で安心して暮らすために 

・心と体の健康づくりの推進 

・地域に密着した保健サービスの充実 

・地域医療体制の確立 

・救急医療体制の確立 

・霊園事業の推進 

（２）助け合い、支え合う地域社会の実現のために 

・福祉のまちづくりの推進 

・地域ネットワーク活動の推進 

・福祉コミュニティの創出 

・社会保障制度の運営 

（３）安心して子どもを産み、健やかに育てるために 

・子どもの健やかな成長への支援 

・子育て家庭への支援 

・仕事と育児の両立支援 

・地域ぐるみでの子育て支援体制の整備 

（４）ノーマライゼーション社会の実現のために 

・障害者(児)の自立と社会参加の支援 

・障害者(児)介護支援サービスの拡充 

・障害者(児)福祉施設の整備 

（５）高齢者が地域社会の中でいきいきと暮らすために 

・高齢者の社会参加、生きがいづくりの支援 

・生活環境の整備 

・在宅福祉サービスの充実 

・施設サービスの充実 

 
 



第２編 第１章 第１節 健康で安心して暮らせる、地域福祉の充実したまちをつくります 

 11

■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

市川市健康都市プログラム 企画部ＷＨＯ健康都市担当 H16-H22 

市川市健康増進計画 保健スポーツ部保健医療課 H18-H27 

市川市食育推進計画 保健スポーツ部保健センター H20-H22 

市川市保健医療計画 保健スポーツ部保健医療課 H10-H22 

市川市特定健康診査等実施計画 保健スポーツ部国民健康保険課 H20-H24 

市川市地域福祉計画 福祉部地域福祉支援課 H20-H24 

市川市ホームレス自立支援実施計画＊ 福祉部福祉事務所 H17-H19 

市川市保育計画＊ こども部保育計画推進課 H17-H21 

市川市次世代育成支援行動計画＊ こども部子育て支援課 H17-H21 

市川市障害者施策長期計画基本計画＊ 福祉部障害者支援課 H10-H19 

市川市障害者施策長期計画実施計画＊ 福祉部障害者支援課 H11-H19 

第 1 期市川市障害福祉計画＊ 福祉部障害者支援課 H18-H20 

第 3 期市川市老人保健福祉計画＊ 福祉部高齢者支援課 H18-H20 

第 3 期市川市介護保険事業計画＊ 福祉部介護保険課 H18-H20 

市川市男女共同参画基本計画 総務部男女共同参画課 H14-H37 

＊計画期間の満了に対応して次期計画の策定を予定している 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市健康都市推進協議会 企画部ＷＨＯ健康都市担当 

市川市スポーツ振興審議会 保健スポーツ部スポーツ推進課 

市川市地域医療問題対策協議会 保健スポーツ部保健医療課 

市川市国民健康保険運営協議会 保健スポーツ部国民健康保険課 

市川市献血推進協議会 保健スポーツ部保健医療課 

市川市予防接種健康被害調査委員会 保健スポーツ部保健センター 

市川エイズ対策推進協議会 保健スポーツ部保健医療課 

市川市リハビリテーション病院運営会議 
保健スポーツ部リハビリテーショ

ン病院 

市川市保健推進員協議会 保健スポーツ部保健センター 

市川市食生活改善推進員協議会 保健スポーツ部保健センター 

市川市社会福祉審議会 福祉部高齢者支援課 

市川市民生委員推薦会 福祉部地域福祉支援課 

市川市少年センター運営協議会 生涯学習部地域教育課 

要保護児童対策地域協議会（いちかわ子ども人権ネッ

トワーク） 
こども部子育て支援課 
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市川市福祉サービス苦情解決事業運営委員会 こども部子育て支援課 

市川市障害者介護給付費等審査会 福祉部障害者支援課 

市川市心身障害児就学指導委員会 学校教育部教育センター 

市川市介護保険地域運営委員会 福祉部介護保険課 

市川市介護認定審査会 福祉部介護保険課 

市川市老人ホーム入所判定委員会 福祉部高齢者支援課 

市川市在宅寝たきり老人等歯科保健推進事業連絡協

議会 
保健スポーツ部保健センター 

市川市福祉有償運送運営協議会 福祉部地域福祉支援課 

■外郭団体 

外郭団体の名称 市の窓口 

社会福祉法人 社会福祉協議会 福祉部地域福祉支援課 

財団法人 市川市福祉公社 福祉部地域福祉支援課 

■関連施設 

施設の名称 概  要 

健康増進センター 
健康・体力状態に応じ、トレーニングを中心として生活習慣病

の予防や健康づくりを継続的に実践する施設。 

街かど健康サロン 
地区の空き店舗を活用して設けられた、心身の健康保持・増進

や市民相互の交流促進の場。 

リハビリテーション病院 
心身の機能回復訓練を行い、早期に社会復帰をめざすため、包

括的なリハビリテーション医療サービスを提供する病院。 

急病診療所 
夜間や休日などの急な病気の初期診療と応急処置を行う（入院

等の治療が必要な場合、当番病院等へ転送する）。 

休日急病等歯科診療所 
日曜などの休日に、急に歯や歯肉が痛くなった場合などに応急

処置を行う。 

斎場（2 施設） 火葬、葬儀、法事等を行うための施設。 

市営霊園 
市営の墓地公園。一般墓地、芝生墓地のほか、霊堂（焼骨の一

時収蔵施設）などがある。 

こども館（15 施設） 
乳幼児から高校生までを対象に、遊びを通して子どもたちの健

やかな成長を育み、情操を豊かにするための施設。 

放課後保育クラブ（43 施

設） 

保護者が、仕事などにより放課後の面倒を見られない場合、児

童（小学 1～3 年生）を預かり、遊びや生活の指導を行う。 

保育園（市立 28 施設） 
保護者等が仕事や病気などのために、就学前の子どもの保育が

できない場合、代わって保育を行う児童福祉施設。 

地域子育て支援センター

（7 施設） 

子育てに関する相談や子育てサークルへの支援、親子で楽しむ

各種プログラムの提供など、子育て家庭に対する支援を行う。
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母子支援施設（曽谷寮） 
さまざまな事情により、18 歳未満の子どもの監護養育が十分に

できない母子家庭を保護し、自立のための支援を行う。 

こども発達相談室 
言葉などの発達に悩みや不安のある保護者や幼児に対し、専門

職が相談に応じ個別訓練・指導やグループ指導などを行う。 

知的障害児通園施設（あ

おぞらキッズ) 

行動、情緒、知的発達に課題を持つ幼児を対象に、遊び・生活

面の保育指導や専門職による個別指導を行う通園施設。 

肢体不自由児通園施設

(おひさまキッズ） 

心身の発達（主に運動発達）に課題を持つ幼児を対象に、遊び・

生活面の保育指導や専門職による個別指導を行う通園施設。 

特別支援学校（須和田の

丘支援学校） 

障害のある児童生徒の可能性を最大限に伸ばすため、適切な指

導と必要な支援を行う。小学部・中学部・高等部がある。 

障害者いこいの家 
心身障害者の心身の健康保持と福祉の増進に寄与するため、教

養の向上、レクリエーション等の場を提供する。 

身体障害者地域生活支援

センター 

身体障害者の地域生活支援のため、相談・情報提供、ピアカウ

ンセリング、在宅福祉サービス利用援助などを総合的に行う。

身体障害者福祉センター 
身体障害者の自立と社会参加を支援するため、創作活動やスポ

ーツ、レクリエーションなどの場を提供する。 

福祉作業所（2 施設） 
15 歳以上で、就職が困難な身体障害者または知的障害者に、働

く場と仕事を提供し自立を助ける施設。 

知的障害者施設（3 施設） 
18 歳以上の知的障害者を対象とし、その一人ひとりの立場に立

って、生活、作業、地域生活等の支援を行う通所施設。 

精神障害者通所授産施設

（南八幡ワークス） 

精神科への通院者に対し、仕事を提供し、就労に必要な支援を

行う。 

南八幡メンタルサポート

センター 

精神障害者、家族および関係者を対象に生活支援に関する相談

やケアプランの作成を行う。また、創作的活動やレクリエーシ

ョン、交流の場の設置などのサービスを提供する。 

障害者就労支援センター

「アクセス」 

関係者と事業主に対する相談・調整などをあわせて、一般企業

に就労可能な障害者を対象に継続的な就労支援を行う。 

老人福祉センター 
集会室、娯楽室、和室、浴室などを備え、高齢者に対して、健

康、教養、レクリエーション等に関するサービスを提供する。

老人いこいの家（10施設） 
地域の高齢者が集まって、サークル活動、学習会などを通じ、

交流や健康づくりを進める施設。各種講座も開催されている。

老人デイサービスセンタ

ー（7 施設） 

介護を必要とする高齢者の健康保持・向上などのため、入浴・

食事・日常生活動作訓練などの場を提供する通所施設。 

介護老人保健施設ゆうゆ

う 

病状の安定した高齢者が身体機能を回復させて家庭復帰できる

よう、リハビリテーションや日常生活サービスを提供する。 

養護老人ホームいこい荘 
経済的理由や環境上の理由により、在宅での生活が困難な高齢

者のための入所施設で、社会復帰などへの助言・指導を行う。
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（１）生涯を通じて健康で安心して暮らすために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 1.健康づくり支援事業 （保健スポーツ部保健センター） 

事業概要 

市民が主体となり健康上の課題の解決に向け行動できるよう、健康づく

りに取り組みたいグループや団体に対して住民と行政のパイプ役を担う保

健推進員と食生活改善推進員が、活動を継続していけるよう支援していき

ます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
前年度実施グループ

の活動支援の継続 

新たなグループの立

ち上げ支援 

前年度実施グループ

の活動支援の継続 

新たなグループの支

援 

同左 同左 

事業費（千円）  10,065 10,065 10,065

健康づくりグループ数 
数値目標等 

12 グループ 12 グループ 14 グループ 16 グループ

 

番号 事業名(所管） ２.特定健康診査・保健指導事業 (保健スポーツ部国民健康保険課） 

事業概要 

生活習慣病を予防するため、平成 20 年度から、40 歳～74 歳の国民健康

保険加入者に対して特定健康診査及び特定保健指導を実施します。 

特定健康診査は、特定保健指導を必要とする者を的確に抽出するための

健診で、抽出されたかたに対して、食事、運動などについて助言を行い、

生活習慣の改善につなげていくような特定保健指導を行い、生活習慣病の

予防の徹底を図ります。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
 特定健康診査の実

施 

特定保健指導の実

施 

同左 同左 

事業費（千円）   509,956 547,511 585,815

特定健診の受診者数（括弧内は受診率） 
数値目標等 

 40,304 人（50％） 43,600 人（54％） 46,800 人（58％）
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番号 事業名(所管） ３.健康ゾーン構想事業 (企画部 WHO 健康都市担当） 

事業概要 

ＷＨＯ憲章の精神を尊重し「健康都市いちかわ」を宣言した本市では、

健康都市の取り組みを「健康都市プログラム」という形でまとめています。

「健康ゾーン構想」とは、この「健康都市いちかわ」の取り組みを、国府

台地区をモデルとしてわかりやすく示していくものです。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
健康ゾーン構想

の素案の策定 

健康ゾーン構想

の策定 

実施ガイドライ

ンの検討 

実施ガイドライ

ンの策定 

事業費（千円）  0 未定 未定

数値目標等 
健康ゾーン構想

の策定 

実施ガイドライ

ンの検討 

実施ガイドライ

ンの策定 

 

番号 事業名(所管） ４．浦安市川市民病院民営化 (保健スポーツ部 保健医療課） 

事業概要 

昭和 26 年（1951 年）に、当時の南行徳町（昭和 31 年に市川市と合併）

と浦安町が共同して町境に「葛南病院」として開設し、以来、地域医療の

中核としての役割を担ってきた浦安市川市民病院について、病院組合議会

の民設民営化決議を受けて、民営化の方向で後継法人を選定し、現地での

全面建て替えにより、施設や医療内容を一層充実させられる医療機関に引

き継ぎます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
病院組合議会に

て民設民営化決

議 

・後継法人の選定

・一部事務組合解

散に向けた手続 

 

後継法人との協議 

・医療機能 

・建築関係 

同左 

事業費（千円）  0 未定 未定

数値目標等 
後継医療機関の

選定 

協議 協議 
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■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

健康教育事業 生活習慣病の予防や健康管理に必要な知識取得のための教室や講座を開催

し、健康的な暮らしへの行動を支援する。 
健康診査 がん、脳卒中、心臓病などのいわゆる成人病を早期に発見し、栄養や運動

等の生活指導や適切な治療を行うことにより、予防することを目的とした

健診を実施する。 
健康相談 健康面の問題に対する不安の軽減及び適切な治療の受け方など、栄養及び

歯科相談・指導を行う。 
健康増進指導 健康増進センターにおいて、健康度測定の結果に基づき、運動、栄養、休

養の生活処方を提案・実施する。 
個別予防接種の実施 三種混合・麻しん風しん・日本脳炎・インフルエンザ及び流行性耳下腺炎

の予防接種を実施する。 
予防接種事業（ポリ

オ） 
ポリオ（小児まひ）を予防するため、乳幼児に対し予防接種を実施する。

結核予防 結核感染のリスクが高いと予測される住民を対象に検診を実施する。 
性感染症予防対策 性器クラミジア感染症についての正しい知識を広め早期発見・早期治療を

図る。 
歯科保健推進 むし歯や歯周病を早期発見するため、市内指定歯科医院で健診を実施する。

成人歯科健康診査 市川市歯科医師会が行う 8020 運動保健推進・寝たきり老人等歯科保健推

進・口腔がん口腔粘膜疾患検診の各事業に助成する。 
訪問指導 心身の状況・生活環境等から療養上の保健指導が必要である者に対して、

保健師等が訪問し、本人、家族に必要な指導を行い、心身機能低下防止と

健康保持増進を図る。 
予防給付ケアマネジ

メント 
要支援 1・2 に認定された者に対し、地域包括支援センターが介護予防プラ

ンの策定、評価を行う。 
機能訓練 身体機能に障害のある者に対し訓練などにより機能維持・回復を図り活動

的な生活を営めるよう支援する。 
在宅医療支援 高齢や疾病のため医療を必要とする者に対し在宅で療養生活ができるよう

在宅医療相談窓口設置、往診医の確保、在宅医療システムの推進のため保

健（看護）医療連絡検討会の開催を行う。 
救急医療対策事業 日夜間診療の実施に伴い設置する待機病院（当番病院）に、救急車の受け

入れをスムーズに行えるようにするなど、救急体制を整備。 
2.5 次救急医療運営 2.5 次救急医療について、東京歯科大学市川総合病院が実施する時間外の

救急医療の部分について、救急ベッド、医療スタッフ等を確保するために

要する経費の一部を負担する。 
医薬材料備蓄 災害用医薬材料の備蓄を行う。 
ＡＥＤ整備 設置したＡＥＤの維持管理を行う。 
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保健・衛生関係団体

への補助 
食品衛生協会、公衆浴場組合、地域保健推進事業に対する補助、公衆浴場

設備改善に対する補助を行う。 
献血の推進 献血意識の普及・献血実施日の周知等に努め、千葉県赤十字血液センター

と連携を図り、事業所、学校、街頭等において献血を実施する。 
健康都市啓発・推進 「市川市健康都市市民賞」表彰、和洋女子大学との協働による｢健康都市推

進講座」の実施など健康都市の啓発をするほか、健康都市推進協議会、Ｗ

ＨＯ健康都市推進員制度の運営などにより健康都市の推進を図る。 
健康都市ネットワー

ク事業 
健康都市連合活動、同連合日本支部活動、国際健康都市会議出席等を行う。

健康都市調査研究 市民の健康に関する詳細な調査に基づき、その分析を行う。 
霊園墓地返還促進 使用しなくなった墓地の返還を促進する。 
狂犬病予防 狂犬病の発生と蔓延を予防し撲滅を図るため、鑑札交付、原簿作成、予防

注射等を実施する。 
猫の避妊・去勢手術 飼い主のいない猫の繁殖を防ぐため市民が自費で避妊・去勢手術を行った

場合について費用の一部を助成する。 
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（２）助け合い、支え合う地域社会の実現のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） ５.地域ケアシステム推進事業 （福祉部地域福祉支援課） 

事業概要 

地域の住民同士が連帯意識を持ち、支え合う仕組みづくりなどの福祉活

動を充実させるために、市内全 14 地区で「地域ケア推進連絡会」を立ち上

げ、福祉活動の活性化、地域の問題を地域で解決する仕組みをつくります。

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
住民主体による

会議、相談所、サ

ロン等開催によ

る活動の充実 

2 地区にサロン

を設置（全 25 箇

所） 

住民主体による

会議、相談所、サ

ロン等開催によ

る活動の充実 

同左 同左 

事業費（千円）  18,630 16,725 16,725

会議、相談所、サロン等の開催回数（年間） 
数値目標等 

3,410 回 3,470 回 3,530 回 3,590 回

 
■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

民生委員活動支援 民生委員児童委員の活動を支援する。 

コミュニティワーカ

ー業務事業 

福祉コミュニティ形成に向け、福祉活動支援を行う地域コミュニティワー

カーが地域ケアシステムの運営支援や地域課題解決に向けた提案などを行

い、地域の活性化と福祉力向上を図る。 

日常生活用具給付事

業 

火災警報器、自動消火器、火災警報器付き都市ガス警報器、ＬＰガス警報

器の給付を行う。 

福祉電話事業 一人暮らし高齢者や障害者に対し、緊急通報装置を設置する。 

福祉サービス利用援

助事業 

市川市社会福祉協議会が行う福祉サービス利用援助事業に助成する。 

後期高齢者医療 千葉県後期高齢者医療広域連合として行う、後期高齢者医療に必要な経費

を負担する。 

生活保護 生活保護者に対し、その困窮に応じ生活・住宅・教育・医療・介護・出産・

生業・葬祭を扶助するとともに、救護施設入所者の支援を実施する。 

あんしん共済 24 時間健康医療相談、交通災害見舞金の支給、火災見舞金の支給を実施す

る。 
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災害見舞金品支給事

業 

市川市災害見舞金品支給規則に基づき、被災者救護として見舞金品を支給

する。 

ホームレス自立支援

事業 

ホームレス巡回指導・自立支援指導・相談活動、自立支援住宅による住居

支援、ホームレス定期結核検診の実施、南行徳まちかど相談所における相

談・援助活動を行う。 

千葉県更生保護助成

協会 

犯罪者の更生保護事業への助成等を行う「千葉県更生保護助成協会」に対

する負担金。 

原子爆弾被爆者見舞

金 

市川市原子爆弾被爆者見舞金支給規則に基づき、被爆者に対し見舞金を支

給する。 

行旅病人・死亡人取

扱 

行旅中の病人であり療養費がなく、かつ救護者がいない者の救護及び行旅

中に死亡し、引取者のない者を火葬し埋葬する。 

戦没者追悼式 戦没者の霊を慰め、遺族に慰藉の念を表し、世界の恒久平和を祈念する式

典を実施する。 

国民生活基礎調査 厚生行政の基礎資料とするため、国が毎年実施する国民生活基礎調査を実

施する。 
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（３）安心して子どもを産み、健やかに育てるために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 
６.子育て支援地域創設事業（親子つどいの広場） 

（こども部子育て支援課）

事業概要 

子育て支援事業を充実強化するため、子育て家庭が身近で気軽に集え相

談できる場所である｢親子つどいの広場｣を市内 7 ヶ所（現況は新井、新浜、

八幡の 3 ヶ所）に設置します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
2 ヶ所開設 

（新浜、八幡） 

全 3 ヶ所 

1 ヶ所開設 

（二俣） 

全 4 ヶ所 

1 ヶ所開設 

（宮久保） 

全 5 ヶ所 

2 ヶ所開設 

（柏井、大柏） 

全 7 ヶ所 

事業費（千円）  21,882 27,157 38,501 

親子つどいの広場利用者延人数（年間） 
数値目標等 

43,200 人 51,200 人 60,800 人 78,400 人

 

番号 事業名(所管） ７.乳幼児医療対策事業 (こども部こども福祉課） 

事業概要 

乳幼児の健全な育成を図り、保護者の経済的負担を軽減するため、入院、

通院及び調剤の医療費助成対象年齢をこれまでの未就学児から小学 2 年生

まで拡大します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
入院・通院・調剤

0歳～未就学

児 

入院・通院・調剤 

0歳～小学1年

生 

 

入院・通院・調剤 

0歳～小学2年

生 

 

同左 

事業費（千円）  838,269 914,935 926,174 

入院・通院・調剤の医療費助成対象年齢 
数値目標等 

0 歳～未就学児 0歳～小学1年生 0歳～小学2年生 0歳～小学2年生
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番号 事業名(所管） ８.子ども家庭総合支援センター事業 （こども部子育て支援課） 

事業概要 
子どもや子育て家庭の相談や虐待通報などに対応する機能をもち、関係

機関と連携し、適切かつ効果的な支援を行います。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
・学校等関係機関

が活用できる「児

童虐待対応マニュ

アル」の作成、周

知 

・要保護児童の早

期発見や適切な保

護を図るため、関

係機関で組織する

「要保護児童対策

地域協議会」の充

実強化を図る。 

・「子育て相談窓

口システム」を、

行徳支所すこや

か応援隊及び保

健センターに増

設し、相談に対

する支援情報の

一元化を図る。

・子育て応援ガ

イドブックの増

刷改訂 

・地域に点在す

る子育て支援関

連施設、事業間

でのネットワー

クの構築 

・効率的支援体

制を強化するた

め「子育て相談

窓口システム」

の 再 構 築 を 図

る。 

事業費（千円）  12,655 24,000 35,000 

相談件数（年間） 
数値目標等 

4,200 件 4,700 件 5,000 件 5,300 件

 

番号 事業名(所管） ９.保育園整備計画事業 （こども部保育計画推進課） 

事業概要 

民間事業者の進出しやすい環境を整備することで施設整備を進めるとと

もに、定員弾力化や既存施設の有効活用により、待機児童の解消を図りま

す。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
保育園開園 4 園 

分園開園  1 園 

園整備   1 園 

開園   1 園 

園整備  3 園 

（うち1園は2ヵ

年事業1年目） 

開園   2 園 

園整備  2 園 

（うち1園は2ヵ

年事業2年目） 

開園   2 園 

事業費（千円）  69,264 211,971 

保育園の定員数（年間）            ※３年間で３００人増
数値目標等 

5,070 人 5,130 人 5,220 人 5,370 人
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番号 事業名(所管） 10.妊婦健診の公費負担拡大 (保健スポーツ部保健センター） 

事業概要 
安心して出産できる環境整備を推進し、すこやかな出産・子育て支援に

つなげていくために、妊婦健康診査の公費負担を拡大します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
妊婦健康診査の

公費負担  2 回 

妊婦健康診査の

公費負担  5 回 

同左 同左 

事業費（千円）  230,051 230,051 230,051 

妊婦健診公費負担回数（年間） 
数値目標等 

2 回 5 回 5 回 5 回

 
■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

母子健康教育 妊娠初期から乳幼児・学童・思春期の子どもと保護者を対象に、ライフサイ

クルに応じた知識の普及等を行い、健やかな成長が出来るよう支援する。 

母子保健相談 育児不安の軽減を図るため、母親に対して育児相談を行う。 

母子訪問事業 妊産婦・新生児・1、2 ヶ月児の健康相談、健康診査等で必要と思われる乳

幼児に指導相談を実施する。 

1 歳 6 ヶ月児健康診

査 

1 歳 6 ヶ月児の疾病や発育の遅れを早期に予防し、適切な指導を行うために

実施する。 

3 歳児健康診査 3 歳児に対し、総合的かつ多角的な健診を行い健康保持増進を図る。 

市川子ども人権ネッ

トワーク（要保護児

童対策地域協議会） 

子どもの人権啓発及び人権侵害の救済事業を実施するとともに、児童福祉法

に基づく、要保護児童対策地域協議会としての役割を果たす。 

こども館運営事業 子育てに係わる人すべてに子育ての楽しさを伝え、0～18 歳までの児童に、

安全な遊び場と居場所を提供し、遊びを通して豊かな人間性を育む。 

育児支援家庭訪問事

業 

子どもの養育が困難であり自ら支援を求めることができない家庭にヘルバ

ーを派遣する。 

子育て短期支援事業

(ショートスティ) 
家庭で児童の養育が困難な場合、一時的に施設で子どもを預かる他、母子の

一時保護を行う。 

母子生活支援施設措

置 

児童の福祉に欠ける状況にある母子を母子生活支援施設に保護し、自立のた

めの支援を行う。 

母子自立支援 母子世帯等の自立支援を図るため、母子自立支援員（兼プログラム策定員）

を配置する。また、教育訓練講座受講料の一部を支給する。 

ひとり親家庭医療対

策 

ひとり親家庭の親及びその児童に対し医療費の助成を行い、ひとり親家庭の

生活の安定と自立を図る。 
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児童手当支給 次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上のため、児童手当を支給し、家

庭における生活の安定を図る。 

児童扶養手当支給 離婚等の理由により、父と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最

初の3月31日までの児童を養育している母又は養育者に手当を支給する。 

遺児手当支給 義務教育終了前の遺児を養育している保護者に対し、手当を支給する。 

助産施設措置 経済的理由により入院助産を受けられない妊産婦を助産施設に保護する。 

福祉サービス苦情解

決第三者機関設置 

福祉サービス利用者からの苦情に対し、各施設に苦情解決責任者・苦情解決

担当者を置き適切な解決に努める。 

児童福祉施設整備資

金補助 

社会福祉法人が、社会福祉施設の施設整備及び設備整備を行うため借り入れ

た資金の一部について補助し民間児童福祉施設の充実を図る。 

市川駅南口再開発保

育園整備 

ＪＲ市川駅の再開発に併せ、待機児童解消のため、保育園整備を図る。 

広尾防災公園隣接地

福祉施設整備 

広尾防災公園隣接地の用地に保育園を整備する。 

乳幼児健康支援一時

預かり事業 

病気回復期にある児童等が自宅での育児を余儀なくされる期間に、市が指定

する医院等に付設された保育施設で一時的に預かり保育を行う。 

第 3 子以降の保育園

保育料を無料化 

市川市独自の子育て支援策として、兄・姉の同時在園の有無に関わらず、同

一世帯で養育している第3子以降の保育園保育料を無料化する（所得制限あ

り）。 

私立保育園措置児童

委託事業 

私立保育園に入所する児童の処遇向上を目的に、運営費の一部を助成する。

簡易保育園園児補助

金 

認可保育園への入園申請中、待機のため市内の簡易保育園を利用した保護者

に対して、その経費の一部を補助する。 

家庭保育事業 保育に欠ける 3 歳未満の低年齢児に対し、保育士・看護師の資格を有するも

の、又は子育て経験者であって市の認定を受けた「家庭保育員」が居宅にお

いて、2 人以下、概ね 9 時間までの保育を実施する。 

地域子育て支援セン

ター事業 

妊娠期から乳幼児とその保護者を対象として、地域の子育て支援情報の提供

や交流の場を提供し、専門的な支援を行う拠点（保育園内）として相談も行

っている。 

ファミリー・サポー

ト・センター事業 

登録会員による育児の相互援助活動を行う。 

すこやか応援隊 子育てに悩みを抱えている方が安心して子育てができるように、電話や窓口

だけでなく、家庭や地域に出向いて相談を実施する。 

中高年保育ボランテ

ィア 

中高年保育ボランティアの経験と知識を活かし、保育園の子ども、保育士と

の世代間交流を図る。 
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（４）ノーマライゼーション社会の実現のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 11.障害者相談支援体制整備事業 （福祉部障害者支援課） 

事業概要 

障害者の地域生活を支援するため、市町村相談支援機能強化事業、住宅

入居等支援事業（居住サポート事業）、成年後見制度利用支援事業等を活用

するとともに、関係機関等とのネットワーク化も進めて、ケアマネジメン

ト手法によるコーディネートができる重層的な相談支援体制を構築しま

す。 

現 況 計 画 
 

平成19年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
  公設 3 ヶ所のほか、民間委託による相

談支援の拠点の確保 

関係機関等との連絡調整の中核とな

る市自立支援協議会の運営 

障害者相談支援事業のほか、相談支援

機能強化事業、住宅入居等支援事業、

成年後見制度利用支援事業の実施 

同左 

事業費（千円）   32,500 32,500 

相談支援のための拠点数 
数値目標等 

  9 ヶ所 9 ヶ所

 

番号 事業名(所管） 12.知的障害者施設(松香園)整備事業 (福祉部障害者施設課） 

事業概要 
老朽化した知的障害者通所更生施設（松香園）を平成 21 年度までに建て替

え、5 名の定員増を図るほか、心身障害者対象の通所事業を実施します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
仮園舎（リース）

建設及び移転 

既存園舎解体撤

去工事（19 年度

繰越事業） 

地下埋設物調査 

新設工事着手 

新園舎完成 

新園舎に移転 

 

事業費（千円）  175,222 291,274 

入所定員数 
数値目標等 

35 名 35 名 35 名 40 名
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■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

こども発達相談室事

業 
子どもの発達に関する電話相談のほかに、実際にケースワーカーと専門職

員を交えた相談も行い、一人ひとりの発達の状況に合わせた指導や訓練な

どの支援を行う。 
地域生活支援事業 障害者が地域で自立した生活が営めるよう、コミュニケーション支援をは

じめ、日常生活用具の給付や移動に対する支援、さらには地域活動支援セ

ンターの運営のほか、障害者の障害特性や状況に応じた各種の事業を実施

する。 
自立支援給付事業 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から障害福祉サービス

を受けたとき、当該指定障害福祉サービス等に要した費用について介護給

付費または訓練等給付費を支給し、障害者が自立した日常生活または社会

生活を営むことができるよう必要な支援を行う。 
地域生活体験事業 施設や病院などから地域生活への移行を目指している方が、家庭などの事

情により一時的に支援が必要となる場合に、既存のグループホーム等の空

室や、専用型のホームを活用して居住の場を提供する。 
難病患者等居宅生活

支援事業 
難病患者等の居宅における療養生活を支援し、ＱＯＬ(生活の質)の向上や地

域における自立と社会参加の促進を図ることを目的に、一定の要件を満た

す難病患者等に対して日常生活用具を給付する。 
障害者ガイドヘルパ

ー養成事業 
障害者の移動を支援するためのガイドヘルパーを養成する。 

手話奉仕員・要約筆

記奉仕員養成事業 
手話奉仕員養成講座（入門・基礎課程）及び中途失聴者・難聴者向け手話

講習会、並びに要約筆記奉仕員養成講座（基礎・応用課程）を開催する。

レスパイトサービス

施設運営費補助金交

付事業 

障害児者を介助する親等を、一時的に介護から解放するためのレスパイト

サービス事業を実施する事業者に対して、運営費の補助を行う。 

グループホーム等運

営費補助事業 
定員 6 名以下の小規模ホーム事業所に対し、入居者の障害程度区分に応じ

て運営費の補助を行う。 
グループホーム等家

賃補助事業 
障害者の地域での自立した生活を支援することを目的に、グループホーム

やケアホームの入居にかかる家賃を助成することにより、負担の軽減を図

る。 
生活ホーム等運営費

補助事業 
生活ホームやふれあいホームの運営を行う事業所に対し、運営費の補助を

行う。 
生活ホーム等家賃補

助事業 
障害者の地域での自立した生活の支援を目的とし、生活ホームやふれあい

ホームの入居にかかる家賃を助成することにより、負担の軽減を図る。 
障害者就労支援セン

ター機能強化事業 
障害者の一般就労への移行を推進するため、障害者就労支援センター「ア

クセス」に新しい手法としてＩＰＳ（個別職業あっせんとサポートによる

援助付雇用プログラム）の導入を図り、障害者個々の特性に応じた就労支

援を展開するとともに、従来からの手法との整理・統合を進め、市川市と

しての就労支援の手法を確立する。 
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国分・行徳・ワーク

ス通所者扶助事業 
国分・行徳・ワークス利用者の通所費用及び行事等に対する助成金。 

松香園通所者扶助事

業 
松香園利用者の通所費用及び行事等に対し助成する。 

梨香園通所者扶助事

業 
梨香園利用者の通所費用及び行事等に対し助成する。 

明松園通所者扶助事

業 
明松園利用者の通所費用及び行事等に対し助成する。 

心身障害者小規模福

祉作業所への協力 
民間団体が設置する小規模福祉作業所の運営健全化、障害者の地域による

援護の充実、自立への側面支援。 
精神障害者共同作業

所運営費補助金 
精神障害者共同作業所に対し、運営費を補助する。 

障害福祉サービス等

月額利用者負担上限

額軽減助成事業 

障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスを利用する際の利用者負担に

ついて、国が定めた軽減策以外に本市の単独施策として、低所得者を対象

に障害福祉サービス等の利用者負担額を軽減する。 
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（５）高齢者が地域社会の中でいきいきと暮らすために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 13.介護予防推進事業 （福祉部地域福祉支援課） 

事業概要 

高齢者が居宅において健康で生き生きとした生活を送るため、地域包括

支援センターを地域の拠点にとして、要支援・要介護の予防のため、その

恐れの高い人を把握し、個々のプログラムに基づいた効果的な介護予防サ

ービスを提供し、要介護認定者の減少に努めます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
地域包括支援センタ

ーの運営 

介護予防事業（運動機

能向上 3 会場、閉じこ

もり予防ミニデイサ

ロン 4 会場、いきいき

健康教室 52 会場、高

齢者ミニデイセント

ー8 会場） 

地域包括支援センタ

ーの運営 

介護予防事業（運動機

能向上 3 会場、閉じこ

もり予防ミニデイサ

ロン 4 会場、いきいき

健康教室 56 会場、高

齢者ミニデイセント

ー8 会場） 

同左 同左 

事業費（千円）  172,719 206,017 231,017 

各種介護予防事業に参加した人数（年間） 
数値目標等 

68,100 人 63,430 人 65,625 人 65,625 人

 
■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

老人いこいの家建替

え工事 

老朽化する老人いこいの家のうち、建て替えが必要とされる施設を計画的

に整備する。 

いきがい事業 敬老祝金、長寿ふれあいフェスティバル等の各種催し、囲碁将棋大会等を

通じ、元気高齢者のいきがいづくりに寄与する。 

高齢者クラブ支援 高齢者クラブ及び高齢者クラブ連合会に対する支援。 

高齢者健康保持・教

養向上 

老人福祉センター及び老人いこいの家利用者に対する健康相談や、初心者

向け講座を開催する。 

災害時要援護者避難

支援対策 

要援護者台帳及び災害発生時の避難支援体制を整備する。 

高齢者健康入浴券交

付 

65歳以上のひとり暮らし又は高齢者世帯で自宅に浴室のない市民税非課税

世帯に健康入浴券を交付する。 

はり・きゅう・マッ

サージ利用支援 

はり・きゅう・マッサージの施術を利用する65歳以上の市民税非課税者等

に対する支援により健康増進を図る。 
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在宅寝たきり老人等

歯科保健推進 

市内在住 65 歳以上の寝たきり又はこれに準ずる者で在宅で歯科診療・歯科

保健指導が可能な者に実施する。 

高齢者向け優良賃貸

住宅支援 

高齢者の居住に供する優良賃貸住宅への支援。 

高齢者福祉住宅の高

齢者への提供 

住宅に困窮しているひとり暮らしの高齢者に対して、高齢者の特性に配慮

した住宅を提供。 

高齢者福祉住宅への

経済支援 

高齢者福祉住宅として借上げた建築主への固定資産税補助。 

介護保険居宅サービ

ス利用者負担額軽減 

介護保険の居宅介護サービス利用者負担額を扶助する。 

介護保険訪問介護利

用者負担軽減 

介護保険の訪問介護サービス利用者に対し助成する。 

社会福祉法人利用者

負担軽減 

社会福祉法人が行う介護保険サービスのうち、特定の種類に適用される利

用者負担額の減免に対しての支援を行う。 

老人福祉施設整備 特別養護老人ホーム入所待機者の解消を目的に、同施設設置促進を図るた

め社会福祉法人を支援する。 

広尾防災公園隣接地

福祉施設整備 

広尾防災公園隣接地の用地に特別養護老人ホームを整備する。 

養護老人ホーム措置 老人福祉法第 11 条に基づいた養護老人ホームへの措置。 
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第 2節 豊かな人間性を育み、創造力あふれる子どもを育てます 

■施策の考え方 

次世代を担う子どもたちが心豊かに育つ環境を整えていくことは、社会の責務だといえます。成

長期にある青少年がいきいきと学び、自立性と社会性を身につけていくことができるよう、家庭、

地域、学校が連携し教育の充実を図ります。 

■施策の体系 

（１）自ら行動する子どもを育てるために 

・幼稚園・学校教育の充実 

・教育環境の整備 

（２）開かれた学校教育を推進するために 

・家庭・地域・学校の連携強化と教育力の向上 

・教育施設の有効利用 

（３）青少年の健全育成のために 

・青少年健全育成活動の充実、強化 

・青少年活動施設の整備 

■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

市川市教育計画 教育総務部教育政策課 H13- 

市川市教育振興基本計画＊ 教育総務部教育政策課 H21-H25 

市川市文化振興ビジョン 文化国際部文化振興担当 H15-H37 

市川市子ども読書活動推進計画 生涯学習部生涯学習振興課 H16-H20 

市川市男女共同参画基本計画 総務部男女共同参画課 H14-H37 

市川市みどりの基本計画 水と緑の部水と緑の計画課 H16-H37 

＊新たな計画の策定を予定している 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市社会教育委員 生涯学習部生涯学習振興課 

市川市教育改革懇話会 教育総務部教育政策課 

市川市幼児教育振興審議会 教育総務部就学支援課 

市川市立小中学校通学区域審議会 学校教育部義務教育課 

市川市心身障害児就学指導委員会 学校教育部教育センター 

市川市立学校給食検討委員会 学校教育部保健体育課 

市川市奨学生選考委員会 教育総務部就学支援課 
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市川市少年センター運営協議会 生涯学習部地域教育課 

■関連施設 

施設の名称 概  要 

幼稚園（市立 8 施設） 
4歳児、5歳児を対象にした公立の幼稚園。特別支援学級（3園）

や言語治療教室（1園）を設けている施設もある。 

小学校（39 校） 市立小学校 

中学校（16 校） 市立中学校 

特別支援学校（須和田の

丘支援学校） 

障害のある児童生徒の可能性を最大限に伸ばすため、適切な指

導と必要な支援を行う。小学部・中学部・高等部がある。 

教育センター 
教育の充実のため、教育課程の調査研究、教育関係職員の研修

などを行うとともに、教育相談を実施している。 

少年センター 
少年の非行を防止し、健全な育成を図るため、少年相談や街頭

補導、環境浄化活動などを行うための施設。 

放課後保育クラブ（43 施

設） 

保護者が、仕事などにより放課後の面倒を見られない場合、児

童（小学1～3年生）を預かり、遊びや生活の指導を行う。 

こども館（15 施設） 
乳幼児から高校生までを対象に、遊びを通して子どもたちの健

やかな成長を育み、情操を豊かにするための施設。 

プラネタリウム 
210人が収容可能なプラネタリウムで、4,000の恒星・惑星な

どを投影できる。少年自然の家に併設されている。 

大町公園（動植物園） 
動物たちとのふれあいをテーマとする動物園及び、熱帯植物を

中心とする本格的植物園（大町レクリエーションゾーン内）。 

少年自然の家 
少年に豊かな情操と健全な社会性を育成するため、自然に親し

みながら、集団宿泊生活や野外活動を体験する施設。 

スポーツ広場（3 施設） 
野球やサッカー、フットサル、グラウンドゴルフなどに利用で

きるスポーツ施設。 

いちかわ市民キャンプ場 
100人程度の収容が可能なキャンプ場。テントや炊事用具は無

料で貸し出している。 
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（１）自ら行動する子どもを育てるために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 14.少人数学習等担当補助教員事業 （学校教育部義務教育課） 

事業概要 

児童・生徒に確かな学力を身につけさせるため、小・中学校に補助教員

を派遣し少人数指導やティームティーチング、小学校高学年における一部

授業に教科担任制を導入し、分かりやすい授業やきめ細かな指導の充実と、

児童・生徒のニーズに応じた少人数学習を推進します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
小・中学校を合わ

せて、35校に1人

ずつ配置  

全小・中学校55

校に1人ずつ配

置  

全小・中学校に1

人ずつ配置した

うえで、37人規

模の学年に1人

配置 

全小・中学校に1

人ずつ配置した

うえで、36・37

人規模の学年に

1人配置 

事業費（千円）  114,840 152,424 194,184 

補助教員派遣数（年間） 
数値目標等 

35 名 55 名 73 名 93 名

 

番号 事業名(所管） 15.学校版環境ＩＳＯ認定事業 （学校教育部指導課） 

事業概要 

環境学習の一環として省エネ・省資源活動について児童・生徒の意識を

高めながら実践力の向上を目指すとともに、児童・生徒や保護者を中心と

した地域社会への環境保全意識の拡大を図るために、各校でそれぞれの特

色を生かした独自の環境教育活動を展開し、その活動を学校版環境ＩＳＯ

認定校として認定しています。毎年新規 5 校、継続 5 校で実施します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
環境学習、環境美

化活動、リサイク

ル 活 動 や 保 護

者・地域への啓発

活動等の支援 

環境学習、環境美

化活動、リサイク

ル 活 動 や 保 護

者・地域への啓発

活動等の支援 

同左 

新規指定校研修

会の開催 

同左 

新規指定校研修

会、2 年目指定校

との情報交換会

の開催 

事業費（千円）  930 930 930

活動を評価し、ＩＳＯ認定校として認定した学校数 

数値目標等 新規 5校

（合計 25 校）

新規 5校

（合計 30 校）

新規 5校 

（合計 35 校） 

新規 5校

（合計 40 校）
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番号 事業名(所管） 16.ヘルシースクール推進事業 （学校教育部保健体育課） 

事業概要 

子ども達が健康について自ら考え行動し、体力の向上、生活習慣・食生

活の改善等を図るために、学校と家庭・地域が一体となって、「包括的な健

康教育」に取り組みます。 

全公立幼稚園・学校で「ヘルシースクールプラン」を立案し、その具現

化に取り組むほか、小児生活習慣病検診、食事調査やライフスタイル調査

等の結果から、生活リズムや食習慣の改善に向けた個別指導を行います。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
小児生活習慣病予防

検診、食事調査、口腔

検診、ライフスタイル

調査等の実施 

小児生活習慣病予防

検診、食事調査、口腔

検診、ライフスタイル

調査等の実施 

各園・校のヘルシース

クールプランの見直

しと重点目標の設定 

同左 同左 

事業費（千円）      42,494 48,796 53,348 

小児生活習慣病検診の受診率（年間） 

検診結果改善率 
数値目標等 

75％ 

－ 

75％ 

60％ 

75％ 

65％ 

75％ 

65％ 

 

番号 事業名(所管） 17.教育施設耐震改修事業 （教育総務部教育施設課） 

事業概要 

学校施設は、児童・生徒が一日の大半を過ごす学習の場であると共に、

生活の場でもあります。また、災害の際学校施設は、一時避難場所や災害

対策拠点となることから、耐震改修が必要な学校施設の耐震改修を進めま

す。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
小学校校舎 2棟 

特別支援学校校

舎1棟 

小学校体育館3棟 

小学校校舎 3棟 

小学校体育館2棟 

小学校体育館9棟 

中学校校舎1棟除

却 

小学校校舎13棟 

中学校校舎５棟 

事業費（千円）      450,000 554,940 1,334,428 

耐震改修実施棟数（年間） 
数値目標等 

6 棟 5 棟 10 棟 18 棟 
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■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

創意と活力のある学

校づくり事業 
各学校・園がその実態や特色を生かし、市川の学校教育 3 カ年計画に基づ

いて創意と活力に満ちた児童生徒・幼児の主体的な活動を推進するととも

に、校長・園長のリーダーシップのもと、教育活動を活性化させる。 
小学校英語活動推進

事業 
国際化が急速に進展する中、自分の考えや意思を適切に表現できるコミュニ

ケーション能力を培うため、小学校における国際理解教育の一環として外国

語に触れたり､外国の文化や生活に親しむ体験的な学習活動を推進する。 
小学校中学校コンピ

ュータ教育振興 
コンピュータを活用した情報教育を推進する。 

国際理解教育の推進

事業 
英語圏を中心とした国々の外国青年を雇用し、ティーム・ティーチングを

通じて、市立全中学校で英語担当教員の助手を務め、英語教育の充実を図

るほか、小・中学校ともに総合的な学習の時間等を通じて国際理解教育の

推進に寄与する。 
小学校副読本・指導

書作成 
小学校における郷土に関する学習指導の充実を図るため、副読本等を作成

する。 
健康教育振興 望ましいライフスタイルの確立を柱とした健康教育の推進を図る。 
食育推進 児童生徒の食生活の実態を把握し、食習慣の改善を図る。 
学校保健推進 児童生徒の健康保持増進を図るため、各種健康診断や研修会を実施する。

学校体育振興 児童・生徒の各種スポーツ大会を開催し、体育活動の振興を図る。 
日本スポーツ振興セ

ンター共済掛金事業 
学校安全の普及、充実のため、義務教育諸学校の管理下における負傷等に

対しての必要な給付を行う。 
学校飼育動物管理指

導委託事業 
獣医師から飼育動物の適正な管理の仕方，飼い方の指導を受け，生命を思

いやる気持ちを育む。 
中学校行事参加生徒

交付金 
スポーツ振興法第 8 条に基づき、中学生のスポーツ振興と体力づくりを目

指して開催される各種大会に参加する生徒の交通費を負担し、保護者負担

の軽減を図る。 
体験学習 稲作体験、農業体験を通し自然や人とのふれあい、勤労と収穫の歓びを体

験してもらう。 
音楽会活動事業 地域に根ざした地域別音楽会や小・中・特別支援学校児童生徒音楽会等の

発表会を通じた音楽教育に対する理解促進を図る。 
各種作品展事業 図工・美術、技術・家庭科、書写、新聞、科学作品展等の学習成果の発表

の場とし、表現・鑑賞活動を通して、各教科指導の充実と豊かな心を持つ

子どもを育成する。 
学習賞表彰事業 学校における教育活動において全国規模・全県規模の行事に参加し、最優

秀またはそれに準ずる成績を収めた児童生徒を表彰し、本市教育活動の振

興を図る。 
特別支援教育推進事

業 
障害のある児童生徒に対しての教育的ニーズの把握や、適切な教育・指導

を通じて必要な支援を行う。 
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特別支援教育補助教

員雇上 
特別な支援を必要とする児童生徒の増加及び多様化に対応し、きめ細かに

適切な指導・支援を行う。 
小学校特別支援教育

就学奨励 
特別支援学級に就学する児童及び特別の教育課程を受ける児童の保護者に

対し、就学に要する経費の一部を交付する。 
中学校特別支援教育

就学奨励 
特別支援学級に就学する生徒及び特別の教育課程を受ける生徒の保護者に

対し、就学に要する経費の一部を交付する。 
教員研修事業 学校教育の充実のために、教員の資質能力の向上を目的とする研修及び、

啓発を行う。 
生徒指導・教科領域

指導研究・研修 
教育の今日的課題や教職員のニーズに応える研修を行う。 

学校情報化研究 ＩＴを活用した「わかる授業」の実践を推進するために教職員のコンピュ

ータ機器操作のレベルアップを図る。 
教育相談 子育てをする中で生じる悩みに関して、子どもと保護者に対して、教育相

談員がカウンセリングや心理療法等を行う。 
ほっとホッと訪問相

談事業 
不登校児童生徒などに対応するため、経験豊かな退職教員を雇用し、訪問

相談、面談、電話相談などによる、不登校児童生徒及び保護者などへサポ

ートをする。 
統合教育相談 幼稚園に統合教育の専門員を置き、個々の園児に対応した教諭への適切な

指導、保護者からの相談業務を通した、幼稚園における障害児教育の充実

を図る。 
私立幼稚園等補助金 公・私立幼稚園保育料の格差是正及び保護者負担の軽減を図り、幼児教育

の振興に資するため、私立幼稚園に在園する園児の保護者に対して補助金

を交付する。 
小学校保護児童援助 経済的理由により就学が困難な児童の保護者に対し、学校教育に必要な学

用品費等を援助する。 
中学校保護生徒援助 経済的理由により就学が困難な生徒の保護者に対し、学校教育に必要な学

用品費等を援助する。 
保護児童生徒援助 経済的理由により給食費の支払が困難な児童・生徒の保護者に対し、給食

費を援助する。 
保護児童生徒医療援

助 
経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、児童・生徒が

政令に定める疾病にかかり学校から治療の指示を受けた場合その治療費を

援助する。 
入学準備金貸付事業 高等学校、専修学校、短期大学または大学に入学を希望する者の保護者で、

入学準備金の調達が困難な者に対し、入学準備金を無利子で貸付け教育の

機会均等を図る。 
奨学資金事業 高等学校又は高等専門学校の課程を修得するに際し、経済的理由により修

学が困難な者に対し奨学資金を支給し、教育の機会均等を図る。 
県立高等学校定時制

振興会補助金 
教育の機会均等に鑑み、勤労青少年のための高等学校定時制教育の振興と

発展を図るため、振興会に対して補助金を交付する。 
私立学校等補助金 私立学校等の振興と、在学する児童生徒の保護者の経済的負担軽減を図る

ため、私立学校等に対して補助金を交付する。 
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（２）開かれた学校教育を推進するために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 18.家庭教育学級運営事業 （生涯学習部生涯学習振興課） 

事業概要 

家庭教育の充実のため、義務教育年齢層の子ども及び乳幼児を持つ親が

集まり、様々な活動を通して子どものしつけや親のあり方について学ぶ「家

庭教育学級」の向上を図ります。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
各家庭教育学級

の運営 

家庭教育学級振

興大会開催 

各家庭教育学級

の運営 

家庭教育学級振

興大会開催 

各家庭教育学級

の運営 

未就学児家庭教

育学級の充実・拡

大 

家庭教育学級振

興大会開催 

家庭教育講演会

開催 

同左 

事業費（千円）  3,707 4,105 4,105 

学級開催数（年間） 

参加延べ人数（年間） 
数値目標等 

500 回

16,500 人

500 回

16,500 人

550 回 

18,000 人 

550 回

18,000 人

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

教育広報活動 市川市教育委員会の施策や新しい教育情報を市民・学校関係者に情報提供

し、理解と協力を求めていく。 

学校評議員制度推進 信頼される開かれた学校づくりを推進するため、保護者や地域住民の意向

を把握して学校運営に反映させる。 

学習支援推進事業 学校を中心に「開かれた教育」を推進し、保護者・地域の方々の支援のも

と、教育課程の充実を図り、日常の学習を通して、児童生徒に夢や感動を

与えながら、生きる力を育む。 
コミュニティサポー

ト 

地域が核になり「みんなで子どもたちをみんなボランティア」の理念によ

る 16 ブロックでの活動。子どもたちを中心に、学校、家庭、地域の連携を

推進した子どもたちの活動支援。 

きらきら体験留学 不登校児童生徒等自然の中での体験活動や地域住民との触れ合いを通して

生きる力を高める。 
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部活動等地域指導者

協力 

専門的な指導力を備えた民間指導者の派遣、部活動の充実により、小・中

学校の学芸活動の振興を図る。 

学校図書館員設置 経験・識見の豊富な人材を学校図書館員として採用することによる、小・

中学校の学校図書館の充実と、読書教育を推進する。 

公共図書館と学校と

を結ぶネットワーク 

公共図書館と学校及び学校間を物流及び情報でネットワーク化し、子ども

たちの学びを支える。 

学校施設開放 学校教育に支障のない範囲で市立学校の施設を市民に開放し、学校を地域

に開くとともに市民の生涯学習の場を提供する。 
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（３）青少年の健全育成のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 19.青少年指導者育成事業 （生涯学習部青少年育成課） 

事業概要 

小学生から一般成人を対象に、各種講習会（ボランティア学習、野外活動

等）の段階的な開催により青少年指導者（地域リーダー）を育成し、その指

導者が地域の子ども会などでの活動に積極的に参加していくことで、地域の

青少年活動の活性化を図ります。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
わんぱくｾﾐﾅｰ開

催(小学生) 

ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ講習

会開催（中学生）

ﾔﾝｸﾞｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ開

催（高校生） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰｱｶﾃﾞ

ﾐｰ開催（一般） 

わんぱくｾﾐﾅｰ開

催(小学生) 

ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ講習

会拡充（中学生）

ﾔﾝｸﾞｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ開

催（高校生） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰｱｶﾃﾞ

ﾐｰ開催（一般） 

同左 同左 

 

事業費（千円）  654 700 700 

ジュニアリーダー講習会参加者数（年間） 

ヤングカルチャースクール参加者数（年間） 
数値目標等 

46 人

14 人

50 人

18 人

53 人 

20 人 

56 人

22 人

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

青少年教育国際交流

事業 

日本及び市川市の国際化・国際理解の必要性がますます高まっていることか

ら、国際感覚豊かな青少年を育成するため、海外派遣及び受け入れを実施する。

原州（ウォンジュ）市

との少年野球交流 

大韓民国の原州市・一山小学校のスポーツを通じた国際交流事業へ支援を行

う。 

少年野球連盟への協力 野球を通じた青少年の育成事業に対し補助を行う。 

女子フットベースボ

ール活動等育成 

女子フットベースボールを通じた青少年の育成に対して補助を行う。 

成人祝賀事業 成人の日を期して新たな成人の前途を祝福し、大人になったことを自覚し、

自ら生き抜こうとする青年を祝う式典及びアトラクションを開催する。 

少年相談 少年非行及び少年犯罪の発生予防（一次予防）を目的として、市川市少年セ

ンター設置条例に基づき、少年とその保護者に対する相談を行う。 

少年補導員活動 少年の健全な育成を目的とした、少年非行の早期発見と非行防止のため、少

年に対する補導活動を行う。 
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第 3節 生きがいを見いだす、いきいきとした生涯学習社会をつくります 

■施策の考え方 

心の豊かさや生活の質の向上を求める時代にあって、文化、スポーツ活動やボランティア活動な

どを含めた生涯学習活動は、一層その重要性を増しています。自分の興味や関心に応じて、いつで

も、どこでも、誰でもが生涯学習に取り組めるような環境を整備し、学習成果を発揮できる生涯学

習社会を推進します。 

■施策の体系 

（１）生涯学習環境を整備するために 

・生涯学習機会の拡充 

・生涯スポーツ、レクリエーション活動の振興 

・生涯学習施設の整備、充実 

・学習施設のネットワーク化 

（２）学習成果が発揮できるために 

・学習成果の実践機会の拡充 

・学習情報・相談機能の整備 

・生涯学習リーダーの育成と活用 

■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

市川市教育計画 教育総務部教育政策課 H13- 

市川市教育振興基本計画＊ 教育総務部教育政策課 H21-H25 

市川市スポーツ振興基本計画 保健スポーツ部スポーツ推進課 H19-H28 

市川市文化振興ビジョン 文化国際部文化振興担当 H15-H37 

市川市子ども読書活動推進計画 生涯学習部生涯学習振興課 H16-H20 

第 3 期市川市老人保健福祉計画 福祉部高齢者支援課 H18-H20 

市川市男女共同参画基本計画 総務部男女共同参画課 H14-H37 

＊新たな計画の策定を予定している 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市社会教育委員 生涯学習部生涯学習振興課 

市川市公民館運営審議会 生涯学習部公民館センター 

市川市スポーツ振興審議会 保健スポーツ部スポーツ推進課 
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■関連施設 

施設の名称 概  要 

市川市文化会館 
音響設計や舞台設備、照明設備などに定評ある大ホールのほか、

小ホール、会議室、和室などを備えた芸術文化の拠点。 

市川市市民会館 
各種イベント・コンサートが可能な大ホールのほか、会議室や

展示室なども備えている。 

行徳文化ホール I＆I（行

徳公会堂） 

多世代間の交流を目指す複合施設「市川七中行徳ふれあい施設」

の一部で、ホールや大会議室を備えている。 

映像文化センター 
映像機器等を有するホール、ビデオ編集・画像加工ブースや音

楽スタジオなどを備えた、映像文化に関する学習・活動の場。

図書館（16 施設） 
約 45 万冊の図書を持つ中央図書館をはじめ、図書館（5 施設）、

市民図書室（4 施設）、公民館図書室（7 施設）がある。 

公民館（16 施設） 
学習活動等を通じ、地域住民がコミュニケーションを深めたり、

幅広く教養を身につけるための社会教育施設。 

市民談話室（2 施設） 
市民のコミュニティ活動拠点として、集会室のほか、展示フロ

ア（八幡）、多目的ホール（南行徳）などを備えている。 

スポーツセンター 

陸上競技場、硬式野球場、テニスコート、体育館、柔・剣道場

やトレーニング室などを備えた市内最大のスポーツ複合施設。

各種スポーツ教室も開催している。 

市民体育館（3 施設） 
バレーボール、バスケットボール、バドミントンコートやトレ

ーニング室を備えている。塩浜体育館は柔・剣道場も有する。

市民プール（4 施設、その

他幼児用 21 施設） 

競技用 50ｍプールなど、大小のプールを備えた市民プールをは

じめとするプール施設及び、幼児を対象としたミニプール。 

いちかわ市民キャンプ場 
100人程度の収容が可能なキャンプ場。テントや炊事用具は無

料で貸し出している。 

林間施設（菅平高原いち

かわ村） 

夏はキャンプやバーベキュー、冬はスキーやスノーボードなど、

北アルプスを一望し、四季を通じて楽しめる施設。 
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（１）生涯学習環境を整備するために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 
20.スポーツ施設整備事業 

 (保健スポーツ部スポーツ推進課、スポーツ施設課）

事業概要 

スポーツ振興計画に基づき「健康でふれあいの生まれるスポーツのまち」

を目指しています。市内を 4 ブロック（北西部、北東部、中部、南部）に

分けて、全市的な観点と地区の観点との調整を図りながら、スポーツ施設

の整備を進めます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
 スポーツセンター

施設改修 

福栄スポーツ広場

改修 

塩浜体育館改修 

地域コミュニティ

ゾーン体育館（基

本設計） 

国分川調節池上部

利用（実施設計） 

市民プール周辺用

地調査 

スポーツセンター

施設改修 

福栄スポーツ広場

改修 

地域コミュニティ

ゾーン体育館（実

施設計） 

国分川調節池（造

成・設備・備品類）

市民プール用地買

収 

事業費（千円）   90,500 143,056 716,900

数値目標等  
施設改修 基本設計・実施設

計・施設改修 

実施設計・用地買

収 

 

番号 事業名(所管) 
21.社会教育施設整備事業 

 (企画部企画・広域行政担当、生涯学習部生涯学習振興課）

事業概要 
県から移譲を受ける県立現代産業科学館を、隣接するメディアパーク市

川との一体的施設として、集い・学びの拠点に整備していきます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
 施設の不動産鑑定

施設の取得 

運営組織の整備 

施設改修 

リニューアルオー

プン 

 

事業費（千円）   
6,023（建物取得価

格等は未定） 
未定 

数値目標等  
基本構想・基本計

画策定 

施設改修・オープ

ン 
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番号 事業名(所管） 22.図書館整備事業（市川駅南口再開発内） (生涯学習部中央図書館）

事業概要 

市川南口再開発ビルＡ街区 3 階公共公益施設部分に、駅前という立地条

件を生かし、貸出に特化した短時間滞在型の情報拠点として（仮称）市川

駅南口図書館を設置します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
 事業用備品・図書

等の選定、購入 

ＩＣタグ対応図書

館電算システム等

各種設備の調達 

開館後のサービス

計画の策定 

開館（4月） 

各種図書館サー

ビスの実施 

同左 

事業費（千円）  87,369 69,916 69,916 

図書資料の貸出冊数 
数値目標等 

― 約 153,000 冊 約 153,000 冊

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

公民館主催講座活動 
社会教育法及び市川市教育基本計画や生涯学習推進計画等に基づき、生涯

学習の今日的な課題に取り組み各種講座の企画・実施を行う。 

いちかわ市民アカデ

ミー講座 

恵まれた学習環境の中で、新しい知識を身につけ、広く仲間づくりを図る

とともに、学習の成果を地域活動で役立て、社会参加を目指す。 

視聴覚資料情報提供 視聴覚ライブラリー用のビデオソフト、16ミリフィルムを広く市民、団体

等に提供し視聴覚資料を通して市民の生涯学習を支援する。 

健康スポーツ教室 健康教室、スポーツ教室実施に要する支援を行う。 

市民スポーツ振興 市民の健康や体力の維持増強を図る。 

スポーツ大会等派遣

参加促進 

市内スポーツ団体・個人の全国大会や関東大会・児童等の海外交流に対す

る支援を行う。 

体育指導委員活動 市主催事業に協力し自主活動として各地区でスポーツ行事を開催する。 

体育協会補助金 県民大会・市民大会などを通した競技力の向上・市民スポーツの振興へ寄

与する体育協会へ補助を行う。 

スポーツ推進のため

の協力 

千葉県体育指導委員連合会、体育指導員の資質の向上及び平成 22 年国民体

育大会（ハンドボール）への負担金。 
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（２）学習成果が発揮できるために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 23.総合型地域スポーツクラブ事業 （保健スポーツ部スポーツ振興課）

事業概要 

誰もがスポーツに親しめる機会づくりと地域活動の活性化のために、2

クラブ（国府台地区・塩浜地区）を運営するとともに、新たなクラブの設

立を目指し、市民の健康保持・増進、交流の拡充を図ります。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
国府台地区（定期

活動・イベント 

塩浜地区（設立、

定期活動・イベン

ト） 

国府台地区・塩浜

地区（定期活動・

イベント） 

国府台地区自立

支援 

塩浜地区活動支

援 

国府台地区・塩浜

地区自立支援 

北東部・中部地区

立ち上げ準備 

事業費（千円）  2,000 1,000 1,000

クラブ会員数国府台地区（年間） 

クラブ会員数塩浜地区（年間） 
数値目標等 

約 480 名

約 350 名

約 580 名

約 400 名

約 600 名 

約 410 名 

約 620 名

約 430 名

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

スポーツ指導者育成 市川市独自のスポーツ振興と競技力向上及び、生涯スポーツ社会の実現を

目指し、指導活動の促進と指導体制を確立するため、「市川市公認スポーツ

指導者制度」を制定し、中心となるスポーツ指導者を養成する。 
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第 4節 誰もが安心して働くことができる環境をつくります 

■施策の考え方 

経済のグローバル化は企業活動のあり方を変え、雇用環境に大きな影響を及ぼし、また、経済の

伸長は個人消費の動向と深く関連しています。このような動向を踏まえ、勤労者の福祉向上と消費

者の権利擁護を図り、雇用や消費の環境を現代の高度な経済社会にふさわしいものに整えていきま

す。 

■施策の体系 

（１）安心して働ける労働環境づくりのために 

・雇用の場の確保 

・労働環境の充実 

（２）豊かな消費生活を送るために 

・自立する消費者への支援 

・消費者の権利を確立するための環境整備 

■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

第 3 期市川市老人保健福祉計画＊ 福祉部高齢者支援課 H18-H20 

市川市男女共同参画基本計画 総務部男女共同参画課 H14-H37 

＊計画期間の満了に対応して次期計画の策定を予定している 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市勤労福祉センター運営委員会 市民経済部商工振興課 

■外郭団体 

外郭団体の名称 市の窓口 

社団法人 市川市シルバー人材センター 福祉部高齢者支援課 

■関連施設 

施設の名称 概  要 

障害者就労支援センター

「アクセス」 

関係者と事業主に対する相談・調整などをあわせて、一般企業

に就労可能な障害者を対象に継続的な就労支援を行う。 

勤労福祉センター 本館 
市内在住・在勤者に対して、憩いや教養の向上の場を提供する

施設で、会議室、研修室や和室などを備えている。 

勤労福祉センター 分館 同上 

消費生活センター 
消費生活の知識の普及や契約トラブル等への対応のため、消費

生活相談、消費生活講座や消費者団体の支援を行っている。 
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（１）安心して働ける労働環境づくりのために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 24.若年者就労支援事業 （市民経済部商工振興課） 

事業概要 

何かしらの悩みを抱え就職活動を行っていない若者、あるいは就職活動

につまずいている若者が気軽に立ち寄れる「ヤング・ジョブ・サポートい

ちかわ」を開設し、就労情報や適性診断を提供するとともに、個別相談や

保護者セミナーを実施し、若年者の就労活動を支援します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
個別相談窓口の

設置 

保護者セミナー

の開催 

個別相談窓口の

設置 

保護者セミナー

の開催 

個別相談窓口の

設置 

保護者セミナー

の開催 

スキルアップ研

修の実施 

個別相談窓口の

設置 

保護者セミナー

の開催 

スキルアップ研

修の実施 

合同面接会の開

催 

事業費（千円）  2,483 3,500 4,000 

「ヤング・ジョブ・サポートいちかわ」利用者数（うち就職者数） 
数値目標等 

250 人（－） 280 人（13 人） 300 人（14 人） 320 人（15 人）

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

雇用促進奨励金 高年齢者、障害者、母子家庭の母等の雇用機会の拡大を図るため、市内に

居住する高年齢者等を常用労働者として雇用した事業主に奨励金を交付す

る。 

雇用対策推進協議部

会補助金 

市内事業所の労働力の確保を図り、企業の発展に寄与することを目的に設

立された市川市雇用対策推進協議部会へ補助金を交付する。 

認定職業訓練校補助

金 

勤労者の職業能力の向上を目的に職業訓練校に対し補助金を交付する。 

高年齢者職業相談室

運営事業 

ハローワークとの協力により概ね55歳以上の高年齢者を対象として就職の

相談や紹介を行い高年齢者の雇用の促進を図る。 

シルバー人材センタ

ーへの助成 

高齢者の雇用等に大きな役割を担っているシルバー人材センターの健全な

育成と事業運営の円滑化を図るため助成する。 

障害者職場実習奨励

金 

障害者の雇用を促進するため、市内に居住する障害者を職安の斡旋により

受け入れた事業主に補助金を交付する。 
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中小企業退職金共済

制度補助金 

中小企業の退職金制度への加入促進を目的として中小企業退職金及び特定

退職金共済制度に加入した事業主に補助金を交付する。 

労働なんでも相談 社会保険労務士が相談員として賃金、労働時間、解雇、定年等の労働関係

や社会保険関係の相談を受ける。 

勤労者福祉団体等補

助金 

勤労者の福祉向上と地域社会の発展を目的とし、そのための事業を展開し

ている団体に対し補助金を交付する。 
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（２）豊かな消費生活を送るために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 25.消費生活相談事業及び啓発事業 （市民経済部総合市民相談課） 

事業概要 
悪質商法や架空請求などに対応するため、消費生活に関する電話・窓口

相談、情報提供に加え、出前消費者講座などの各講座を開催します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
消費生活相談 

出前消費者講座 

情報提供 

消費生活相談 

多重債務相談 

出前消費者講座 

情報提供 

同左 同左 

事業費（千円）  15,162 15,162 15,162

出前消費者講座開催回数（年間） 
数値目標等 

30 回 30 回 30 回 30 回
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第 5節 人権を尊重し、世界平和に貢献します 

■施策の考え方 

人権の尊重と世界の平和は、人類が長年希求しながらも、今なお完全に到達できない目標だとい

えます。人権尊重と国際理解の深化に向けて、たゆみなく取り組みを進めます。 

■施策の体系 

（１）人権と平和を尊ぶ社会を築くために 

・人権尊重のための施策の推進 

・平和施策の推進 

・国際交流・国際協力に関わる活動の促進と支援 

（２）男女共同参画社会の実現のために 

・男女共同参画社会形成のための意識の啓発、高揚 

・すべての分野における男女の参画機会の拡充 

■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

市川市文化振興ビジョン 文化国際部文化振興担当 H15-H37 

市川市男女共同参画基本計画 総務部男女共同参画課 H14-H37 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

要保護児童対策地域協議会（いちかわ子ども人権ネッ

トワーク） 
こども部子育て支援課 

市川市男女共同参画推進審議会 総務部男女共同参画課 

■関連施設 

施設の名称 概  要 

男女共同参画センター 
男女共同参画社会の実現に向けた学習・活動・交流の場。女性

のための相談、講座の開催などを行っている。 
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（１）人権と平和を尊ぶ社会を築くために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 26.市川市ＤＶ対策事業 （総務部男女共同参画課） 

事業概要 

社会問題として重要視されているＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）

等についての対応強化を図るため、専門的な相談員を配置する相談事業を

強化し、迅速な対応を図るため対応マニュアルを作成します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
電話及び面談に

よる相談事業の

強化 

電話及び面談に

よる相談事業の

強化 

ＤＶマニュアル

の作成 

電話及び面談に

よる相談事業の

強化 

同左 

事業費（千円）  8,928 8,928 8,928

電話及び面談による相談対応可能件数（年間） 
数値目標等 

280 件 280 件 280 件 280 件

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

人権啓発事業 人権教育・人権啓発に関する講演会等の開催や市民まつり等のイベントに

おいて各種人権啓発活動を行い、差別や虐待の起こらないすべての人が個

人として尊重され、安心して暮らせる地域社会の実現を目指す。 

緊急援護金 ＤＶ被害者に対し避難等に要する費用を支給する。 

平和基金事業 「平和都市宣言」の主旨の啓発と高揚を図る目的として、様々な事業を通

し、多くの市民に平和の尊さを訴えていく。 
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（２）男女共同参画社会の実現のために 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

男女共同参画推進事

業 

社会制度や慣行が社会における男女の活動の選択に及ぼす影響をできる限

り中立的になるよう配慮されるための調査・啓発活動を実施すると共に、

関係部署の施策に関して男女共同参画の視点から、その推進状況について

報告等を作成する。 

男女共同参画センタ

ー講座事業 

男女共同参画に関する理解を深めてもらうと共に「男女共同参画社会」の

実現に向けて、男女共同参画の推進に関する講座、講演会等の事業を行う。

両親学級 初めてパパ、ママになる方のための両親学級を開催し、妊娠、出産、育児

などを夫婦がともに学習する場、また、夫婦単位で交流する機会を提供す

る。 
親子 DE クッキング 父子で楽しい料理を作りながら、男性の家事・育児への参加を促進する。
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第２章 彩り豊かな文化と芸術を育むまち 

第 1節 芸術・文化を身近に感じるまちをつくります 

■施策の考え方 

「文化のまち」は長く本市が大切にしてきた都市像であり、芸術文化が市民の日常生活の中に溶

け込み、心にゆとりや豊かさをもたらすまちの姿であると考えます。身近に芸術文化に親しみ、自

ら創造することができるよう、芸術文化活動を幅広く振興します。 

■施策の体系 

（１）芸術・文化に接する機会を拡充するために 

・芸術・文化的視点に立ったまちづくりの推進 

・芸術・文化に接する機会の拡充と施設の整備 

（２）気軽に芸術・文化活動を行うために 

・市民の自主的な文化活動への支援 

・文化活動を指導する人材の育成と支援 

■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

市川市文化振興ビジョン 文化国際部文化振興担当 H15-H37 

市川市教育計画 教育総務部教育政策課 H13- 

市川市教育振興基本計画＊ 教育総務部教育政策課 H21-H25 

市川市景観基本計画 街づくり部都市計画課 H16- 

市川市景観計画 街づくり部都市計画課 H18- 

＊新たな計画の策定を予定している 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市美術品収集審査会 文化国際部文化振興担当 

■外郭団体 

外郭団体の名称 市の窓口 

財団法人 市川市文化振興財団 文化国際部文化振興担当 

■関連施設 

施設の名称 概  要 

東山魁夷記念館 
東山魁夷画伯の業績を顕彰する施設。作品を展示するとともに、

蔵書やアルバム、愛用品なども公開している。 
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文学プラザ 
永井荷風、水木洋子など、市川ゆかりの文人の資料を展示・紹

介するとともに、本市の新しい文芸発信の拠点となる施設。 

水木洋子邸 
脚本家として活躍した水木洋子氏の邸宅において、生前の意思

により寄贈された自筆原稿や生活資料などを公開している。 

芳澤ガーデンギャラリー 
「百樹園」という美しい庭を有する閑静なガーデンギャラリー。

企画展の開催のほか、貸し出しも行う。 

木内ギャラリー 

大正初期に建築された邸宅のうち、近代建築様式として歴史的

価値の高い洋館部分を再築し、ギャラリーとして公開。企画展

やミニコンサートも開催される。 

清華園 
園内には遊歩や四阿（あずまや）があるほか、草花・樹木が栽

培されており、庭園は憩いの場となっている。 

旧片桐邸 
昭和13年に建築された日本家屋で、平成10年に市に寄贈され

た。コンサートやお話会が開催されている。 

市川市文化会館 
音響設計や舞台設備、照明設備などに定評ある大ホールのほか、

小ホール、会議室、和室などを備えた芸術文化の拠点。 

市川市市民会館 
各種イベント・コンサートが可能な大ホールのほか、会議室や

展示室なども備えている。 

行徳文化ホール I＆I（行

徳公会堂） 

多世代間の交流を目指す複合施設「市川七中行徳ふれあい施設」

の一部で、ホールや大会議室を備えている。 

映像文化センター 
映像機器等を有するホール、ビデオ編集・画像加工ブースや音

楽スタジオなどを備えた、映像文化に関する学習・活動の場。
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（１）芸術・文化に接する機会を拡充するために 

■実施計画事業の概要 

番号事業名(所管） 27.まちかどミュージアム都市づくり事業 （文化国際部文化振興担当） 

事業概要 

地域特性である点在する歴史的資源、文化資源に街回遊性を持たせて集客を図り、

地域が主体となって、文化的視点からの街づくりの推進とまちの活性化に取り組みま

す。 

「地域の文化の街かど・まちづくり計画の策定」「街かどミュージアムの登録」「回遊

イベントの開催」「デジタルミュージアムの構築」等 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事

業内容 

市川・真間地区（地域

懇談会の開催、地域情

報冊子の制作） 

国分地区（地域懇談会

の開催、まち歩き・講

演会の開催、文学の道

説明板の制作） 

市川・真間地区（地域懇談

会の開催、地域からの提言

書の作成） 

国分地区（地域懇談会の開

催、文化のまちかど回遊マ

ップ制作、案内板の制作）

同左 

国分地区（地域懇

談会の開催、デジ

タルミュージアム

（地域版ＨＰ）の

構築） 

 

事業費（千円） 7,830 7,000 

地域懇談会の開催回数（年間） 

数値目標等 

地域懇談会の開催 各

地区 6回 

文化の道説明板の設置

15 基 

地域懇談会の開催 各地区

5回 

文化のまちかど回遊マップ

15,000 部 

案内板の設置 10 基 

地域懇談会開催 

5 回 

・デジタルミュー

ジアム（地域版Ｈ

Ｐ）一式 

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

まちかどミュージア

ム都市づくり構想 

地域固有の魅力を掘りおこし、まちづくりに活かしていく活動の場を確保

するとともに、まちかどミュージアムとしての拠点施設を市民の文化活動

の場として効率的に活用できるよう施設間のネットワークを構築する。 

文化活動施設改修検

討会 

まちかどミュージアムとして位置づけられている文化施設の老朽化や設備

の経年劣化などに対して、市民ニーズに的確に応えられるよう中長期的な

ビジョンに立ち改修計画の方向性について庁内プロジェクトで検討を行

う。 

東山魁夷記念館拡充

構想 

記念館隣地の土地を購入し、画伯の事業を顕彰するとともに、市民の憩い

の場として整備する。 

美術作品展示 本市が収蔵した美術作品を広く市民に公開し、市民の文化的要望に応える。
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（２）気軽に芸術・文化活動を行うために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 28.市民文化サポーター協働事業 （文化国際部文化振興担当） 

事業概要 

市川の歴史や文化資産を顕彰し、文化施設の運営サポートや地域におけ

る文化イベントなどの企画運営を協働で行う市民文化サポーターを広く求

め、その育成と活躍の場を提供します。 

・「市民文化サポーター」の養成 

・「市民文化サポーター」の認定 

・「市民文化サポーター」による文化事業の企画イベントの実施 

・文化人材情報の集約 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
市民文化サポータ

ー養成講座、ステ

ップアップ講座の

開設 

認定証の交付、人

材登録 

実践事業として企

画イベントの実施

市民文化サポーター養

成事業（養成講座、ステ

ップアップ講座） 

市民文化サポーター認

定証の交付、人材登録 

市民文化サポーター実

践事業（市民文化サポー

ターの実践的な活躍の

場としてサポーター企

画イベントを開催） 

同左 同左 

事業費（千円）  840 1,260 1,260 

「市民文化サポーター」ライセンス登録者数（新規） 

数値目標等 ライセンス登録者

数（総数） 117 名
120 名 120 名 120 名

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

市川市民文化振興事

業 

市川を詠んだ俳句、短歌、川柳を全国から募集し冊子にまとめる手児奈文

学賞事業、及び、地域で美術作品鑑賞を気軽に体験できる場を設ける移動

美術館事業を行う。 

文化振興財団自主事

業補助事業 

財団法人市川市文化振興財団が行う自主事業に助成し、市民の自主的な文

化活動のサポートや質の高い芸術文化鑑賞の場の提供に寄与する。 

文化祭運営 市内各文化団体の発表の場を設け、市民参加による文化交流を図るととも

に、団体の育成と芸術文化活動の活性化を図るために、各団体と共催で事

業を実施する。 
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第 2節 文化的資産や伝統文化をまちの活性化に活かします 

■施策の考え方 

文化的な魅力を高めることはまちの活力を高めることにつながります。本市の豊かな文化的資産

や伝統文化を活かして、まちの活性化を図ります。 

■施策の体系 

（１）文化的資産をまちの活性化に活かすために 

・文化的資産の保護、保存 

・文化的資産のまちづくりへの活用 

（２）地域に根付いた文化を活かすために 

・伝統文化の保存、継承 

・地域イベントの開催 

■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

市川市文化振興ビジョン 文化国際部文化振興担当 H15-H37 

市川市教育計画 教育総務部教育政策課 H13- 

市川市教育振興基本計画＊ 教育総務部教育政策課 H21-H25 

＊新たな計画の策定を予定している 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市文化財保護審議会 生涯学習部生涯学習振興課 

市川市博物館協議会 生涯学習部考古博物館 

■外郭団体 

外郭団体の名称 市の窓口 

財団法人 市川市文化振興財団 文化国際部文化振興担当 

■関連施設 

施設の名称 概  要 

市川考古博物館 
市内から出土した土器、はにわ、下総国府跡・国分寺跡で発見

されたかわらなどを展示し、市川の原始・古代を紹介する。 

市川歴史博物館 
地形を生かした市川の生業(海苔の養殖、塩・米や梨づくりなど)

など、鎌倉時代以降の市川の歴史や文化を紹介する。 
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（１）文化的資産をまちの活性化に活かすために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 29.史跡整備保存事業 （生涯学習部生涯学習振興課） 

事業概要 

史跡の公有地化を図り、市民が有効活用できるよう、管理柵、説明板、

休憩施設等の整備を行います。 

（史跡姥山貝塚・史跡下総国分寺跡・史跡曽谷貝塚） 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
史跡曽谷貝塚の

公有化及び管理

柵設置 

史跡下総国分寺

跡の整地 

史跡曽谷貝塚の

公有化 

史跡下総国分寺

跡パーゴラ、よし

ず張り及び撤去

修繕 

史跡曽谷貝塚の

公有化及び管理

柵設置 

同左 

事業費（千円）  39,259 229,874 92,588 

市民が有効に活用できる史跡の整備 
数値目標等 

公有化・環境整備 公有化・環境整備 公有化・環境整備 公有化・環境整備

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

埋蔵文化財調査 個人住宅建設等の開発行為に先立ち、埋蔵文化財保護の観点から緊急調査

を国・県補助金を得て実施する。文化財保護法第 93 条、94 条に伴う埋蔵

文化財発掘調査を行う。 

文化財調査事業 市川市文化財保護条例に基づき指定文化財の拡充及び保護措置を図るた

め、文化財の調査を行う。 

史跡管理 国史跡の維持管理を実施するもの。 

「市川の文学」の改

訂 

「市川の文学」昭和 57 年 3 月に刊行されてから 25 年が経過し、加えるべ

き新たな要因が生じているため増補改訂を行い、市民の文学的要望に応え

る。 

市史編纂 刊行後 30 年が経過した市史を改訂編纂し、市民共有の財産として将来に継

承する。 

市川の文化人展 市川ゆかりの著名な芸術家や文化人の功績を顕彰する。 

水木洋子文化基金事

業 

水木洋子氏から遺贈された寄附金を原資として水木氏を顕彰する。映画上

映会、市川市水木洋子シナリオ文化賞、水木邸の公開、及び、資料の整理

分類を行う。 
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（２）地域に根付いた文化を活かすために 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

市民まつり 市民の交流とふれあいを図る場として開催し、ふるさと意識の高揚と心の

ふれあう文化息づく街づくりを推進する。 
行徳まつり 行徳まつり実行委員会へ助成し、同会へ委員として参加するなど、地域の

活性化と伝統継承に寄与する。 
花火大会 市民に憩いの場を提供し、市民一人ひとり「いつまでもこのまちで暮らし

たい」と思えるまち「ふるさと市川」の意識高揚を図るため開催する。 
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第 3節 暮らしの中で「まちの文化」を育みます 

■施策の考え方 

まちの文化は芸術文化だけではなく、地域の浸透した市民活動や様々な交流活動の活発さにも表

れます。このような暮らしの中にある文化をさらに高め、心のゆとりをもたらし生活にうるおいを

感じるまちを創造します。 

■施策の体系 

（１）新たな融合文化を創造するために 

・多文化共生社会の構築 

・広域的な文化交流の促進 

（２）まちの文化を創造するために 

・個性あふれる地域文化の創造 

・暮らしの質を高める地域活動の促進 

■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

市川市文化振興ビジョン 文化国際部文化振興担当 H15-H37 

市川市教育計画 教育総務部教育政策課 H13- 

市川市教育振興基本計画＊ 教育総務部教育政策課 H21-H25 

＊新たな計画の策定を予定している 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市名誉市民選考委員会 企画部秘書担当 

市川市大町レクリエーションゾーン協議会 水と緑の部動植物園 

■外郭団体 

外郭団体の名称 市の窓口 

財団法人 市川市文化振興財団 文化国際部文化振興担当 

■関連施設 

施設の名称 概  要 

郭沫若記念館 
市内に在住した郭沫若氏（中国の文学者、歴史学者、政治家）

の旧宅を移築・復元した。楽山市との友好の証でもある。 

芳澤ガーデンギャラリー 
「百樹園」という美しい庭を有する閑静なガーデンギャラリー。

企画展の開催のほか、貸し出しも行う。 
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木内ギャラリー 

大正初期に建築された邸宅のうち、近代建築様式として歴史的

価値の高い洋館部分を再築し、ギャラリーとして公開。企画展

やミニコンサートも開催される。 

清華園 
園内には遊歩や四阿（あずまや）があるほか、草花・樹木が栽

培されており、庭園は憩いの場となっている。 

水木洋子邸 
脚本家として活躍した水木洋子氏の邸宅において、生前の意思

により寄贈された自筆原稿や生活資料などを公開している。 

旧片桐邸 
昭和13年に建築された日本家屋で、平成10年に市に寄贈され

た。コンサートやお話会が開催されている。 
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（１）新たな融合文化を創造するために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 30.異文化交流事業 （文化国際部国際交流担当） 

事業概要 

在住外国人が地域において円滑に生活するためには、地域住民とのコミ

ュニケーションは不可欠です。在住外国人と地域住民の相互理解を図るた

め、双方の歴史や文化などを紹介するとともに、生活に関する講演会、体

験会を開催し、交流の機会を提供します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
国際交流団体が

行う事業への協

力・支援（インタ

ーナショナルデ

イ・インいちかわ

2007、異文化交

流研修バスツア

ー、日本語教室）

市主催事業（外国

人相談窓口、外国

人向けテレホン

ガイド） 

在住外国人交流

会の開催（中国）

生活情報講演会、

体験会の開催 

インドネシア国

交50周年記念イ

ベントの開催 

食文化フェステ

ィバルの開催 

在住外国人交流

会の開催（韓国） 

スポーツフェス

ティバルの開催 

世界のクリスマ

ス展の開催 

在住外国人交流

会の開催（イン

ド） 

事業費（千円）  1,470 1,500 1,500 

交流事業への参加者数（年間） 
数値目標等 

300 人 300 人 300 人

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

国際交流推進 外国人が安心して生活できるよう「外国人相談窓口」を開設しているほか、

情報が伝わりにくい外国人のためにテープによる情報提供をする。 

市川市国際交流協会

補助事業 

地域に根ざした国際交流活動を行っている国際交流協会へ運営に関する一

部の経費を補助する。 

姉妹・友好都市、パ

ートナーシティー交

流 

アメリカガーデナ市、中国楽山市、インドネシアメダン市、ドイツローゼ

ンハイム市との自治体間交流及び市民交流を行い相互理解を深める。 
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（２）まちの文化を創造するために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 31.地域文化振興事業(街回遊展) （文化国際部文化振興担当） 

事業概要 

地域資源を活用した街回遊展を行い、市内外の多くの方々が街を歩きな

がら地域文化を知り、その地域の魅力を再発見するとともに、様々な人々

の出会いやふれあいを通して、人間性豊かなコミュニティづくりと地域の

活性化を目指します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
第10回街回遊展 

（真間地区） 

第11回街回遊展 

（原木地区） 

第12回街回遊展 

（大柏地区） 

第13回街回遊展 

（国分・国府台地

区） 

事業費（千円）  1,800 1,800 1,800 

街回遊展参加者数（年間） 
数値目標等 

16,000 人 16,000 人 16,000 人 16,000 人

 

番号 事業名(所管） 32.シティーセールス事業 (文化国際部観光交流担当） 

事業概要 

市内に豊富にある文化資源を観光資源として利用し、継続可能な観光を

行うと共に、文化芸術市民案内人講座（文化サーポーター養成講座）に「観

光コース」を開講し、市民との協働により市川ブランドを市内外にＰＲし

て「シティーセールス」を実施していきます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
 市外ＰＲイベン

ト（観光資源のＰ

Ｒを首都圏の主

要駅で実施） 

観光案内人養成

講座の開催 

同左 

観光タクシーツ

アー（バスでの移

動が難しい地域

の掘り起こし） 

同左 

事業費（千円）  680 1,300 1,300 

市内観光入込客数（年間） 
数値目標等 

350 万人 400 万人 450 万人 500 万人
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■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

地域文化振興 市内各地の地域文化を掘り起こし、歴史や文化的資産を活かしたイベント

として「街回遊展」を行い、その地域の魅力を引き出すとともに街の活性

化を図る。 

Ｉ－ｌｉｎｋタウン

45 階管理事業 

Ｉ－ｌｉｎｋタウンを千葉県及び市川市の玄関口のシンボルと位置づけ、

45 階展望フロアからの眺望を新たな観光資源として市内外に広くＰＲし

て多くの観光客を誘客し、地域の活性化を図る。 

市川市観光協会補助

事業 

観光協会事務局を組織し、市川市観光協会の運営に要する経費の一部につ

いて補助金を交付し、観光事業の振興及び育成を図る。 

教育功労者表彰 教育、学術又は文化の振興等に関し特に功績の顕著であった個人又は団体

を表彰する。 
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第３章 安全で快適な魅力あるまち 

第 1節 安全で安心して暮らせるまちをつくります 

■施策の考え方 

阪神・淡路大震災の影響で、大地震発生への関心が高まっています。また、交通事故の多発や、

少年犯罪の凶悪化など、市民生活を脅かす問題が顕在化してきました。本市は急速に都市化が進ん

だため、道路や公園などの都市基盤整備が追いつかず、防災面や緑地保全、道路整備に課題を残し

ています。さらに、防犯上の不安なども指摘されています。このため、災害に強いまち、交通事故

や犯罪が少なく、誰もが安全で安心して暮らせるまちをつくります。 

■施策の体系 

（１）災害に強い防災まちづくりのために 

・消防力の充実強化 

・災害に強い都市基盤整備の推進 

・災害対応力の充実強化 

・市民協力体制の充実 

（２）水害のないまちづくりのために 

・江戸川、旧江戸川治水対策の促進 

・河川改修事業の推進 

・雨水排除対策の推進 

（３）安全で安心できる生活環境づくりのために 

・交通安全対策の推進 

・防犯対策の推進 

■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

市川市地域防災計画 危機管理部危機管理担当 - 

市川市水防計画 危機管理部危機管理担当 - 

市川市国民保護計画 危機管理部危機管理担当 - 

市川市都市計画マスタープラン 街づくり部都市計画課 H16-H37 

市川市耐震改修計画 街づくり部建築指導課建築審査課 H20-H27 

市川市公共下水道基本計画 水と緑の部河川・下水道整備課 S63-H36 

市川市公共下水道事業計画（西浦処理区） 水と緑の部河川・下水道整備課 H8-H22 

市川市公共下水道事業計画（菅野処理区） 水と緑の部河川・下水道整備課 S36-H22 

市川市江戸川左岸流域関連公共下水道事

業計画 
水と緑の部河川・下水道整備課 S47-H22 
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市川市雨水排水基本計画 水と緑の部河川・下水道整備課 S60- 

第 8 次市川市交通安全計画 道路交通部交通計画課 H18-H22 

市川市防犯まちづくり基本計画 危機管理部防犯担当 H18-H27 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市防災会議 危機管理部危機管理担当 

市川市水防協議会 危機管理部危機管理担当 

市川市国民保護協議会 危機管理部危機管理担当 

市川市消防委員会 消防局消防総務部総務課  

市川市都市計画審議会 街づくり部都市計画課 

市川市下水道事業審議会 水と緑の部河川・下水道管理課 

市川市交通対策審議会 道路交通部交通計画課 

■関連施設 

施設の名称 概  要 

防災公園 
急病診療センターなどに隣接し、災害時に、一時避難場所や、

被災の前線における救援機能や輸送等の中継拠点機能を担う。
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（１）災害に強いまちづくりのために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 33.北部地区消防施設整備事業 （消防局消防総務部総務課） 

事業概要 
北部地区消防力の充実強化を図るため、北消防署の移転、消防訓練用地

の整備とともに、多目的施設として北部消防施設を整備します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
事業調整 事業調整 基本・実施設計 建設着工 

事業費（千円）  0 未定 未定

平成 23 年 4 月整備完了予定 
数値目標等 

事業調整 事業調整 基本・実施設計 建設着工 

 

番号 事業名(所管） 34.広尾防災公園整備事業 （行徳支所地域整備課広尾防災公園担当室）

事業概要 
広尾の石原製鋼跡地等を活用して、防災機能を備えた約 3.7ha の都市公

園整備を行います。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
実施設計 

整備工事（防火水

槽、雨水貯留槽、

耐震性飲料水貯

水槽） 

用地取得 

整備工事（土地造

成、防火水槽、雨

水貯留槽、排水施

設等） 

整備工事（造園、

建築施設等） 

開園 

事業費（千円）  4,646,742 903,000 

平成 22 年度供用開始予定 

数値目標等 実施設計 用地取得率 100％

工事進捗率 50％ 

工事進捗率 100％ 開園 
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番号 事業名(所管） 35.災害対策本部整備事業 (危機管理部危機管理担当） 

事業概要 

災害に強いまちづくりを推進するため、市庁舎（第 1 本部）、メディアパ

ーク（第 2 本部）、行徳本部における災害対策本部機能の強化、整備及び地

区拠点（9 拠点）の施設整備を図るとともに、これらのネットワーク化を

図ります。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21年度 22年度

年度ごとの事業内容 
メディアパーク（災害対策

本部の代替施設）への災害

時用電話交換機の設置 

災害時優先携帯電話の配

備（災害時の緊急連絡手段

の確保） 

千葉県との防災情報の双

方向性のネットワーク化 

市川市南口再開発ビルへ

の高所カメラ設置による

災害情報の収集 

行徳本部への非常用自家

発電装置設置による災害

時電源確保 

防災無線の一部デジタル

化と増設 

  

事業費（千円）  122,739  

数値目標等 災害対策本部及び拠点整備（平成 20 年度完成予定） 

 

番号 事業名(所管） 36.耐震診断助成事業 (街づくり部建築指導課） 

事業概要 
現行の耐震基準を満たさない市内既存民間建築物（木造住宅及び分譲マ

ンション）の耐震診断、耐震改修を計画的に啓発、指導します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
木造住宅・分譲

マンションへ

の耐震診断補

助金の交付 

木造住宅・分譲マン

ションへの耐震診

断補助額の拡大 

木造住宅・分譲マン

ションへの耐震改

修補助制度の新設 

木造住宅・分譲マン

ションへの耐震診

断補助金の交付 

木造住宅・分譲マン

ションへの耐震改

修補助金の交付 

同左 

事業費（千円）   34,670 48,670 81,170 

木造住宅耐震診断戸数／改修戸数 

分譲マンション耐震診断棟数／改修棟数 
数値目標等 

23 戸/0 戸 

0 棟/0 棟 

50 戸/30 戸

5 棟/1 棟

100 戸/ 50 戸 

5 棟/ 1 棟 

200戸/100戸

5 棟/1 棟
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番号 事業名(所管） 37.急傾斜地崩壊対策事業 (街づくり部開発指導課） 

事業概要 

宮久保 4 丁目（白幡神社）の崖地は、市川市地域防災計画にも急傾斜地

として位置づけられている危険な崖地であり、急傾斜地崩壊危険区域の指

定手続きを行い、急傾斜地崩壊対策工事を実施します（整備延長 120ｍ、

高さ 9ｍ）。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
 測量 

急傾斜地崩壊危

険区域の指定 

実施設計 

急傾斜地崩壊対

策工事 

急傾斜地崩壊対

策工事 

事業費（千円）  3,500 62,100 60,000 

整備済延長 
数値目標等 

指定延長 120ｍ 工事延長 60ｍ 工事延長 60ｍ

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

消防活動業務 消防活動上必要な資機材の整備、修繕、消耗品類の補充等を行い、消防体

制の充実を図る。 

救急活動業務 救急業務を円滑に実施し、救命率の向上を目指すため、医師による指示体

制・事後検証体制や隊員の教育訓練として病院研修等の充実を図ると共に

各種救急資器材・医療材料等の救急業務を行っていくうえで必要となるも

のを整備する。 

特別救助隊活動業務 交通事故をはじめとするあらゆる救助事象に対応するため、救助資機材を

常に良好な状態で使用できるよう整備、修繕を行い救助体制の充実を図る。

予防業務 水火災等による災害の防除、防火思想の普及宣伝、防火管理、自衛消防隊

の訓練等、危険物に関すること、石油コンビナート等の災害予防、建築物

の消防同意、予防査察及び違反処理、火災原因等の調査、り災証明の発行

など、予防活動に関する業務を行う。 

特定屋外タンク貯蔵

所審査 

消防法令に定める屋外タンクの技術上の審査を行う危険物保安技術協会に

委託する。 

消防車両等装備管理 消防車両等が常に安全且つ確実に運用できるよう点検整備や修繕等の実

施、また消耗品の交換等の経常的な業務を行う。 

通信業務管理 消防情報通信、指令管制業務にかかる施設装備等を、常時良好な状態に維

持管理する。 
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隊員養成 消防業務を行っていく上で必要な資格の取得や研修の受講等により、職員

の知識及び技術の向上を図る。 

音楽隊活動業務 消防の諸行事をはじめ公共団体等が開催する催物、イベント等に出演し、

消防音楽隊の演奏活動を通じ広く市民に接し消防に対する認識を高めると

ともに、火災予防広報宣伝活動を実施する。 

消防出初式 消防の陣容を広く市民に公開し、防火防災思想の普及、高揚を図るため消

防出初式を実施する。 

消火栓設置負担金 水利不足地区の新規設置及び既存の消火栓の老朽、破損に伴う修繕、道路

工事に伴う高さ調整、住民要望による整備等に対応し、適正かつ有効に使

用できるよう維持管理して行く。 

耐震性貯水槽整備 震災時には水道管の破損により消火栓が使用不能となる可能性が高いこと

から、震災時における火災に対応するための消火用水として耐震性貯水槽

を設置し、消防水利の充実を図る。 

防災用施設維持管理 災害時に備えて、防災倉庫、防災行政無線、地域防災無線、緊急飲料水供

給施設等の防災施設設備及び防災資機材の維持管理を行う。 

防災用品備蓄 災害発生時、市民生活を守るための防災備蓄倉庫の資機材と円滑な応急救

命活動を行えるよう医療救護所の医療資機材を整備する。 

橋りょう補修事業 震災発生時の被害を最小限に止めるため重要橋りょうの耐震補強工事を実

施し、道路交通の確保に努める。 

住宅リフォーム 耐震診断を実施した木造住宅で耐震改修を行う住宅に対し、耐震助成の対

象とならないリフォーム部分について助成する。 

総合防災訓練 市民の防災意識の高揚と防災行動力の向上を図り、市民･事業所・行政機関

が相互に緊密な連帯の強化を図るため、毎年 9 月 1 日に実施される 8 都県

市合同防災訓練に呼応して、市川市民・防災関係機関等を対象に、総合防

災訓練を実施する。 

自主防災組織育成 「自分たちの街は自分たちで守る」をモットーに、自治会を中心として自

主防災組織づくりを進め、結成した組織に対する資機材の貸与また使用し

た消火器に対する薬剤詰め替え等を行う。 

自治会連合協議会防

災活動事業費補助金 

地域の防災意識を高め、地域防災力の向上を図るため自治会連絡協議会が

実施する防災活動事業に補助をする。 

婦人消防クラブ補助

金 

女性防災リーダーとして活動できる知識と技術を習得することを目的に設

置された婦人消防クラブに対し補助金を支出し、各種訓練や研修等を通じ、

火災の予防知識や災害時の適正な対応方法、応急救護方法等を習得し、非

常災害時における地域の防災リーダーとして活躍できるよう支援する。 
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（２）水害のないまちづくりのために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 38.常夜灯周辺地区整備事業 （街づくり部地域街づくり推進課） 

事業概要 

旧江戸川及び沿川市街地整備基本構想（案）に基づき、本行徳の常夜灯

周辺地区をスーパー堤防化の整備モデル地区に位置づけ、治水安全性の向

上と良好な水辺環境を創出し、より親しみのある河川・都市空間を整備し

ます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
土木工事（擁壁工、

排水工、常夜灯移設

工、階段・スロープ

設置工、遊具移設工）

公園施設整備（あ

ずまや、パーゴラ、

トイレ） 

公園整備（園路、遊

具、健康器具、園路

灯、植栽、常夜灯設

置など） 

道路整備（舗装、ガ

ードパイプ（車止

め）など） 

 

事業費（千円）  47,000 138,500 

平成 21 年度完成予定 
数値目標等 

土木工事 公園整備 公園整備・道路整備  

 

番号 事業名(所管） 39.都市基盤河川改修事業(大柏川) (水と緑の部河川・下水道整備課）

事業概要 
大柏川の河川改修事業を推進し、浸水被害の解消を図ります。 

（護岸整備 280ｍ、橋りょう架換 1 橋） 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
用地購入、護岸工

事、管理用通路整

備工事、環境整備

工事 

用地購入、取付道

路整備工事 

用地購入、橋梁架

換(南山下橋下部

工)、護岸工事、 

管理用通路整備

工事 

橋梁架換(南山下

橋上部工)、護岸

工事、管理用通路

整備工事 

事業費（千円）  174,773 400,000 240,000 

進捗率（平成 22 年度完成予定） 

数値目標等 工事 76.1％

用地 91.9％

工事 85.3％

用地 95.8％

工事 92.1％ 

用地 100％ 

工事 100％

用地 100％
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番号 事業名(所管） 40.浸水対策事業 （水と緑の部河川・下水道整備課） 

事業概要 
浸水の常襲となっている低地域の浸水被害の軽減を図るため、緊急対策

として排水施設等を整備します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
4 地区の整備 

排水路新設工事 

浸水対策工事 

水路掘削工事 

1 地区の整備 

水路新設工事 

4 地区の整備 

浸水対策工事 

水路掘削工事 

4 地区の整備 

浸水対策工事 

排水機場改良工

事 

調整池改良工事 

事業費（千円）  50,000 162,000 450,000 

進捗率（平成 22 年度完成予定） 
数値目標等 

47％ 52.9％ 76.5％ 100％

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

春木川左岸道路整備

事業 
千葉県が行う、春木川改修事業に合わせ、春木川左岸に市道を整備する。

公共下水道整備（雨

水） 
分流式区域の下水道整備を推進し、雨水を適切に排水し、市街地の浸水防

除を図る。 
内水排水施設整備 幹線排水路の整備、排水機場の整備を行い浸水被害の軽減を図る。 
保水・遊水対策補助 雨水の流出抑制と地下水の涵養を図るため、「市民あま水条例」に基づく貯

留および浸透施設を設置する者に対し助成を行う。 
都市再生整備計画事

業 
まちづくり交付金を利用して、旧行徳市街地地区におけるポンプ場の増強

及び排水施設の整備を図る。 
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（３）安全で安心できる生活環境づくりのために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 
41.防犯対策事業(地域との連携による防犯対策の推進）  

（危機管理部防犯担当）

事業概要 

自治会等への支援やボランティアパトロールの推進、街の安全パトロー

ルなど、市民・市・警察・関係団体等の協働による地域防犯体制の整備を

図ります。また、市内の小学校区域単位で防犯モデル地区を指定し、地域

の特性にあった防犯対策を推進していきます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
・自治会等への支

援 

・ボランティアパ

トロール登録者

を対象とした防

犯講演会 

・市民を対象とし

た防犯講習会 

・街の安全パトロ

ールの強化 

・防犯まちづくり

モデル地区調査

（小学校区域を

単位として新規

1 地区） 

・自治会等への支

援 

・ボランティアパ

トロール登録者

を対象とした防

犯講演会 

・市民を対象とし

た防犯講習会 

・街の安全パトロ

ール10周年記念

事業 

・防犯まちづくり

モデル地区調査 

・第二次防犯まち

づくり行動計画

の策定 

・防犯リーダー養

成講座 

・自治会等への支

援 

・ボランティアパ

トロール登録者

を対象とした防

犯講演会 

・市民を対象とし

た防犯講習会 

・街の安全パトロ

ールの強化 

・防犯モデル地区

調査 

・防犯リーダー養

成講座 

同左 

事業費（千円）  10,566 9,685 9,685 

ボランティアパトロール登録者数 
数値目標等 

1,500 人 2,000 人 2,500 人 3,000 人
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番号 事業名(所管） 42.青色防犯パトロール推進事業  （危機管理部防犯担当） 

事業概要 

青色回転灯を装備したパトロール専用車両による市内巡回パトロールや

防犯広報活動の実施により、犯罪の抑止及び防犯意識の高揚を図ります。

また、既存の公用車に脱着式の青色回転灯を装備し、週 1 回程度職員に

よる巡回パトロールを行います。さらに、青色防犯パトロールを実施しよ

うとする民間団体に脱着式青色回転灯の物品を提供するなど、青色防犯パ

トロールを拡大していきます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
常時、4台の青色防犯パ

トロール専用車両によ

る市内の巡回パトロー

ル及び広報活動を行

う。 

青色防犯パトロール実

施団体の連携強化、新

たに実施しようとする

団体への支援により、

青色防犯パトロールの

拡大を図る。 

常時、4台の青色防犯パ

トロール専用車両によ

る市内の巡回パトロー

ル及び広報活動を行

う。 

青色防犯パトロール実

施団体の連携強化、新

たに実施しようとする

団体への支援により、

青色防犯パトロールの

拡大を図る。 

同左 同左 

事業費（千円）  22,576 22,576 22,576 

青色防犯パトロール車両台数 
数値目標等 

129 台 140 台 150 台 160 台
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番号 事業名(所管） 43.街頭防犯カメラ設置事業 (危機管理部防犯担当） 

事業概要 

街頭犯罪の抑止と市民の体感治安の改善のため、街頭防犯カメラの設置

により、ハード面から犯罪の起こりにくい防犯まちづくりを推進します。

設置にあたっては、地域の要望にもとづき、所轄警察署及び防犯まちづ

くり推進協議会の意見を求めながら設置場所を選定します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
スタンドアロン

型街頭防犯カメ

ラの設置（25 台） 

ネットワーク型

街頭防犯カメラ

の設置 

同左 同左 

事業費（千円）  43,093 68,969 88,462 

街頭防犯カメラ設置台数（うちネットワーク型台数） 
数値目標等 

32 台（0台） 82 台（50 台) 132 台（100 台) 175 台（150 台)

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

交通安全施設整備事

業 

市道に道路反射鏡や白線等のマーキング、道路標識等の交通安全施設を新

設し、また現存する施設の破損等の維持補修を行う。 

交通安全啓発運動 警察、各種交通安全推進団体とともに春・夏・秋・冬の交通安全期間中の

啓発活動、シートベルト、チャイルドシート着用推進活動や、保育園・幼

稚園・小学校等での交通安全教室を開催し、交通安全のための各種活動、

交通安全思想・交通道徳の普及及び徹底を図る。 

交通安全関係補助金 交通事故防止及び交通道徳高揚のための啓発宣伝活動、交通安全活動を行

っている団体に対して、補助金を交付する。 

防犯灯設置事業 自治会等が所有する防犯灯の設置・維持管理・撤去に要した費用を一部助

成する。 

通学路等安全対策 児童の通学路の安全を確保する防犯カメラの管理運営を行う。 
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第 2節 快適な暮らしを支え、質の高い都市基盤整備を進めます 

■施策の考え方 

本格的な高齢社会に向けて、高齢者や障害者など全ての人にやさしいまちづくりが求められてい

ます。本市は東京都心から千葉県へ向かう玄関口に位置し、戦後早くからベッドタウンとして都市

化が進んだことから、高密な住宅市街地が形成され、都市計画道路整備、公共下水道整備などの遅

れが指摘されています。今後は、福祉との連携のもとで、市民の様々なライフスタイルを考慮し、

快適な暮らしを支え、質の高い都市基盤整備を進めます。 

■施策の体系 

（１）バリアフリーのまちづくりを進めるために 

・公益施設のバリアフリー化推進 

・公共交通機関のバリアフリー化促進 

・歩行空間のバリアフリー化推進 

・民間住宅のバリアフリー化促進 

（２）円滑な都市活動を支える道路整備のために 

・道路交通の円滑化推進 

・幹線道路・生活道路の区分明確化と整備促進 

・外環道路と関連した道路の整備促進 

・道路管理の充実 

（３）総合交通体系を整備するために 

・総合交通体系の確立 

・公共交通機関の整備、充実 

・京成本線立体化事業の促進 

・駐車施設の整備促進 

・自転車交通の活用 

（４）清潔な生活環境づくりのために 

・下水道処理区域の拡大 

・水洗化の促進 

・河川水質の浄化 

（５）公共施設整備と良好な住環境形成のために 

・良質な住宅の確保 

・市営住宅の充実 

・公共施設の維持管理、再整備推進 
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■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

市川市都市計画マスタープラン 街づくり部都市計画課 H16-H37 

市川市まちづくりグランドデザイン 街づくり部地域街づくり推進課 H19- 

市川市総合交通計画 道路交通部交通計画課 H16-H36 

市川市交通バリアフリー基本構想 道路交通部交通計画課 H15-H22 

第 8 次市川市交通安全計画 道路交通部交通計画課 H18-H22 

市川市駐車場整備計画 道路交通部交通計画課 H14-H22 

市川市公共下水道基本計画 水と緑の部河川・下水道整備課 S63-H36 

市川市公共下水道事業計画（西浦処理区） 水と緑の部河川・下水道整備課 H8-H22 

市川市公共下水道事業計画（菅野処理区） 水と緑の部河川・下水道整備課 S36-H22 

市川市江戸川左岸流域関連公共下水道事

業計画 
水と緑の部河川・下水道整備課 S47-H22 

市川市生活排水対策推進計画（改訂） 環境清掃部環境政策担当 H15-H24 

市川市一般廃棄物処理基本計画（いちか

わじゅんかんプラン 21） 
環境清掃部循環型社会推進担当 H14-H31 

市川市住宅マスタープラン 街づくり部地域街づくり推進課 H15-H24 

市川市耐震改修計画 街づくり部建築指導課建築審査課 H20-H27 

市川市文化振興ビジョン 文化国際部文化振興担当 H15-H37 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市都市計画審議会 街づくり部都市計画課 

市川市建築審査会 街づくり部都市計画課 

市川市交通対策審議会 道路交通部交通計画課 

市川市交通バリアフリー化事業推進委員会 道路交通部交通計画課 

市川市市川駅南口地区市街地再開発審査会 街づくり部市川駅南口再開発事務所 

市川市下水道事業審議会 水と緑の部河川・下水道管理課 

市川市営住宅審議会 福祉部市営住宅課 

市川市建築紛争調停委員会 街づくり部都市計画課 

市川市住居表示審議会 総務部総務課 

■外郭団体 

外郭団体の名称 市の窓口 

市川市土地開発公社 管財部管財課 
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■関連施設 

施設の名称 概  要 

自転車等駐車場（7 施設） 駅周辺の放置自転車対策のために設置された駐輪場。 

菅野終末処理場 
下水を最終的に河川や海等の公共の水域に放流するために、下

水を処理する施設及びこれを補完する施設。 

市営住宅 
住宅に困窮する市民の生活の安定と福祉の増進のため、低廉な

家賃で住宅を賃貸する。 

高齢者福祉住宅 
住宅に困窮しているひとり暮らしの高齢者の生活の安定と福祉

のため、高齢者の特性に配慮した住宅を提供する。 
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（１）バリアフリーのまちづくりを進めるために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 44.交通バリアフリー推進事業 （道路交通部交通計画課） 

事業概要 
市川市交通バリアフリー基本構想に基づき、計画的に駅舎等のバリアフ

リー化を図り、移動の円滑化と利便性及び安全性の向上を促進します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
市川真間駅エレ

ベーター設置 

都営本八幡駅 

国府台駅 

エレベーター設置

市川大野駅 

市川塩浜駅 

北国分駅 

エレベーター設置 

二俣新町駅エレ

ベーター設置 

事業費（千円）  55,358 237,333 24,333 

数値目標等 平成 22 年度まで 5,000 人以上の乗降客数の駅舎についてバリアフリー化 

 

番号 事業名(所管） 
45.人にやさしい道づくり重点地区整備事業  

（道路交通部道路建設課・道路安全課） 

事業概要 
主要駅周辺を重点地区として、歩道の段差解消等のバリアフリー化及び

道路照明灯の整備を進めます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
歩道のバリアフ

リー化（市川・本

八幡・行徳駅周

辺） 
道路照明灯設置 

歩道のバリアフ

リー化（市川・本

八幡・行徳駅周

辺） 
 

歩道のバリアフ

リー化（市川・本

八幡・行徳駅周

辺） 
道路照明灯設置 

歩道のバリアフ

リー化（市川・本

八幡・行徳駅周

辺） 

事業費（千円）  153,800 454,250 201,000 

歩道改良延長（年間） 

道路照明灯設置基数（年間） 

数値目標等 700ｍ／1,800 ㎡

（市川駅前広場）

110 基

695ｍ

―

2,550ｍ 

 

57 基 

1,860ｍ

―

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

道路通行障害撤去補

償 

人にやさしい道づくり事業計画の一環として歩行者の利用が多い市道の区

域内において、通行の支障となっている電柱の移設、ならびに要望等によ

り電柱移設を行い、安全な歩行者空間を確保する。 
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（２）円滑な都市活動を支える道路整備のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 46.都市計画道路３･４･18 号整備事業 （道路交通部都市計画道路課）

事業概要 
国道 14 号から本北方橋までの未整備区間約 1.6km を整備します。 

（用地買収、橋りょう築造工事、道路築造工事等） 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
（仮）大柏川渡河

部橋（下・上部

工）工事、（仮）

大柏川渡河部橋

迂回道路工事、木

株橋（上部工）撤

去工事、八方橋仮

設道路工事、本北

方橋高欄設置工

事、（仮称）新木

株橋高欄設置工

事、用地取得等 

（仮）大柏川渡河

部橋（下・上部

工）工事、（仮）

B1・B2 橋（下部

工その２）工事、

（仮）B1・B2 橋

（取付擁壁）工

事、八方橋拡幅

（下部工）工事、

仮設道路工事、用

地取得等 

（仮）大柏川渡河

部橋（上部工）工

事、（仮）B1・B2

橋（下部工その

２）工事、（仮）

B1・B2 橋（上部

工）工事、八方橋

拡幅（下・上部工）

工事、道路築造工

事 1（真間川合流

部～新木株橋）、

京成線アンダー

部工事、本北方橋

仮設道路撤去工

事、仮設道路工

事、用地取得等 

（仮）B1・B2 橋

（下・上部工、取

付道路）工事、八

方橋拡幅（上部

工）工事、八方橋

拡幅護岸工事、道

路築造工事 1（真

間川合流部～新

木株橋）、道路築

造工事 2（真間川

合流部～新木株

橋）、道路築造工

事 3（本北方橋～

新木株橋）、京成

線アンダー部工

事、八方橋仮設道

路撤去工事、仮設

道路工事、用地取

得等 

事業費（千円）  633,887 1,244,990 2,044,370 

供用開始目標平成 27 年度（現事業認可期間平成 22 年度まで延伸予定） 
数値目標等 

工事、用地取得 
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番号 事業名(所管） 
47.市川駅南口再開発事業区域周辺道路整備事業（都市計画道路３・５・３

３号） （街づくり部市川駅南口再開発事務所・道路交通部道路建設課）

事業概要 
市川駅南口再開発事業に併せて、再開発事業区域周辺の道路整備も一体

的に進め、地域の利便性や安全性の向上を図ります。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
用地買収 用地買収 ボックス水路布

設工事 

道路整備工事 

電線共同溝整備

工事 

 

事業費（千円）  0 125,541 

平成 21 年度整備完了予定 
数値目標等 

基本設計 用地買収 竣工 

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

道路改良 通行の安全を図るため、市道路線数 約3,000路線 市道総延長 約727km

うち約 2 割（170km）の歩道改良を実施する。 

道路拡幅整備 既存道路の隅切り・バスベイ確保・交差点改良などの用地を確保し、道路

拡幅整備を行い歩行者の安全確保および地域交通の円滑化を図る。 

市川大野駅周辺整備 ＪＲ市川大野駅は、通勤・通学者や公共施設の利用者に欠かせない駅とな

っているが、同駅周辺は交通量が多く、バス・タクシー・一般車が輻輳し

ていることから、利用者の利便性向上のため、その周辺の道路整備を進め

る。 

大町レクリエーショ

ンゾーン整備事業 

交通安全上危険な状況になっている大町レクリエーションゾーン周辺の道

路整備を行う。 

都市計画道事業費負

担金 

千葉県が進める都市計画道路整備事業について、負担金を支出する。 

道路管理課県事業負

担金 

千葉県が行う、国分川調節池周辺道路整備工事・春木川橋りょう架換工事

等の機能増加分等に対する、負担金を支出する。 

二俣新町駅前地下歩

道 

二俣新町駅前広場まで利用者を誘導することを目的に設置した地下道の維

持管理を行う。 

道路舗装事業 市道を常に良好な状態に保持し、その機能を保全すると共に、車両及び歩

行者の安全・安心を確保するために道路舗装補修工事を行う。 
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側溝整備事業 市道の道路上に降った雨水を速やかに排水するための流下能力を確保する

ことにより、水害のないまちづくりのため雨水排水対策を推進し、道路冠

水の軽減及び、市民生活の環境改善を図る。 

電線類地中化 人にやさしい道づくりの一環として駅周辺等の無電柱化を進め、安全な歩

行空間の確保と地震等災害時の都市防災機能の向上を図る。 

不法看板等撤去事業 市内全域を巡回し、道路及び駅前広場の不法看板等について撤去する。 

道路附属施設維持管

理 

市が管理する道路、駅前広場に設置されている道路附属物の保守及び破損

に伴う修繕等を実施する。 

道路台帳整備 市道路線の認定・廃止により道路形状に変化が生じた箇所及び官民境界協

議により境界が確定した箇所の道路台帳図面及び調書の補正を行うととも

に、下水道工事及び道路工事等の公共工事が予想される箇所の境界確認と

未登記となっている道路の測量を実施する。 
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（３）総合交通体系を整備するために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 48.総合交通計画実施事業 (道路交通部交通計画課） 

事業概要 

生活道路における交通規制等の実施により、市民生活に密着した交通体

系を確立します。また、路線バスでＩＣカードが利用できるように、ＩＣ

カード読み取り機の導入を促進し、バス利用者の利便性の向上を図ります。

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度

年度ごとの事業内容 
地域でのワーク

ショップによる

問題点の抽出、

対策案の検討、

対策案の試行 

南大野地区での交通安

全対策の実施（交差点カ

ラー舗装、ハンプ等） 

バス共通ＩＣカード化

（路線バス車両へのＩ

Ｃカード読み取り車載

機導入への補助） 

南大野地区の交通

安全対策の実施（交

差点改良等）、効果

検証（交通実態調

査） 

 

事業費（千円）  12,300 19,000 

市民との協働による交通安全対策の実施 

導入バス車両数（年間） 
数値目標等 

 
― 

73 台 

― 

― 

 

番号 事業名(所管） 49.京成本線立体化事業 （街づくり部地域街づくり推進課） 

事業概要 

京成本線は、市の中央部を平面で通り、踏切による渋滞や事故の発生、

鉄道騒音・振動などの要因となっていることから、沿線のまちづくりと併

せ、道路交通の円滑化を図るため、立体化を推進します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
市 民 意 向 調 査

（アンケート）

等の実施 
関係機関との協

議 

市民意向調査（アン

ケート）及び市民へ

の情報提供等によ

り、その意向を把握

し、整備の方向性を

見い出す 
関係機関との協議 

関係機関との

協議により、市

の方針を定め

る 

市民への情報

提供 

関係機関との

協議 

市民への情報

提供 

事業費（千円）  2,760 7,000 7,000 

進捗状況 

数値目標等 
 市民意向調査 方針決定 関係機関協議 

市民周知 
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番号 事業名(所管） 50.レンタサイクル事業 （道路交通部自転車対策課） 

事業概要 
レンタサイクルポートの整備により、自転車交通の活用と放置状況の緩

和を目的としたレンタサイクル事業の実用化を図ります。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
通勤・通学用レン

タサイクルの利

用状況の検証 

通勤・通学用レンタ

サイクルの拡大（登

録者の増加と利用

率の向上） 

文化施設等回遊レ

ンタサイクルの拡

大（南行徳駅への新

設、利用率の向上）

文化施設等回

遊レンタサイ

クルの拡大（市

内鉄道駅） 

文化施設等回

遊レンタサイ

クルの拡大 

事業費（千円）  9,928 9,928 9,928 

通勤・通学用レンタサイクルの利用率 

回遊レンタサイクル利用率 
数値目標等 

30％以上

50％以上

前年度以上 

前年度以上 

前年度以上

前年度以上

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

コミュニティバス運

行 
市民（要望者）・バス事業者・市が協働し役割分担しながら事業を進めるた

め、コミュニティバスの運行制度と運行基準を構築する。 
成田新高速鉄道整備

事業 
都心と成田空港を 30 分台で結ぶ鉄道路線で、平成 22 年度開業に向け、印

旛日本医大駅から成田空港まで新線鉄道を建設する「成田高速鉄道アクセ

ス株式会社」に対して、国と協調して補助金を交付する。 

交通計画関係負担金 道路及び鉄道整備の早期実現のため、関係機関に対する要望、陳情、目標

達成に必要な事業を近隣市町村と連携して活動するために本市が加盟して

いる団体に対して、負担金を支出する。 
放置自転車対策 歩行者の通行の安全、防災活動の円滑化等を図るため、駅周辺の放置自転

車の移送撤去を行い、道路等の機能の回復を行う。 
自転車保管所管理 撤去した自転車・原動機付自転車の保管。防犯登録のあるものについては

警察に所有者の照会。所有者の確認ができたものについて引取通知を送付。

保管した自転車のうち引取請求のあるものについて、引き渡しを行うと共

に、引き取りに要する金額を徴収。 
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（４）清潔な生活環境づくりのために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 51.公共下水道整備事業(汚水) （水と緑の部河川・下水道整備課） 

事業概要 

江戸川左岸処理区（市川幹線区域 252ha）及び西浦処理区（126ha）の

面整備を進め、市街地の生活環境の改善並びに広域的な水質の保全を図り

ます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
整備面積 

西浦処理区 

1.24ha 

市川幹線区域等 

7.75ha 

整備面積 

西浦処理区 

2.50ha 

市川幹線区域等 

7.00ha 

整備面積 

西浦処理区 

5.62ha 

市川幹線区域等 

6.78ha 

整備面積 

西浦処理区 

6.56ha 

市川幹線区域等 

7.43ha 

事業費（千円）  1,249,025 1,483,229 1,545,829 

下水道普及率 
数値目標等 

63.5％ 64.0％ 64.2％ 64.6％

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

合併処理浄化槽維持

管理 

下水道未整備地区については、高度処理型合併処理浄化槽の新設及び単独

処理浄化槽からの転換に対して、設置費の一部を助成する。 

流域貯留浸透維持管

理 

河川・調整池及び水路等の除草作業及び、春木川へ流入する水路の水質改

善のための水質浄化施設の維持管理を行う。 

合流式下水道改善事

業 
雨天時の合流式下水道未処理下水のきょう雑物（ごみなど）の削減のため、

スクリーン等を設置する。 
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（５）公共施設整備と良好な住環境形成のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 52.公共施設耐震改修事業（管財部設計監理課公共施設耐震改修担当室） 

事業概要 
災害時の利用者の安全確保を図り、避難や復興拠点施設として重要な役

割を担っていることから、計画的な耐震改修を進めます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
市民体育館（2

棟） 

保育園 

ポンプ場 

市営住宅 

保育園（10 棟） 

市営住宅（1 棟） 

第 3 庁舎 

終末処理場 

消防署 

公民館 

市営住宅 

終末処理場 

いこいの家建替

え 

市営住宅（3 棟） 

公民館 

ポンプ場 

いこいの家建替

え 

事業費（千円）      820,972 409,751 681,828 

耐震改修実施棟数（年間） 
数値目標等 

5 棟 13 棟 5 棟 6 棟 

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

住宅需要実態調査事

業 

住宅に関する客観的評価と主観的評価との分析を行い、住宅政策展開の基

礎資料とする。（国の事業で 5 年に 1 回調査し、平成 20 年度が実施年にあ

たる。） 

住居表示整備 住居表示を実施した地区において、表示板等の維持管理を行う。 

環境整備資金貸付金

利子補給金 

崖地、かさ上げ、水道などの居住環境を整備するため、市川市環境整備資

金の貸付に対する利子補給を行う。 

民間賃貸住宅家賃補

助金 

取壊し等により転居を求められた高齢者世帯等に新旧家賃の差額及び転居

費用の一部を助成する。 

民間賃貸住宅借上型

市営住宅 

民間の土地所有者等が建築する良質な住宅を借上げ、不足戸数解消を図る

とともに、市民ニーズに沿った市営住宅の提供を行う。 

生ごみ処理機設置 資源循環型社会の実現を目指し、市営住宅に生ゴミ処理機の設置、維持・

管理を行う。 
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第 3 節 自然、歴史、社会環境などを活かして、バランスのとれた魅力ある土地利用を図

ります 

■施策の考え方 

急速な都市化の進展は、都市整備の遅れを招き、様々な都市問題を引き起こしました。これから

は、地域特性を活かしたバランスのとれた土地利用が求められます。このため、これらの都市課題

を解決し、さらに都市景観に配慮した都市をつくるために、適切で計画的な市街地整備を進めます。 

■施策の体系 

（１）地域の特性を活かした土地利用のために 

・計画的な土地利用の誘導 

・海と臨海部一体のまちづくり 

（２）市街地の安全性と利便性を高めるために 

・計画的な既成市街地の整備促進 

・都市基盤整備と連動した市街地整備の促進 

（３）魅力ある都市景観を形成するために 

・地域特性を活かした都市的景観の整備、誘導 

・自然・歴史・文化的景観の保全、再生 

・景観形成への市民参加の促進 

・景観を楽しむ歩道整備の推進 

■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

市川市都市計画マスタープラン 街づくり部都市計画課 H16-H37 

市川市まちづくりグランドデザイン 街づくり部地域街づくり推進課 H19- 

市川市土地利用の基本的方針 街づくり部都市計画課 H20- 

市川市行徳臨海部基本構想 行徳支所臨海整備課 H14- 

市川市景観基本計画 街づくり部都市計画課 H16- 

市川市景観計画 街づくり部都市計画課 H18- 

市川市文化振興ビジョン 文化国際部文化振興担当 H15-H37 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市都市計画審議会 街づくり部都市計画課 

市川市建築審査会 街づくり部都市計画課 

市川市建築紛争調停委員会 街づくり部都市計画課 

市川市ホテル等審議会 街づくり部都市計画課 
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市川市行徳臨海部まちづくり懇談会 行徳支所臨海整備課 

市川市市川駅南口地区市街地再開発審査会 街づくり部市川駅南口再開発事務所 

市川市景観審議会 街づくり部都市計画課 

■外郭団体 

外郭団体の名称 市の窓口 

市川市土地開発公社 管財部管財課 

■関連施設 

施設の名称 概  要 

大柏川第一調節池緑地 
大柏川の洪水の一部を貯留する施設。調節池内にはビジターセ

ンターが設けられ、平常時は、市民の潤いの場となる。 
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（１）地域の特性を活かした土地利用のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 53.塩浜地区整備事業 （行徳支所臨海整備課） 

事業概要 

臨海部の自然空間を活かした土地利用計画等を定め、地権者組織との協

働により市川塩浜駅周辺地区の土地利用転換を促進し新たなまちづくりを

進めます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
土地区画整理

事業手続き 

事業提案公募

（ 第 1 次 提

案） 

土地区画整理事業認可手

続き 

事業提案公募（第2次提

案） 

都市計画手続（地区計画） 

都市計画道路 3･4･34 号

用地買収 

土地区画整理事業

認可 

造成工事 

都市計画決定（地区

計画） 

まちづくり条例（議

案提案） 

造成工事

施設建設

事業費（千円）   119,317 436,211 399,317 

数値目標等 市川塩浜駅周辺地区の土地利用転換促進 

 

番号 事業名(所管) 
54.地域コミュニティゾーン整備事業 

 (行徳支所臨海整備課地域コミュニティゾーン整備担当室）

事業概要 

江戸川第一終末処理場として当初計画決定された地区は、3 つのゾーン

（終末処理場ゾーン、地権者活用ゾーン、地域コミュニティゾーン）に分

割して活用されることとなりました。この地域コミュニティゾーンについ

ては市川市が主体となって、行徳地域における福祉、スポーツ、防災等の

拠点として整備・活用を図ります。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
 用地先行買収 

造成の基本設計 

補償物件調査 

公園の都市計画決

定・事業認可 

その他施設の収用事

業認定 

用地先行買収 

造成の実施設計 

施設の基本設計 

用地買戻し 

造成工事 

施設の実施設計

事業費（千円）   8,000 20,000 1,325,000 

数値目標等 地域コミュニティゾーンの整備（平成 26 年度完成予定） 
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■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

市川塩浜駅周辺市有

地有効活用 
市川駅周辺市有地の有効活用を図るため、自転車歩行車道を整備する。 

塩浜都市整備用地管

理事業 
市川塩浜駅周辺地区の再整備用地と三番瀬塩浜案内所の維持管理。 

市街地緊急地籍調査

事業 
一筆毎の土地について、地番、地目、境界、登記簿に記載された所有者に

関する調査確認を行い、境界に関する測量、面積測定後、地籍図、地籍簿

を作成。計画的に市域内のすべての官官・官民境界を確認していく。 
建築物動態調査統計 建築物の新築着工の状況から市街化の動向と土地利用の変化を把握し、今

後の土地利用計画の策定等に要する基礎的資料を整備する。 
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（２）市街地の安全性と利便性を高めるために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 
55.本八幡駅北口地区再開発事業(A 地区)  

（街づくり部地域街づくり推進課）

事業概要 

密集市街地である既成市街地を、市街地再開発事業により整備し、都市

機能（防災性・景観形成）の更新を行います。 

（施行面積 1.2ha） 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
組合設立認可 

権利変換計画作

成 

権利変換計画認

可 

補償費支払 

工事着工（解体、

本体工事） 

本体工事 

事業費（千円）  1,212,500 675,700 3,745,700 

進捗状況 

数値目標等 組合設立 権利変換計画 

補償費支払 

工事着手 工事継続 

 

番号 事業名(所管） 
56.本八幡 B地区優良建築物等整備事業 

（街づくり部地域街づくり推進課）

事業概要 

民間主導による優良建築物等整備事業により、建物の共同化による高度

利用及び不燃化を促進します。 

（施行面積 0.4ha） 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
建築工事 建築工事 

竣工 

  

事業費（千円）  447,612  

平成 20 年度完成予定 
数値目標等 

躯体工事 竣工  
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番号 事業名(所管） 
57.市川駅南口地区第一種市街地再開発事業  

（街づくり部市川駅南口再開発事務所）

事業概要 

市街地再開発事業により良好な都市型住宅の供給と駅前広場等の整備を

行い、土地の高度利用を推進します。 

（施行面積 2.6ha） 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
特定施設建築物の建

設工事・内装工事 

公共施設工事 

公共公益施設実施設

計・内装工事着手 

特定施設建築物内装

工事・竣工及び額の

確定 

公共施設工事 

権利者等入居、各施

設オープン 

清算 

公共施設工事

完了 

市債償還費

など 

事業費（千円）  19,247,530 363,098 53,341 

平成 21 年度完成予定 

数値目標等 建設工事・公共施設

工事 

施設建築物竣工 公共施設工事

完了 

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

市川南口まちづくり

推進事業 

交通弱者、防災に配慮した歩道の充実に重点を置いた幹線道路整備、オー

プンスペースの確保、狭隘道路整備等により、安全で快適な防災まちづく

りを推進する。 

南口再開発公共公益

床整備等事業 

市川駅南口再開発ビルＢ棟 3 階の行政サービスセンター・地域包括支援セ

ンターなどの整備。 

都市計画決定基準等

策定 

都市計画の決定・変更に関する要件、及び市民提案に対する判断の基礎と

なる方針・基準等を作成するに当り、財産権の制限等を伴うことから公平

性、規制の客観性を担保するため、有識者の助言を得る。 

建築確認・検査・許

可・認定事業 

建築確認申請に関する審査、許可等の事務を効率的かつ正確・確実に実行

し、健全な建築物を市場にストックすることをもって市民の住環境及び建

築物の安全性を的確に確保する。 
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（３）魅力ある都市景観を形成するために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 58.都市景観形成事業 （街づくり部都市計画課） 

事業概要 

良好な景観形成の実現に向けて、市民意識の醸成を図り、市民主体の地

域ルール策定等に取り組みます。 

・「景観シンポジウム」「まちづくり学校」の開催。 

・地域特性を活かしたルール策定の支援 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
・景観シンポジウム

・まちづくり学校

・景観賞の表彰 

・景観活動団体支

援 

・駅前顔づくり検

討会 

・景観百選周知 

・景観シンポジウム

・景観賞の表彰 

・景観活動団体支

援 

・景観形成推進指

導（景観アドバイ

ザー指導・助言）

・駅前顔づくり検

討会（方針作成）

・景観百選を活か

したまちづくりの

検討 

・まちづくり学校 

・景観賞の表彰 

・景観活動団体支

援 

・景観重要物指定

等の検討 

・景観形成推進指

導（景観アドバイ

ザー指導・助言） 

・駅前顔づくり計

画検討 

・景観百選を活か

したまちづくりの

誘導 

・景観シンポジウム

・景観賞の表彰 

・景観活動団体支

援 

・景観重要物指定

等の検討 

・景観形成推進指

導（景観アドバイ

ザー指導・助言）

・駅前顔づくり計

画作成 

・景観百選を活か

したまちづくりの

誘導 

事業費（千円）  500 720 670 

景観活動団体数（登録団体数、年間） 

地域ルール策定件数 
数値目標等 

2 団体

0件

3団体

1件（地域選定）

4団体 

1 件（ﾙｰﾙ案策定） 

5 団体

1件（合意形成）

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

中山参道地区街なみ

環境整備事業 

中山参道の下水道工事や電線類無電柱化工事などに合わせ、民地部分にお

ける景観形成費用の補助を国及び市が行うことにより、寺町にふさわしい

統一感のある街なみ環境への誘導を図る。 

歴史的街なみ景観整

備事業 

「旧行徳市街地地区サイン整備計画案」に基づき、案内板、誘導版等を平

成 17 年度に引続き設置する。 

旧行徳街道街並整備 旧行徳街道を整備し、まちかどミュージアムを設置する。 
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第 4節 産業を振興し、活力あるまちをつくります 

■施策の考え方 

地域の活力の源として産業の振興は極めて重要です。首都圏に位置する本市は様々な面で首都東

京の強大な機能の影響を受けていますが、多角的な取り組みを進め、本市の立地条件にふさわしい

産業機能の集積を図ります。 

■施策の体系 

（１）活力ある商業の振興のために 

・賑わいのある商業環境の整備 

・経営基盤の強化 

・食品流通拠点の整備 

（２）地域性を活かした工業の振興のために 

・良好な操業環境の整備 

・工業の経営基盤強化への支援 

・新産業の誘導と育成への支援 

（３）市民と共存する都市農業の振興のために 

・環境にやさしい農業の推進 

・立地の特性を活かした農業の推進 

・市民に親しまれる農業の推進 

（４）自然環境と調和した水産業の振興のために 

・漁業環境の整備 

・市民に親しまれる水産業の推進 

■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

市川市商工業振興ビジョン 市民経済部商工振興課 H13- 

市川市農業経営基盤の強化の促進に関す

る基本的な構想 
市民経済部農政課 H18- 

市川市農業振興地域整備計画 市民経済部農政課 H8- 

市川市食育推進計画 保健スポーツ部保健センター H20-H22 

市川市水産業振興ビジョン 行徳支所臨海整備課 H17-H32 

市川漁港整備基本計画 行徳支所臨海整備課 H18-H27 
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■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市中小企業融資制度審議会 市民経済部商工振興課 

市川市都市農業振興対策協議会 市民経済部農政課 

市川市地方卸売市場運営審議会 市民経済部農政課 

市川市地方卸売市場取引委員会 市民経済部農政課 

■関連施設 

施設の名称 概  要 

地方卸売市場 
野菜・果物、花きを扱う卸売市場で、生鮮食料品など流通の中

核的役割を果たしている。 

いちかわ情報プラザ 
ＳＯＨＯスペースによりコミュニティビジネスを支援するとと

もに、電子行政サービス窓口の役割を担っている。 

市民農園（11 施設） 
市民が土に親しみ農業にふれあうために設けられた 1 区画約

20 ㎡の小規模な農園。利用者は 3 年ごとに入れ替えを行う。 

漁港 
漁船の操業の根拠地となる港。一般に、漁船の給油・給水や漁

獲物の陸揚げ・保蔵・加工のための施設を備えている。 
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（１）活力ある商業の振興のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 59.商店街活性化事業 （市民経済部商工振興課） 

事業概要 

商工会議所と連携し、商店会と地域住民による活性化協議会を立ち上げ

るとともに、商店街活性化モデル事業を実施し、商店街の活性化を図りま

す。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
商店会へのモデ

ル事業制度の説

明会 

協議会の活動支

援 

協議会の活動支

援 

新たな協議会の

立ち上げ支援 

同左 協議会の活動支

援 

事業費（千円）  2,000 4,000 2,000 

商店街活性化協議会立ち上げ数 
数値目標等 

２協議会 ２協議会 ４協議会 ２協議会

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

市川市産業賞 市川市の産業振興に貢献し、功績顕著と認められる個人、法人を表彰する

ことで、市内産業の振興・発展を図る。 
市川商工会議所等補

助金 
市内商工業の総合的な改善・発展のため、市川商工会議所の運営や主催事

業、市内商店会への支援事業などの財政支援を行う。 
市川市商店会連合会 商店会連合会が行っている支援活動事業に助成し、小規模事業者の経営安

定を図るとともに、各商店会の結束を図り、大型店に対抗する力をつけ、

市全体の商業振興につなげる。 
資金融資利子補給 小規模事業資金、中小企業独立支援資金、ベンチャービジネス等支援資金

等市融資制度を利用した中小企業者に対して、利子の一部を補助すること

により金利負担を軽減して企業の安定と振興を図る。 
中小企業等資金融資

預託金 
金融機関の中小企業者に対する資金融資を円滑にするため、市制度融資取

扱金融機関に融資原資の一部を預託する。 
中小企業資金融資制

度代位弁済損失補償

金 

市融資制度を利用する中小企業者が倒産等により、金融機関へ返済が不能

となったとき、信用保証協会が中小企業に代わり、金融機関に対しその金

額を支払っているが、千葉県信用保証協会が被った損失の一部を市が補償

することで信用保証制度の維持を図る。 
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計量検定 計量法に基づき、計量器の定期検査及び商品量目等の立入検査を行い、適

正計量の実施を確保する。 
市場整備計画 地方卸売市場は昭和47年供用開設から長い年月が経過しているため施設が

老朽化していることや都市施設としての諸条例の基準を達成することが必

要なことと、市民の食の安心安全の確保の視点などから市場整備計画に基

づき逐次施設の改修・整備を図る。 
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（２）地域性を活かした工業の振興のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 60.起業家支援事業 （市民経済部商工振興課） 

事業概要 

市内で起業しようとする人を支援するため、起業家支援セミナーの開催、

起業支援アドバイザーによる起業全般のアドバイス・起業後の経営相談等

を行うと共に、事務所賃料の一部補助を行います。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
・起業アドバイザーの

設置及び起業全般のア

ドバイス 

・起業者向け融資（市

中小企業融資制度） 

・起業家向けセミナー

開催 

・起業者の事務所賃料

の補助 

・起業支援アドバイザ

ーによる起業全般のア

ドバイス 

・起業者向け融資（市

中小企業融資制度） 

・起業家向けセミナー

開催 

・起業者の事務所賃料

の補助 

同左 同左 

事業費（千円）  6,350 7,000 7,000 

起業支援アドバイザーによる相談件数 
起業者向け融資件数 
「起業者向けセミナー」参加者数 
家賃補助件数 

数値目標等 
150 件

30 件

30 人

12 人

150 件 
30 件 
30 人 
12 人 

150 件

30 件

30 人

12 人

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

中小企業経営支援 市内中小企業経営者等を対象に、経営力アップ、経営基盤強化のためのセ

ミナーを開催する。  
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（３）市民と共存する都市農業の振興のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 61.体験農園事業 （市民経済部農政課） 

事業概要 
休耕農地を市民農園として整備するとともに、既存農園の入れ替え整備

も行います。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
体験農園の整備 既存の体験農園

について拡張施

設整備 

既存市民農園 5

園の貸出入れ替

えのための整備 

市民農園新設の

ための施設整備 

既存市民農園 2

園の貸出入れ替

えのための整備 

市民農園 1 園の

施設整備 

既存市民農園 2

園の貸出入れ替

えのための整備 

事業費（千円）  3,154 10,000 10,000 

市民農園区画数 
数値目標等 

1,001 区画 1,001 区画 1,101 区画 1,101 区画

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

市川市都市農業振興

計画策定 
農業の持つ他面的機能を重視しながら、職業として魅力ある農業を目指す

ため、農業振興計画を見直し、市川市の優れた都市農業の振興と残された

優良農地の保全を図る。 
減農薬栽培推進事業

補助金 
環境にやさしい農業を推進するため、農家に対して、減農薬栽培に必要な

資材購入費用の一部を補助する。 
梨剪定枝炭化事業補

助金 
梨剪定枝の焼却処理にかえて、梨畑に土壌改良材として資源循環型が図れ

る炭化処理を行う費用に対し、その一部を補助する。 
園芸用廃プラスチッ

ク処理事業補助金 
市川市園芸用廃プラスチック協議会が、農業生産に伴って廃棄される園芸

用廃プラスチックを適正かつ効率的に処理するため、回収・処理等に要す

る費用に対し、その一部補助する。 
果樹産地総合整備事

業補助金 
高品質の梨を効率的に大量生産するために不可欠な農業機械を、共同利用

する利用組合に対し、購入費用の一部を補助する。 
農業灌漑用水設備設

置事業補助金 
天候に左右されることなく高品質の農作物を栽培するために欠かすことの

出来ない潅漑用水設備の設置費用に対して、その一部を補助する。 
農業青少年グループ

活動育成 
農業後継者を構成員として組織された農業青少年クラブが、農業知識や技

術の習得を行うための活動費の一部を補助する。 
農業連絡員 市等の連絡網として市内の農家組合の組合長に連絡員を委嘱する。 
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農業経営支援活動 農業振興上の諸問題についての研究や、地域農業の経営改善と生産性の向

上を目指した都市農業としての方向付けを行うことによって、農業の健全

な発展を図る。 
農業近代化資金利子

補給金 
農業経営の安定化、体質強化等を図る農家に、農業機械・農業用施設・種

苗等を取得するため必要な農業近代化資金を融資した機関に対し、利子を

補給することで農業の近代化を図る。 
農業経営安定化資金

利子補給金 
意欲と能力を有しながらも不慮の災害や経営環境の変化等により農業経営

の維持安定が困難な農業者が経営の維持安定に必要な資金の融資を受けた

場合に、農業者の金利負担を軽減するため、当該融資に係る利子の一部を

補給する。 
農業災害経営安定資

金利子補給金 
平成 15 年度の低温及び日照不足による市川梨の被害に対してＪＡ市川市

が行う特別融資に対し、利子補給を行うことで、農業経営の安定化を図る。 

標準小作料改訂 農地について、その自然的条件及び利用上の条件を勘案して、必要な区分

をし、その区分ごとに小作料の標準額を 3 年に一度改定する。 

農薬飛散防止施設設

置 
隣接する住宅地や農地への農薬飛散を防止するために、農薬飛散防止施設

を設置する農家に対して、費用の一部を補助する。 
防鳥網等設置事業補

助金 
爆音機を使用して鳥よけを行う農家に対し、近隣住民の騒音等に対するト

ラブルの解消を図るために実施する防鳥網等の設置費用について、一部を

補助を行う。 
農産物 PR 事業補助

金 
地場産の農産物等を広く市民にＰＲし、消費拡大を図るために活動する市

川市農産物等普及協議会に対し補助を行う。 
小川再生親子ふれあ

い農園 
ＮＰＯやボランティアによる農業体験を実施している小川再生親子ふれあ

い農園の土地、施設の維持管理を行う。 
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（４）自然環境と調和した水産業の振興のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 62.市川漁港整備事業 （行徳支所臨海整備課） 

事業概要 
漁港整備基本計画に基づき、環境影響調査、漁港整備基本設計・実施設

計を行い、計画的な漁港整備を図ります。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
測量調査 

土質調査 

環境影響調査 環境影響予測・検

討 

漁港整備基本設

計 

公有水面埋立免

許の出願 

特定漁港漁場整

備事業の届出 

漁港整備実施設

計 

事業費（千円）  15,000 10,459 47,000 

数値目標等 平成 22 年度漁港整備実施設計 

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

ノリ養殖業支援 ノリ養殖に必要なノリ網をぶら下げる支柱について、耐久性に優れ、輸送

効率、作業性の高いＦＲＰ性支柱の導入費用の一部を補助する。 

ノリ養殖業経営安定

化事業補助金 

両漁業組合が、ノリ養殖期間中、漁場に他の船舶の進入を未然に防止する

ために要する浮標灯の点検、設置、撤去に要する費用に対して、一部を補

助する。 

採貝業振興対策事業

補助金 

両漁業組合が、生産性の向上、貝類資源の育成等を目的に実施する採貝事

業に要する費用の一部を補助する。 

淡水魚かい類種苗放

流事業補助金 

両漁業組合が漁業権を持つ江戸川にフナ、ウナギ、ソウ魚等の稚魚を放流

する事業に対し、費用の一部を補助する。 

水産業振興負担金 水産業への理解と水産物の消費拡大を促進するために各種事業を実施して

いる市川市魚食文化フォーラム実行委員会に対し、負担金を支払う。 
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第４章 人と自然が共生するまち 

第 1節 自然を大切にし、やすらぎと潤いのあるまちをつくります 

■施策の考え方 

自然は、やすらぎや潤いを与えるばかりではなく、私たちに多大な恩恵を与えています。このよ

うな自然を大切にし、次世代へ引き継ぐため、自然環境の保全や創造・再生に取り組み、環境にや

さしいまちをつくります。 

■施策の体系 

（１）人と自然が共生するまちをつくるために 

・自然とのふれあいと学びの場の整備 

・農業や漁業による環境保全機能の向上 

・野生動植物の生息生育環境の保全 

（２）緑豊かなまちをつくるために 

・親しめる公園づくり 

・緑の保全と活用 

・緑と花のあふれるまちづくりの推進 

・水と緑のネットワーク化の推進 

（３）親しみのある水辺空間を創造するために 

・河川と海辺の水辺空間の整備 

・多自然型の河川の整備 

■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

市川市環境基本計画 環境清掃部環境政策担当 H12-H22 

市川市自然環境保全再生指針 環境清掃部自然環境課 H17- 

市川市地下水保全計画 環境清掃部環境保全担当 H19-H23 

市川市森林整備計画 市民経済部農政課 H15-H24 

市川市都市計画マスタープラン 街づくり部都市計画課 H16-H37 

市川市まちづくりグランドデザイン 街づくり部地域街づくり推進課 H19- 

市川市みどりの基本計画 水と緑の部水と緑の計画課 H16-H37 

市川市景観基本計画 街づくり部都市計画課 H16- 

市川市景観計画 街づくり部都市計画課 H18- 

市川市文化振興ビジョン 文化国際部文化振興担当 H15-H37 
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■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市環境審議会 環境清掃部環境政策担当 

市川市都市計画審議会 街づくり部都市計画課 

市川市緑の調査専門委員 水と緑の部水と緑の計画課 

■外郭団体 

外郭団体の名称 市の窓口 

財団法人 市川市緑の基金 水と緑の部緑地課 

■関連施設 

施設の名称 概  要 

市川自然博物館 
「市川の自然」をテーマに、動植物の標本や模型などにより、

市内で観察できる身近な自然を紹介する。 

千葉県行徳野鳥観察舎 
「新浜」と呼ばれ渡り鳥の渡来地であった行徳鳥獣保護区にお

いて、望遠鏡で手軽にバードウォッチングが楽しめる。 

都市公園（359 施設） 
市民や地域住民を対象に整備された公園・緑地など。街区公園

（306）、近隣公園（11）、運動公園等（42）がある。 
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（１）人と自然が共生するまちをつくるために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名（所管） 63.自然環境保全再生指針事業 （環境清掃部自然環境課） 

事業概要 

平成 17 年度に策定した自然環境保全再生指針に基づき、市が管理する公

園等の公共施設について、管理計画、管理マニュアルを策定するとともに、

自然環境実態のモニタリング調査を実施します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
管理計画、管理マ

ニュアル策定（3

箇所） 

自然環境関係勉

強会開催（2 回） 

自然環境モニタ

リング調査（2

件） 

自然環境モニタ

リング調査とし

て、水生生物生態

調査を実施 

（予備調査等） 

自然環境モニタ

リング調査とし

て、水生生物生態

調査を実施 

（河川、遊水池等

の生態調査） 

自然環境モニタ

リング調査とし

て、水生生物生態

調査を実施（補足

調査等） 

水系生態系の管

理目標、管理計画

を策定 

事業費（千円）  3,000 15,000 7,000 

自然環境モニタリング調査など 

数値目標等 
予備調査 水系調査 補足調査 

水系生態系管理

目標、管理計画 

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

自然環境普及啓発 図書の販売や自然環境について理解を深めるための自然観察会の開催など

の普及啓発事業を行う。 

門松カード配布事業 市民生活の合理化と緑の保護に配慮し、古来からの風習である門松の代用

として、毎年末に門松カードを各世帯に配布する。 

生産緑地地区標識管

理 

生産緑地法に基づき、生産緑地地区標識の維持・管理をする。 

イノカシラフラスコ

モ保護保全 

市内じゅん菜池だけに生育する絶滅危惧種であるイノカシラフラスコモの

保護保全事業を実施する。 
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（２）緑豊かなまちをつくるために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名（所管） 64.小塚山公園整備拡充事業 （水と緑の部公園課） 

事業概要 

小塚山公園を整備拡充（どうめき谷津：約 1.9ha）し、隣接する堀之内

貝塚公園との連携を強化することで、水と緑の回廊づくりの実現を図りま

す。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
用地取得 

(0.4ha)

関係機関との調

整（外かんサービ

ス道路計画との

調整） 

用地取得 

（0.15ha） 

公園基本設計 

用地取得 

（0.20ha）

事業費（千円） 0 144,149 188,188

用地取得の進捗率（平成 22 年 4 月開園予定） 
数値目標等 

30％ 30％ 60％ 100％

 

番号 事業名（所管） 65.国府台緑地整備事業 （水と緑の部緑地課） 

事業概要 
国府台緑地（約 5.1ha）を市北西部「水と緑の回廊」上の緑の核として

保全・活用を図ります。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
事業認可 

用地取得 

（約 0.4ha）

用地取得 

（約 0.8ha）

施設整備 

（約 0.5ha）

用地取得 

（約 0.2ha） 

施設整備 

（約 1.4ha） 

施設整備 

（約 1.4ha）

事業費（千円） 530,938 306,165 37,000 

数値目標等 平成 25 年度整備完了予定 
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■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

都市公園再整備 老朽化した公園施設を大規模に再整備することで、利用者の快適性を向上

させて、親しみのある公園づくりを行う。 

公園整備 老朽化している遊具、ベンチや園灯等の撤去・新設を行い、親しみがあり、

防犯に配慮した公園づくりを行う。 

公園用地取得 緑の基本計画に基づき、計画的に公園用地を確保することで、緑のオープ

ンスペースや子供たちの健全育成の場を提供する。 

緑地保全 市街地に残存する樹林地を保全・活用し、多様な動植物の生息・生育環境

とするとともに、地域住民の憩い・潤いの場を確保する。 

斜面緑地崩壊対策 台風で崩壊した斜面緑地の下部を整備し斜面下部に住む市民の安全を確保

する。 

協定樹木管理 市内に残る巨木、クロマツを保全するため、所有者と協定を締結し、協定

樹木の剪定及び立ち枯れ、倒木等の処理費用の一部を補助する。 

緑地対策事業補助金 本市の行う緑地対策事業の協力者に対し補助金を交付し、緑地の保全を図

る。 

緑地整備 老朽化している遊具、ベンチや園灯等の撤去・新設を行い、親しみがあり、

防犯に配慮した緑地づくりを行う。 

緑と花の市民大学 緑と花のパートナーシップを推進するため、市民一人ひとりが緑や花に関

心を持ち、緑地の保全や緑化活動に自主的に参加できるよう知識や技術を

提供するため、緑と花の市民大学を運営する。 
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（３）親しみのある水辺空間を創造するために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 66.南行徳水辺の周回路計画 (行徳支所地域整備課） 

事業概要 

行徳臨海部の人と水と緑のネットワーク形成の一環として、三番瀬や行

徳近郊緑地特別保全地区など、貴重な水辺の自然環境に恵まれた地域を対

象に、市民が歩いて楽しい街づくりを推進し、市民に健康と憩いの空間を

提供します。 

遊歩道は、野鳥観察舎から丸浜川、猫実川沿いを経て、三番瀬の護岸沿

いから行徳駅前通りに出て、千鳥橋を渡り新浜通りから野鳥観察舎に至る

延長約7km で、この内の約1.7km を平成22年度までに整備します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
 照明灯設置 4 基 遊歩道整備 

樹木植栽 

遊歩道整備 

歩道橋設置 

サイン整備 

事業費（千円）  5,000 95,000 100,000 

進捗率（平成 22 年度整備完了予定） 
数値目標等 

3％ 50％ 100％

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

旧江戸川照明灯整備

事業 

県で景観事業を行っている旧江戸川の遊歩道延長 3,800ｍに約 35ｍおき

に 105 基の照明灯を計画的に設置し、親しみある水辺空間を創造し、安心・

安全なまちをつくる。 

江戸川堤防兼用道路 国土交通省より占用している江戸川河川敷のサイクリングロード脇の除草

を行う。 
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第 2節 環境への負荷の少ないまちをつくります 

■施策の考え方 

これまでの環境問題は一定地域の公害問題でしたが、現在は、環境汚染や環境破壊として、時間

や地域を超え、地球規模で影響を及ぼしています。エネルギーの消費の増大、地球の温暖化やオゾ

ン層の破壊など地球規模の環境問題を解決するには、私たち一人ひとりの行動が重要です。地球環

境の保全に向けて、様々な施策を推進し、環境への負荷の少ないまちをつくります。 

■施策の体系 

（１）地球環境問題を地域で取り組むために 

・計画的な環境施策の推進 

・地域からの地球環境保全の推進 

・省エネルギー、新エネルギー利用の促進 

（２）環境に関する学習や活動を推進するために 

・環境情報の収集、提供と啓発活動の促進 

・環境学習・環境教育の充実 

・環境活動の活性化とネットワーク化の促進 

（３）快適な環境を保全するために 

・環境監視体制の強化 

・公害防止対策の推進 

・広域的な環境行政の推進 

■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

市川市環境基本計画 環境清掃部環境政策担当 H12-H22 

市川市地球温暖化対策実行計画 環境清掃部環境政策担当 H18-H22 

市川市都市計画マスタープラン 街づくり部都市計画課 H16-H37 

市川市まちづくりグランドデザイン 街づくり部地域街づくり推進課 H19- 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市環境審議会 環境清掃部環境政策担当 

  



第２編 第４章 第２節 環境への負荷の少ないまちをつくります 

 106

（１）地球環境問題を地域で取り組むために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名（所管） 67.住宅用太陽光発電システム設置助成事業（環境清掃部環境政策担当）

事業概要 

地球環境にやさしいエネルギーの利用を促進するため、住宅に太陽光発

電システムを設置する方に補助金を交付します。この事業が活用されるよ

う、広報紙、市ホームページ、ＦＭ等を用いて広報活動を行います。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
システム設置者

への補助 

システム設置者

への補助 

同左 同左 

事業費（千円）  3,488 3,488 3,488 

補助設置基数（年間） 

出力合計値（年間） 
数値目標等 

40 基

123KW

45 基

140KW

45 基 

140KW 

45 基

140KW

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

環境基本計画推進事

業 
環境基本計画及び環境基本計画の運用方針に基づき、環境関連施策の実施

状況を把握し、適切な進行管理を図るとともに、環境市民会議を開催し、

環境施策への住民参加を推進していく。 
ＩＳＯ推進 平成14年3月に取得した環境マネジメントシステム ISO14001の認証を継

続し、市役所自らが一事業所として事業活動に伴う環境負荷の低減に務め

る。 
地球温暖化対策 市民レベルの取組を広げるため、エコライフ推進員により家庭で出来る温

暖化対策の啓発活動を展開していくと共に、市域における温暖化対策を推

進していく。 
新エネルギー推進 地球温暖化防止対策の一環として化石燃料に変わる新エネルギーの普及・

促進を図る。 
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（２）環境に関する学習や活動を推進するために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名（所管） 68.環境学習推進事業 （環境清掃部環境政策担当） 

事業概要 

環境講座、環境活動リーダー養成講座、環境フェアの開催、小中学校に

おける環境学習の支援及び環境に係る情報提供を行い、市民自らが環境に

配慮した行動が取れるよう環境学習を推進します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
イベント・講座等の

開催 

いちかわこども環

境クラブの運営 

小中学校の総合学

習等の支援 

イベント・講座等の

開催 

いちかわこども環

境クラブの運営 

小中学校の総合学

習等の支援 

同左 同左 

事業費（千円）  2,694 2,700 2,700 

イベント、環境講座などへの参加者数（年間） 
数値目標等 

1,200 人 2,700 人 2,800 人 2,800 人

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

環境活動支援 市民や民間団体が組織する環境活動団体への支援を行い、市民の自発的な

環境活動を推進する。 
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（３）快適な環境を保全するために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名（所管） 69.大気常時監視整備事業 （環境清掃部環境保全担当） 

事業概要 

一般環境及び自動車排出ガス測定局内の各種測定機器を定期的に更新す

ることで、正確なデータを収集管理し、光化学スモッグなどによる市民の

健康への影響を未然に防止します。 

（測定機器の更新、測定局舎移設） 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
測定機器更新 2

台 

テレメータシス

テム更新 

測定機器更新 2

台 

測定局舎の移設

（高さ是正）1 局

舎  

測定機器更新 14

台 

測定機器更新 7

台 

事業費（千円）  8,150 35,820 39,324 

数値目標等 機器更新による継続的な監視 

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

生活排水対策推進 生活排水による市内河川の水質汚濁改善のために、市川市生活排水対策推

進員（みずアドバイザー）と連携し家庭でできる生活排水対策の啓発活動

を推進する。 

地下水保全対策 自治（町）会と井戸所有者との同意のもとで井戸水調査を行い、井戸の利

用について所有者に必要なアドバイスを行うことで、共助の精神を育み、

震災時に地域で利用できる水を確保する。さらに、地下水の状態について

も千葉大学との協働により機構解明を行い保全について検討していく。 
大気汚染防止対策 大気環境を保全するために、大気汚染防止法に基づいて環境測定局に監視

機器の計画的な整備を図ることで、汚染状況の常時監視を行うほか、同法

並びに市川市環境保全条例に基づいて、ばい煙排出事業場に対する規制及

び指導を行い大気汚染を防止する。 
水質汚濁防止対策 水環境を保全するため公共用水域及び地下水の水質を監視する。また、工

場・事業場からの排出水による公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止す

るため、特定工場等に対する規制や指導を実施する。 
騒音振動防止対策 市内の一般環境騒音、自動車騒音・振動、鉄道騒音・振動などの状況を調

査・把握し、特定工場等に対し規制基準を遵守するよう指導を実施すると

ともに、市民からの苦情に対しては、現地調査を実施し、適正に対処し良

好な生活環境の維持に努める。 
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悪臭防止対策 市民の生活環境の保全を目的に、事業活動に伴って発生する悪臭について

必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進する。 
アスベスト対策 アスベストの飛散による市民への健康被害が危惧されることから、アスベ

ストの調査や飛散防止対策を推進する。さらに、公共施設の安全な維持管

理のため、継続してアスベストの室内濃度測定を実施する。 
環境分析事業 アスベストの飛散状況の調査、公共用水域や工場・事業場の水質・底質調

査、井戸水の水質調査及び市の施設の排水調査等を実施し、生活環境の保

全を図る。 
化学物質等対策 人体への影響が懸念されている有害大気汚染物質、ダイオキシン類及び環

境ホルモンなどの化学物質について、大気・水質･底質・土壌などの調査を

実施する。 
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第 3節 廃棄物の発生を抑制し資源循環型のまちをつくります 

■施策の考え方 

現在の豊かな生活は、廃棄物の量的な増大や質的な変化をもたらし、地球環境への負荷を高めて

います。大量生産、大量消費、大量廃棄の仕組みの見直しをするとともに、市民、事業者、行政が

一体となったごみの減量化や再資源化を推進し、資源循環型社会の構築を目指します。 

■施策の体系 

（１）資源循環型社会構築のために 

・ごみの減量化、資源化の推進 

・環境学習と減量化・資源化の啓発活動の促進 

・地域環境美化の促進 

（２）廃棄物処理体制の充実のために 

・収集・運搬体制の効率化の促進 

・廃棄物処理施設等の整備 

・廃棄物の適正処理の推進 

■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

市川市環境基本計画 環境清掃部環境政策担当 H12-H22 

市川市一般廃棄物処理基本計画（いちか

わじゅんかんプラン 21） 
環境清掃部循環型社会推進担当 H14-H31 

第 5 期市川市分別収集計画 環境清掃部循環型社会推進担当 H20-H24 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市環境審議会 環境清掃部環境政策担当 

市川市廃棄物減量等推進審議会 環境清掃部循環型社会推進担当 

■外郭団体 

外郭団体の名称 市の窓口 

財団法人 市川市清掃公社 環境清掃部循環型社会推進担当 

■関連施設 

施設の名称 概  要 

リサイクルプラザ 

ごみ問題や 3Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）につい

ての情報を市民に発信する施設。家具等の引き取り・販売、フ

リーマーケットの開催等も行っている。 

クリーンセンター 
ごみ焼却処理施設、不燃・粗大ごみ処理施設から構成され、家

庭から出たごみを処理することを主目的としている。 
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余熱利用施設（クリーン

スパ市川） 

クリーンセンターでのゴミ焼却時に発生する余熱を有効活用し

た市民の健康増進施設で、プール・温浴施設などを有する。 

衛生処理場 
生活から出るし尿や生活排水のうち、バキューム車で集められ

るし尿や、浄化槽汚泥水を浄化して、海や川に放流する施設 
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（１）資源循環型社会構築のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名（所管） 70.ごみ発生抑制等啓発事業 （環境清掃部循環型社会推進担当） 

事業概要 
小売事業者とのレジ袋削減協定の締結や廃棄物減量等推進員に対する研

修の充実により、より一層のごみ減量と資源化の啓発、実践を図ります。

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
マイバック運動

の実施 

 

廃棄物減量等推

進員に対する研

修の充実 

小売事業者との

レジ袋削減協定

の締結 

マイバッグ運動

の実施 

同左 同左 

事業費（千円）  8,550 8,554 8,554 

廃棄物減量等推進員数研修回数 

レジ袋削減協定締結店舗数 
数値目標等 

14 回

5 店舗

14 回 

5 店舗 

14 回

5 店舗

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

生ごみ減容･資源化

推進事業 

家庭から出る生ごみの有効利用を図るため、生ごみ堆肥化容器と電気式生

ごみ処理機購入費の一部を補助し、家庭での減量や資源化を図る。 

生ごみ堆肥化事業 「資源循環型都市いちかわ」の構築に向けて、生ごみの減量及び資源化の

促進、ごみ問題に対する意識の向上を目的として、学校、保育園に生ごみ

堆肥装置を設置し、燃やすごみの減量化を図る。 

資源回収 適正なリサイクルのため、分別収集で回収したビン・缶を選別し、再生業

者に引き取らせるほか、集団資源回収に関することを実施する。 

事業系ごみ対策 事業活動に伴って生じる事業系一般廃棄物の適正処理への移行を促す。大

規模事業所に対しては、管理責任者の設置、減量・資源化計画書の提出等

によりごみの減量・資源化を促進させる。 

石垣場・東浜環境対

策 

本行徳(石垣場・東浜)地区は、廃棄物の不法投棄、野焼き及び早朝・夜間作

業など不適正行為の多い地域であり、周辺住民の生活環境を保全するため、

常時監視できるカメラを設置して、事業者の状況を把握するとともに、監

視指導の強化を図る。 
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環境対策 残土、廃棄物等による不法なたい積、投棄等の監視及び事業者指導を行い、

地域の生活環境を確保するため、元警察官を環境指導員として登用し、指

導時におけるトラブルの防止を図るとともに、警察との連携を図る。 

不法投棄防止対策 不法投棄された場所の原状回復を速やかに行い環境の負荷軽減を図るほ

か、地域清掃ごみの処理を実施するなど地域の環境美化活動を推進する。

廃棄物不法投棄監視 パトロールの強化、看板の設置や監視カメラの有効利用で不法投棄の防止

を図る。また、不法投棄多発場所の深夜パトロールを民間警備会社に委託

し、監視体制の強化を図る。 

市民マナー条例推進 健康で安全・清潔な生活環境を実現するための市民マナー条例に基づく事

業を推進する。 

街かど美化清掃 公共利用度の高い、ＪＲ市川駅、ＪＲ本八幡駅、京成八幡、京成市川真間

駅、東西線行徳駅、東西線南行徳駅周辺の美観保持のため清掃作業を実施

する。 

雑草除去 市内全域の市道等に繁茂している雑草を除草し、環境衛生上の保全、及び

交通安全を確保する。 

法定外公共物維持管

理 

市道及び法定外公共物区域内の、危険樹木や繁茂している雑草の伐採・除

草等を行う。 

害虫駆除 家ねずみ駆除対策として殺鼠剤を希望する市民及び自治会に対し殺鼠剤を

配布し、また、樹木の害虫駆除対策として消毒液散布用の手動式噴霧器の

貸し出しを行うことで、生活環境の向上、並びに環境衛生の保全を図る。

側溝消毒 年間を通じて、下水溝への消毒、及びそこから発生するユスリカの駆除を

行うため、薬剤散布を実施し、公衆衛生上、及び環境衛生上の向上を図る。

清掃行政表彰事業 清掃活動による環境美化運動やごみの減量化・資源化活動に協力された個

人及び団体等を表彰する。 
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（２）廃棄物処理体制の充実のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 71.クリーンセンター延命化計画事業 (環境清掃部清掃施設担当） 

事業概要 

クリーンセンターは本市における唯一の廃棄物処理施設であり、個々の

設備等を適切な時期に更新・改修することにより、環境に配慮した安定的

なごみ処理の機能等を維持しながら、クリーンセンタープラント施設の安

全で経済的・効率的な延命化を図ります。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
 クリーンセンタ

ー延命化の事業

手法の検討 

工事（電気計装設

備、土木建築関係

等） 

工事（受入・供給

設備、排水処理設

備関係等） 

事業費（千円）  123,000 774,000 794,000 

延命化事業の進捗率（事業費ベース） 
数値目標等 

1.3/48 9.3/48 17.3/48

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

塵芥（可燃、不燃・

有害ごみ）収集運搬 

清潔で安全な生活環境を維持するため、指定袋にて各家庭より分別排出さ

れた、可燃ごみ、不燃・有害ごみの収集運搬を行う。 

大型ごみ収集運搬 大型ごみの収集・運搬に関し、ごみの減量、及び市民サービスの公平性を

確保するため有料化し、電話申込みにより戸別に収集運搬を行う。 

プラスチック容器包

装類回収資源化 

容器リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装類の分別収集の実施に

伴い、収集運搬・再商品化処理を行う。 

空ビン・空缶収集運

搬 

循環型社会の構築を目指し、市内全域を対象として、週 1 回空ビン・空缶

の収集運搬を行う。 

紙・布収集運搬 資源物である紙・布類を市内古紙問屋を通じてリサイクルするため、各家

庭よりごみステーションに出たものを、週に一度収集運搬を行う。 

ごみ箱設置整備   街の美化推進、及び環境衛生の確保、ごみ処理の効率化のほか、カラスや

犬猫等によるごみ集積所のごみ散乱防止など、ごみ集積所の整備促進のた

め、金網式ごみ箱を設置する。 

動物死体収集運搬 人々の生き物を愛する心を尊重し、死亡した小動物に安らぎの場（動物慰

霊碑）を提供することにより、地域の生活環境の保全に寄与する。 
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し尿収集運搬 し尿汲み取り世帯より発生したし尿を収集・運搬し、生活環境の保全及び

公衆衛生の向上に努める。 

資源ストックヤード

整備事業 

資源循環型社会のまちを構築するため、クリーンセンター周辺地域に民設

民営方式で整備する。 

クリーンスパ市川・

モニタリング（ＰＦ

Ｉ） 

市川市クリーンセンターから発生する余熱を有効利用して運用開始した余

熱利用施設のモニタリングを実施し、市民の健康増進、地域の活性化に寄

与する。 

安全衛生・環境改善

への取組 

破砕・焼却施設等に従事する職員の安全対策及び職場環境を整備し、ごみ

の受入れ及び処理等施設の安定操業を図る。 

廃棄物の処理処分 クリーンセンターに搬入される一般廃棄物の中間処理後の焼却残渣・不燃

残渣物等の処理処分等を行う。 
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第５章 市民と行政がともに築くまち 

第 1節 市民と行政とのパートナーシップのもとでまちをつくります 

■施策の考え方 

これからは、地域の実情に合った豊かさと安らぎを実感できるまちづくりが求められていきます。

このため、まちづくりの主役である市民が政策形成段階からまちづくりに参加することが極めて重

要です。企業を含めたあらゆる市民と行政の協働を市政運営の基本におき、まちづくりを進めます。 

■施策の体系 

（１）パートナーシップ構築のために 

・政策形成段階からの市民参加の拡大 

・市民と企業の活力を活かしたまちづくりの推進 

（２）市政情報の共有化のために 

・広聴広報活動の充実 

・情報公開の充実 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市個人情報保護審議会 総務部総務課 

市川市個人情報保護審査会 総務部総務課 

市川市公文書公開審査会 総務部総務課 
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（１）パートナーシップ構築のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 72.市民参加の推進（企画部企画・広域行政担当） 

事業概要 
市民の市政参加に関する要綱の運用状況を検証しながら、その制度の充

実を図り、市民と市の協働による自治を推進します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
要綱の運用状況

の検証 

市民参加制度及

び市民との協働

制度の充実化 

要綱の運用状況

の検証 

市民参加制度及

び市民との協働

制度の充実化 

同左 同左 

事業費（千円）  0 0 0

パブリックコメント実施回数（年間） 

公募市民が参画している審議会等の割合 
数値目標等 

7 件

9％

8 件

10％

9 件 

12％ 

10 件

15％

 

番号 事業名(所管) 73.大学等との連携強化 (企画部企画・広域行政担当） 

事業概要 

市と大学等の連携は、地域社会の発展や福祉の向上に努めることを目的

に、今までも行われてきました。この連携を強化することで、さらに地域

力を向上させ、住民自治の確立を図っていきます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
 連携済事業の検

証 

連携すべき事業

の検討 

同左 同左 

事業費（千円）  0 0 0

大学等との協働事業件数 
数値目標等 

59 件 61 件 63 件 65 件

 



第２編 第５章 第１節 市民と行政とのパートナーシップのもとでまちをつくります 

 118

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

協働事業提案制度運

営 

自らの地域は、市民自らが創っていくという市民主体の考えの下、市民等

からの企画提案をもとに、事業の実施にむけて協働して行く。 
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（２）市政情報の共有化のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 74.ｅ-モニター制度運営事業（企画部企画・広域行政担当） 

事業概要 

市民の声を幅広く集め、市政に反映させるために、インターネットを活

用し電子メールで市から情報を発信しアンケートなどを行っていきます。

また、回答で集めたポイントを市の施設の利用や市民活動団体への支援な

どに使えるようにしていきます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
アンケートの実施 

ポイントの景品交換 

ポイントの利用価値を高

める仕組みづくり 

モニター会員数の増加 

アンケートの実施（24

回） 

ポイントの景品交換 

ポイントの利用価値を高

める仕組みづくり 

モニター会員数の増加 

同左 同左 

事業費（千円）  5,361 5,361 5,361

モニター会員数 
数値目標等 

2,869 人 5,000 人 7,000 人 10,000 人

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

「広報いちかわ」発

行 
市の広報紙。月 4 回発行。声の広報・点字広報も制作発行する。 

「エコーいちかわ」

放送 
市川ＦＭより市からのお知らせや地域情報を放送する。 

「マイタウンいちか

わ」放映 
旬の話題や市の施策、事業を映像で、わかりやすく紹介する。週代わりで 1

日 4 回、テレビ市川で繰り返し放映する。 
「マイタウンいちか

わ市」掲載 
広報紙及び市民便利帳の情報を携帯電話等で閲覧できるように掲載する。

市ホームページ管理

運営事業 
市公式 Web サイトの維持管理及び運営を行う。 

「いちかわ夢マガジ

ン」配信 
広報紙掲載記事を中心にイベントや市からのお知らせなどを、毎週金曜日

にメールマガジンで配信する。 
「市政ガイドブッ

ク」発行 
市の施策や事業、公共施設などをわかりやすく解説した冊子。年 1 回発行

する。 
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便利帳・案内図発行 日常生活にかかわる市の制度、手続き、施設の利用方法などを暮らしの視

点からわかりやすく編集した冊子。毎年改訂版を発行。転入時、市内案内

図とともに無料配付。市内案内図は公共施設や見どころを紹介し、年 1 回

発行。希望者には 1 部 100 円で販売。 
「シティ・ボイス」

発行 
まちの話題や歴史、見所、行政情報などを写真で見せる、読んで楽しいグ

ラフ誌を年 1 回発行する。 
選挙啓発等 選挙公報紙「白ばら」の発行、児童生徒を対象としたポスター・標語の募

集などにより、選挙への理解を深めてもらい、選挙に対する意識向上を図

る。 
情報公開事業 公文書公開条例に基づく情報公開業務及び、市政情報センターの運営を行

う。 
保存文書整備 文書管理事務の効率化を図り、長期的に信頼できる保管・管理方法を推進

する。 
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第 2節 まちづくりのための新しいコミュニティをつくります 

■施策の考え方 

まちづくりのための多様で主体的な市民活動が広がりを見せています。新しいコミュニティとも

言うべきこれらの活動と行政とのパートナーシップの構築は、これからの時代の協働によるまちづ

くりの重要なテーマとなっていることから、こうした市民活動の振興を図ります。 

■施策の体系 

（１）新しいコミュニティの形成のために 

・地域で活動し、ともに支え合う仕組みづくり 

・地域コミュニティの活動拠点の整備 

・自治会活動への支援 

・地域活動を担う人材の育成 

・高度情報化を活かしたコミュニティの推進 

（２）自主的な市民活動の拡充のために 

・市民活動への参加意欲の高揚 

・市民活動団体への支援 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市公民館運営審議会 生涯学習部公民館センター 

市川市市民活動団体支援制度審査会 企画部ボランティア・ＮＰＯ担当 

■関連施設 

施設の名称 概  要 

市民談話室（2 施設） 
市民のコミュニティ活動拠点として、集会室のほか、展示フロ

ア（八幡）、多目的ホール（南行徳）などを備えている。 

公民館（16 施設） 
学習活動等を通じ、地域住民がコミュニケーションを深めたり、

幅広く教養を身につけるための社会教育施設。 

街かど健康サロン 
地区の空き店舗を活用して設けられた、心身の健康保持・増進

や市民相互の交流促進の場。 

地域ふれあい館（親館 5

館、子館 8 館） 

市民誰もが気軽に立ち寄り交流する場を提供する。サークル活

動や講座・イベント会場にも利用できる（従来の青少年館）。 

急病診療・ふれあいセン

ター集会室 

急病診療・ふれあいセンターに設けられた集会室で、研修や会

議、サークル活動など市民交流の場として利用できる。 

ドッグラン（2 施設） 
犬の飼い主が管理しながら、隔離されたスペースの中で犬の引

き綱をはずし自由に運動させることができる。 

ボランティア・ＮＰＯ活

動センター（2 施設） 

ボランティア団体・ＮＰＯなどの活動・交流の場。市民のボラ

ンティアの相談などにも応じている。 
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（１）新しいコミュニティの形成のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 75.電子自治会推進事業 （市民経済部地域振興課） 

事業概要 

市内の自治（町）会のホームページ開設・運営を中心に、自治（町）会

や地域コミュニティ活動の活性化、市民へのＩＣＴ化の浸透、自治（町）

会事務手続きの簡略化や迅速化、ＩＣＴを担う自治（町）会役員の人材育

成など、様々な面からのサポートを行います。このため、容易にホームペ

ージが作成できるシステムを提供し、ＩＣＴ環境の一層の整備も進めてい

きます。 

（平成 22 年度に全自治会のホームページ開設） 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
自治会ホームペ

ージ開設の支援 

自治会向けメー

ル配信システム

の導入（市から自

治会への情報連

絡の電子化） 

自治会ホームペ

ージ開設の支援 

自治会向けメー

ル配信システム

の積極的な活用 

自治会事務手続

きの簡略化と迅

速化 

自治会ホームペ

ージ開設の支援 

自治会の事務手

続きの簡略化と

迅速化 

自治会ホームペ

ージ開設の支援 

ホームページ作

成システムの拡

充 

事業費（千円）  5,657 8,421 5,291 

ホームページ開設自治会数の累計（括弧内はホームページを開設した自治

会の割合） 
数値目標等 

37 自治会

（16.6％）

100 自治会

（45.2％）

160 自治会

（71.7％） 

223 自治会

（100.0％）

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

自治会等に対する委

託事務費 

自治会等が市の広報資料、印刷物等を配布、回覧、閲覧、掲示や調査等を

行うことに対して委託料を交付する。 

自治会等集会施設整

備事業 

自治会等が行う集会施設の新築、増・改築及び改修に要する費用の一部を

助成する。 

掲示板設置費等補助

金 

自治会等が設置または修理する掲示板の施工費用の一部を助成する。 
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（２）自主的な市民活動の拡充のために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管) 76.市民活動団体支援事業 (企画部ボランティア・ＮＰＯ担当) 

事業概要 

市民（個人納税者）が、自ら支援したいＮＰＯなどの市民活動団体（3

団体まで）を選び、市へ届出することにより、その納税額の 1％相当分を、

市から団体に補助金として交付する事業を推進します。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
事業推進 

条例の一部改正

（地域ポイントで

の支援、選択可能

団体数の拡大等） 

事業推進 

市民活動団体の活

動報告書の作成 

事業推進 同左 

事業費（千円）  29,142 22,679 22,679 

市民（納税者）の制度への選択届出数（年間） 
数値目標等 

5,136 人 8,000 人 8,000 人 8,000 人

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

ボランティア活動等

啓発事業 

ボランティア活動啓発のため、講演会・研修会・体験イベント等を実施及

び情報誌を発行する。 

地域ポイント制度運

営 

市が指定するボランティア活動やエコロジー活動への参加、協力を促進し、

ポイントカード制により更なる市民活動への理解と支援を図る。 

ふれあい保険事業 市民の自発的活動を支援し、市民活動の健全な発展と地域社会の振興を図

るため、市民団体等が、市民活動中に不測の事故等が起きた場合に保障す

る。 
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第 3節 分権時代にふさわしい行財政運営を推進します 

■施策の考え方 

地方分権が本格的に進むなか、市の行政サービスが市民の多様なニーズに即応し迅速かつ総合的

で、市民の自主的な選択に基づいた個性的なものとなることが求められています。このようなサー

ビスが提供できるような行政体制に整備するため、不断の行政改革を進めていきます。 

■施策の体系 

（１）地域の個性を活かした政策を展開するために 

・個性豊かで自立的な都市経営の展開 

・政策形成能力の向上 

・総合的、横断的な施策の実施 

（２）簡素で効率的な行政体制の整備のために 

・組織管理の適正化 

・人事管理の適正化 

・行政機能の充実 

・民間活力の活用 

（３）健全な財政運営のために 

・財政健全化の推進 

・税財源の充実、確保 

（４）広域行政の推進のために 

・広域行政の推進組織の活性化 

・関係市町村や国、県との連携の強化 

■関連計画 

計画名称 所 管 課 計画期間

第 3 次財政健全化計画＊ 財政部財政課 H18-H20 

市川市新行政改革大綱＊ 企画部行政改革推進担当 H15-H20 

市川市新行政改革大綱第 2 次アクション

プラン(集中改革プラン)＊ 
企画部行政改革推進担当 H18-H21 

第 2 次定員適正化計画＊ 企画部行政改革推進担当 H17-H22 

＊計画期間の満了に対応して次期計画の策定を予定している 

■附属機関等 

附属機関等の名称 所 管 課 

市川市総合計画審議会 企画部企画・広域行政担当 

市川市行財政改革審議会 企画部行政改革推進担当 
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市川市特別職報酬等審議会 総務部職員課 

市川市公務災害補償等認定委員会 総務部職員課 

市川市入札監視・苦情審議委員会 管財部契約課 

技術審査選定委員会 管財部設計監理課 

市川市公金管理協議会 会計課 

市川市明るい選挙推進協議会 選挙管理委員会事務局 

■外郭団体 

外郭団体の名称 市の窓口 

市川市土地開発公社 管財部管財課 

  

 
 
 
■実施計画の概要 

77.新行政改革大綱第２次アクションプランの推進 （企画部行政改革推進担当） 

第三次総合 3 ヵ年計画の円滑な進捗を組織や仕組みの面から支えるために、策定したプランの

着実な推進を図ります。 

 

78.次期財政計画の策定・推進 （財政部財政課） 

健全な財政運営が将来にわたって確保されるよう、財政構造の転換により自主的に財政の健全性

を維持していく財政体質を確立するという道筋を明らかにし、第三次総合 3 ヵ年計画の財政基盤

を確立するために計画の着実な推進を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 新行政改革大綱第 2 次アクションプラン及び次期財政計画は、自立的かつ効率的な行財政 

運営を推進するための計画であり、基本計画に基づいた実施計画としての本計画と綿密に連携 

し、基本構想の将来都市像である「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち い 

ちかわ」の実現を推進するものです。 

基本構想  

将来都市像「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」の実現 

基本計画 
第三次総合３カ年計画 

 

次期財政計画 

 

第２次アクションプラン 
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現 況 計 画 
数値目標等 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

経常収支比率 86.2％ 85.0％以内 次期財政計画で

設定 

次期財政計画で

設定 

実質公債費比率 7.6％ 18.0％以内 次期財政計画で

設定 

次期財政計画で

設定 

市税収納率 92.6％ 92.7％ 92.8％ 92.9％

事務事業数 1,056 事業 1,000 事業以下 次期財政計画で

設定 

次期財政計画で

設定 

職員数 3,473 人 3,418 人 3,355 人 3,294 人

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

次期基本計画策定

事業 

平成 23 年度から開始する次期基本計画（計画期間 10 年）を策定する。 

一般研修 各階層に求められる基本的な知識、技能、態度、考え方、市民ニーズに対応

する研修を行う。 
特別研修 時代の変化や市民ニーズを先取りし、多種多様な行政環境に対応できる柔軟

な思考力をもった職員を育成するための研修を行う。 
派遣研修 専門的かつ高度な技術、知識の習得のため外部研修機関への職員派遣を行

う。 
セクシュアルハラ

スメント対策 
職員のセクハラ防止のための研修及び相談を行う。 

健康管理システム

運用管理 
職員の健康診断等の受診結果等を管理し、適切な研修や保健指導を行う。 

トータルヘルス事

業 
職員に対する専門家によるカウンセリング等を実施し、働きやすい職場環境

の整備を推進する。 
労働安全衛生 安全衛生委員会の円滑な運営や、安全衛生にかかる研修等の実施等により、

職員の労働安全衛生の推進を図る。 
法律事務嘱託 法律事務嘱託（弁護士）を委嘱し、行政上の法律に関する諸問題について専

門的な指導助言を受ける。 
法令調査研究 法令、判例等の調査研究を行う。 
例規集データベー

ス維持管理 
電子情報化した例規集の内容を定期的に更新する。 

諸統計調査 国及び県が行う各種統計調査を市が法定受託事務として実施する。 
受付案内業務 本庁玄関受付の案内。専門業者に委託し、来庁者への案内サービスの円滑化

を図る。 
市民相談 賃貸契約や損害賠償、民事に関する相談、登記手続き、境界問題など様々な

事柄について弁護士や市民相談員等が相談に応じる。 



第２編 第５章 第３節 分権時代にふさわしい行財政運営を推進します 

 

 127

まちの相談直行便 市民生活における支障に対し、すぐに現場に出向き、簡易な道路補修など危

険個所の応急処置を行う。 
ＡＢＣシステム運

用 

ＡＢＣシステムの活用により事務の効率化・合理化を推進する。 

公共調達適正化事

業 

公共工事の入札において、適正な公共調達を行うため、専門の調査員を依頼

する。 

電子調達共同利用 県が構築した電子調達システムを県内各市町村で共同利用する。 

建設工事専門員登

用事業 

民間で培った豊富な知識・経験を持つ建築・設備工事の専門家を工事専門員

として登用し、適切な指導助言を行い職員の技術力の向上及び公共工事のコ

スト縮減の貢献を図る。 

京葉広域行政連絡

協議会 

広域行政計画を策定するため、関係市と相互に協議調整を図る。 

広域行政推進事業 広域行政に関する調査・研究を行う。 
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第 4節 情報通信技術を市民生活の向上に活かします 

■施策の考え方 

情報通信技術は市民生活の向上や社会経済活動の発展に不可欠なものとなっています。誰もが安

心して情報通信技術を活用して快適な生活を送れるよう、地域の情報化を進めるとともに、情報通

信技術を最大限活用し、様々な分野での市民サービスの向上に取り組んでいきます。 

■施策の体系 

（１）情報通信技術を通して快適に暮らせるために 

・情報化に対応する社会環境の整備 

・情報通信技術を活用した市民サービスの向上 

・地域ネットワークシステムの構築 

■関連施設 

施設の名称 概  要 

いちかわ情報プラザ 
ＳＯＨＯスペースによりコミュニティビジネスを支援するとと

もに、電子行政サービス窓口の役割を担っている。 
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（１）情報通信技術を通して快適に暮らせるために 

■実施計画事業の概要 

番号 事業名(所管） 79.市川情報化市民パートナー育成推進事業（情報政策部情報政策担当）

事業概要 
ＩＣＴ技術の習得と電子行政サービスの利用促進を図るとともに、育成

された人材の電子自治体への参加を図ります。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
地域情報化人材

登録制度の実施 

ＩＴ講習会の開

催（講習会の内容

変更） 

ｅ－モニター制

度への登録促進 

ＩＴ講習会の開

催 

人材登録制度の

活用 

ＩＴ講習会の開

催 

人材登録制度の

活用 

講習会用パソコ

ンの更新 

ＩＴ講習会の開

催 

人材登録制度の

活用 

事業費（千円）   26,090 23,406 25,748 

情報化市民パートナー登録者数 
数値目標等 

200 人 400 人 600 人 800 人

 

番号 事業名(所管） 80.電子申請推進事業 （情報政策部情報政策担当） 

事業概要 

市民の利便性の向上、行政事務の効率・迅速化のため、電子申請が可能

な業務を調査し、段階的に申請・届出及び証明書の交付がインターネット

を通じて行えるように推進するとともに、その利用率の向上を図ります。

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
電子交付システ

ムの導入 

取扱い手続きの

拡大 

取扱い手続きの

拡大 

電子申請利用の

向上 

同左 

事業費（千円）  5,740 4,505 4,126 

オンライン申請が可能な申請届出のうち、電子化する割合 

オンライン利用率の平成 20 年度比の増加率 
数値目標等 

50％

―

100％

―

100％ 

25％増 

100％

50％増
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番号 事業名(所管） 81.インターネット放送局 (企画部広報担当） 

事業概要 

「市民の利便性の向上」、「官民、官学の協働」、「行政の透明性の確保」、

「市民の安心・安全の確保」、「新発想による市川市の発信」を目的として、

コンテンツごとに番組を構成、制作し、インターネットにより市ホームペ

ージから情報を配信していきます。 

現 況 計 画 
 

平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

年度ごとの事業内容 
試行 番組の制作 

市ホームページ

からの情報配信 

同左 同左 

事業費（千円）  10,960 10,960 10,960 

番組制作本数（うち市民との協働制作本数） 

アクセス数 
数値目標等 

24 本(5 本程度)

－

24 本(5 本程度) 

－ 

24 本(5 本程度)

－

 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

事  業  名 事業概要 

住基カード普及活動 住民基本台帳カードの普及促進キャンペーンを実施する。 

情報化推進事業 情報通信技術を活用して市民サービスの向上を図る。 

地域ＩＣＴ利活用モ

デル事業 

総務省の委託により地域の抱える具体的な課題について、ＩＣＴの利活用

を通じてその解決を促進する。 

電子窓口運営事業 いちかわ情報プラザ 2 階における電子行政サービス窓口及びＩＴ人材育成

セミナー等を運営する。 

証明書自動交付機運

用事業 

市内に設置した証明書自動交付機の維持管理を行う。 

セキュリティ構築事

業 

ＩＳＭＳの維持研修、バックアップデータの外部保管及びセキュリティ意

識の向上を図る研修を行う。 

情報システム再構築

事業 

大型汎用機で構築された住民記録、税、福祉関係等の基幹系システムを効

率性の高い新システムへ再構築し、運用コストの削減を図る。 

情報システム運用管

理事業 

ネットワークシステム等サポート業務、総合行政運営システム等庁内シス

テムの運用管理を行う。 

情報システム室等環

境整備事業 

情報システム室の非常用発電装置及び入室管理システム、サーバーラック

等の管理及び整備を行う。 
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第３編 リーディングプラン関連事業 
 

 リーディングプランは、本市の主要課題を解決し、将来都市像の実現を導くため、分野

別計画を横断的に捉えて構成したもので、特に重要な 10 のテーマを設定し、主要施策を

位置づけたものです。 

 第 3 編では、第 2 編に示した分野別実施計画事業について、リーディングプランの観点

から整理し、第三次総合 3 ヵ年計画のもとで実施する事業を示します。 

 
 
  ■リーディングプランの１０のテーマと主要施策 

 
◆ みんなで支える子育てプラン ～子育てしやすい環境づくりのために～ 

【地域での子育て体制の充実】 

【男女共同の子育て環境整備】 

◆ 活力ある長寿社会プラン ～いきいきと活力にあふれた暮らしを送るために～ 

【生涯現役のための環境づくりの推進】 

◆ いちかわっ子育成プラン ～地域で心豊かないちかわっ子を育成するために～ 

【地域で取り組む教育の推進】 

◆ 文化の息吹を感じるまちプラン ～人々が文化をより身近に感じるために～ 

【文化の拠点とネットワークづくりの推進】 

◆ 安全・安心のまちプラン ～災害に強く安全に暮らせるまちをつくるために～ 

【地域防災まちづくりの推進】 

◆ 人にやさしいまちプラン ～誰もが安心して生活できる環境をつくるために～ 

【安心して移動できる環境の整備】 

◆ 商業の活性化プラン ～地域に根ざした活力と魅力ある商業振興のために～ 

【賑わいのある商店街づくりの推進】 

◆ 緑と水辺の再生プラン ～緑の再生と水辺空間の活用のために～ 

【緑地と水辺空間整備の推進】 

◆ 環境にやさしい都市プラン ～市民一人ひとりが環境問題に取り組むために～ 

【循環型社会づくりの推進】 

◆ IT 活用プラン ～市民サービスの向上に活用するために～ 

【サービス向上のためのシステムづくりの推進】 
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みんなで支える子育てプラン ～子育てしやすい環境づくりのために～ 

恵まれた環境の中で、安心して子どもを育てることができるよう、地域、行政などの社会全体が

協力して、子育て家庭を支援していきます。 

 
【地域での子育て体制の充実】 

【男女共同の子育て環境整備】 

■実施計画事業 

子育て支援地域創設事業（親子つどいの広場） 第 1 章第１節（３） 

子ども家庭総合支援センター事業 第 1 章第１節（３） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

家庭保育事業 第１章第１節（３） 

地域子育て支援センター事業 第１章第１節（３） 

ファミリー・サポート・センター事業 第１章第１節（３） 

すこやか応援隊 第１章第１節（３） 

中高年保育ボランティア 第１章第１節（３） 

両親学級 第１章第５節（２） 

親子 DE クッキング 第１章第５節（２） 
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活力ある長寿社会プラン ～いきいきと活力にあふれた暮らしを送るために～ 

高齢者がこれまで培ってきた知識や能力、経験などを発揮できるよう社会参加や就業支援、趣味

や学習への支援を行い、いきいきと生涯現役生活が送れる環境づくりを推進します。 

 
【生涯現役のための環境づくりの推進】 

■実施計画事業 

市川情報化市民パートナー育成推進事業 第５章第４節（１） 

総合型地域スポーツクラブ事業 第１章第３節（１） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

成人歯科健康診査 第１章第１節（１） 

老人いこいの家建替え工事 第１章第１節（５） 

いきがい事業 第１章第１節（５） 

高齢者クラブ支援 第１章第１節（５） 

高齢者健康保持・教養向上 第１章第１節（５） 

高年齢者職業相談室運営事業 第１章第４節（１） 

シルバー人材センターへの助成 第１章第４節（１） 
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いちかわっ子育成プラン ～地域で心豊かないちかわっ子を育成するために～ 

家庭、地域、学校の連携のもと、次代を担う子どもたちが、個性や能力を伸ばし、健やかに育つ

よう地域の教育力を高めて、心豊かな「いちかわっ子」を育成します。 

 
【地域で取り組む教育の推進】 

■実施計画事業 

青少年指導者育成事業 第 1 章第２節（３） 

家庭教育学級運営事業 第１章第２節（２） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

市川子ども人権ネットワーク（要保護児童対策地域協議会） 第１章第１節（３） 

こども館運営事業 第１章第１節（３） 

こども発達相談室事業 第１章第１節（４） 

音楽会活動事業 第１章第２節（１） 

教育広報活動 第１章第２節（２） 

学校評議員制度推進 第１章第２節（２） 

学習支援推進事業 第１章第２節（２） 

コミュニティサポート 第１章第２節（２） 

きらきら体験留学 第１章第２節（２） 

部活動等地域指導者協力 第１章第２節（２） 

青少年教育国際交流事業 第１章第２節（３） 

原州市との少年野球交流 第１章第２節（３） 

少年野球連盟への協力 第１章第２節（３） 

女子フットベースボール活動等育成 第１章第２節（３） 

少年相談 第１章第２節（３） 

少年補導員活動 第１章第２節（３） 
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文化の息吹を感じるまちプラン ～人々が文化をより身近に感じるために～ 

点在する文化的資産や歴史的な街並みを楽しみながら訪ね歩くことができるよう、施設整備とネ

ットワーク化を進め、人々が身近に文化を感じることができるような仕掛けづくりを推進します。 

 
【文化の拠点とネットワークづくりの推進】 

■実施計画事業 

まちかどミュージアム都市づくり事業 第２章第１節（１） 

市民文化サポーター協働事業 第２章第１節（２） 

地域文化振興事業（街回遊展） 第２章第３節（２） 

シティーセールス事業 第２章第３節（２） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

まちかどミュージアム都市づくり構想 第２章第１節（１） 

文化活動施設改修検討会 第２章第１節（１） 

東山魁夷記念館拡充構想 第２章第１節（１） 

美術作品展示 第２章第１節（１） 

市川市民文化振興事業 第２章第１節（２） 

文化振興財団自主事業補助事業 第２章第１節（２） 

市川の文化人展 第２章第２節（１） 

水木洋子文化基金事業 第２章第２節（１） 

行徳まつり 第２章第２節（２） 

地域文化振興 第２章第３節（２） 

Ｉ－ｌｉｎｋタウン４５階管理事業 第２章第３節（２） 

旧行徳街道街並整備 第３章第３節（３） 
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安全・安心のまちプラン ～災害に強く安全に暮らせるまちをつくるために～ 

火災や地震、風水害などから市民を守る災害に強い安全なまちの実現に向けて、防災拠点の整備、

水害対策など都市防災化を推進します。 

 
【地域防災まちづくりの推進】 

■実施計画事業 

広尾防災公園整備事業 第３章第１節（１） 

急傾斜地崩壊対策事業 第３章第１節（１） 

市川駅南口再開発事業区域周辺道路整備事業（都市計画道路３・５・

３３号） 
第３章第２節（２） 

公共施設耐震改修事業 第３章第２節（５） 

耐震診断助成事業 第３章第１節（１） 

浸水対策事業 第３章第１節（２） 

都市基盤河川改修事業（大柏川） 第３章第１節（２） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

耐震性貯水槽整備 第３章第１節（１） 

防災用施設維持管理 第３章第１節（１） 

防災用品備蓄 第３章第１節（１） 

橋りょう補修事業 第３章第１節（１） 

住宅リフォーム 第３章第１節（１） 

総合防災訓練 第３章第１節（１） 

自主防災組織育成 第３章第１節（１） 

自治会連合協議会防災活動事業費補助金 第３章第１節（１） 

婦人消防クラブ補助金 第３章第１節（１） 

春木川左岸道路整備事業 第３章第１節（２） 

公共下水道整備（雨水） 第３章第１節（２） 

内水排水施設整備 第３章第１節（２） 

保水・遊水対策補助 第３章第１節（２） 

都市再生整備計画事業 第３章第１節（２） 

斜面緑地崩壊対策 第４章第１節（２） 
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人にやさしいまちプラン ～誰もが安心して生活できる環境をつくるために～ 

子どもから高齢者まで誰もが快適で安心して移動できる環境をつくるために、歩道の確保、歩道

や駅周辺のバリアフリー化、防犯灯、街路灯の設置などを進めます。 

 
【安心して移動できる環境の整備】 

■実施計画事業 

交通バリアフリー推進事業 第３章第２節（１） 

人にやさしい道づくり重点地区整備事業 第３章第２節（１） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

防犯灯設置事業 第３章第１節（３） 

道路通行障害撤去補償 第３章第２節（１） 

道路改良 第３章第２節（２） 

道路拡幅整備 第３章第２節（２） 

市川大野駅周辺整備 第３章第２節（２） 

大町レクリエーションゾーン整備事業 第３章第２節（２） 

道路舗装事業 第３章第２節（２） 

側溝整備事業 第３章第２節（２） 

電線類地中化 第３章第２節（２） 

不法看板等撤去事業 第３章第２節（２） 

放置自転車対策 第３章第２節（３） 

市川南口まちづくり推進事業 第３章第３節（２） 

旧江戸川照明灯整備事業 第４章第１節（３） 
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商業の活性化プラン ～地域に根ざした活力と魅力ある商業振興のために～ 

まちを活性化させ、多様化する消費者ニーズに対応するため、再開発事業とも関連させながら、

広域的な集客力を持つ商業集積の整備を推進します。さらに、地域住民の交流の場として商店街の

再整備を支援するなど、コミュニティを重視した商業環境づくりを促進します。 

 
【賑わいのある商店街づくりの推進】 

■実施計画事業 

商店街活性化事業 第３章第４節（１） 

都市景観形成事業 第３章第３節（３） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

中山参道地区街なみ環境整備事業 第３章第３節（３） 

歴史的街なみ景観整備事業 第３章第３節（３） 

市川市産業賞 第３章第４節（１） 

市川商工会議所等補助金 第３章第４節（１） 

市川市商店会連合会 第３章第４節（１） 

資金融資利子補給 第３章第４節（１） 

中小企業等資金融資預託金 第３章第４節（１） 
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緑と水辺の再生プラン ～緑の再生と水辺空間の活用のために～ 

快適で潤いのある生活環境を整備し、人々に安らぎを与えるまちをつくるため、貴重な緑の保護、

再生に努めるとともに、河川や海辺の水辺空間を整備して親水空間としての活用を進めます。 

 
【緑地と水辺空間整備の推進】 

■実施計画事業 

南行徳水辺の周回路計画 第４章第１節（３） 

国府台緑地整備事業 第４章第１節（２） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

緑地保全 第４章第１節（２） 

協定樹木管理 第４章第１節（２） 

緑地対策事業補助金 第４章第１節（２） 

緑地整備 第４章第１節（２） 

緑と花の市民大学 第４章第１節（２） 
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環境にやさしい都市プラン ～市民一人ひとりが環境問題に取り組むために～ 

持続的発展が可能な循環型社会を構築するため、市民一人ひとりが自ら進んで環境問題へ取り組

み、身近でできることから行動することを通して、地球環境に配慮したライフスタイルの確立を目

指します。 

 
【循環型社会づくりの推進】 

■実施計画事業 

環境学習推進事業 第４章第２節（２） 

ごみ発生抑制等啓発事業 第４章第３節（１） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

流域貯留浸透維持管理 第３章第２節（４） 

生ごみ処理機設置 第３章第２節（５） 

減農薬栽培推進事業補助金 第３章第４節（３） 

梨剪定枝炭化事業補助金 第３章第４節（３） 

環境基本計画推進事業 第４章第２節（１） 

地球温暖化対策 第４章第２節（１） 

新エネルギー推進 第４章第２節（１） 

環境活動支援 第４章第２節（２） 

生ごみ減容･資源化推進事業 第４章第３節（１） 

生ごみ堆肥化事業 第４章第３節（１） 

資源回収 第４章第３節（１） 

事業系ごみ対策 第４章第３節（１） 

塵芥（可燃、不燃・有害ごみ）収集運搬 第４章第３節（２） 

大型ごみ収集運搬 第４章第３節（２） 

プラスチック容器包装類回収資源化 第４章第３節（２） 

空ビン・空缶収集運搬 第４章第３節（２） 

紙・布収集運搬 第４章第３節（２） 

資源ストックヤード整備事業 第４章第３節（２） 

クリーンスパ市川・モニタリング（ＰＦＩ） 第４章第３節（２） 
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IT 活用プラン ～市民サービスの向上に活用するために～ 

人々の生活を限りなく便利に変えてくれる可能性を持つＩＴ（情報通信技術）を、市民生活の向

上に活用するために、ＩＴを最大限に活かした市民サービスの展開を推進します。 

 
【サービス向上のためのシステムづくりの推進】 

■実施計画事業 

市川情報化市民パートナー育成推進事業 第５章第４節（１） 

電子申請推進事業 第５章第４節（１） 

インターネット放送局 第５章第４節（１） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

小学校中学校コンピュータ教育振興 第１章第２節（１） 

学校情報化研究 第１章第２節（１） 

公共図書館と学校とを結ぶネットワーク 第１章第２節（２） 

市ホームページ管理運営事業 第５章第１節（２） 

「いちかわ夢マガジン」配信 第５章第１節（２） 

例規集データベース維持管理 第５章第３節（２） 

電子調達共同利用 第５章第３節（３） 

住基カード普及活動 第５章第４節（１） 

情報化推進事業 第５章第４節（１） 

地域ＩＣＴ利活用モデル事業 第５章第４節（１） 

電子窓口運営事業 第５章第４節（１） 

証明書自動交付機運用事業 第５章第４節（１） 

セキュリティ構築事業 第５章第４節（１） 

情報システム再構築事業 第５章第４節（１） 

情報システム運用管理事業 第５章第４節（１） 

情報システム室等環境整備事業 第５章第４節（１） 
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第４編 実施計画の進め方 
 

第１章 進行管理について 

実施計画の推進に当たっては、毎年度、その進捗状況を的確に把握して、進行管理に努めます。 

進行管理は「実施計画事業」を対象として行うものとし、ＰＤＣＡサイクルの視点を重視して、

事業費ベースでの進捗状況に加えて、数値目標の活用を図るものとします。さらに、この進行管理

のプロセスを通じてＰＤＣＡサイクルの確立を図ります。 

 

 

第２章 まちづくりの進め方について  

第三次総合 3 ヵ年計画は、基本計画に示された施策を実現するための事業を定める実施計画であ

り、今後 3 年間に「何を実施していくか」を示すものです。 

しかし、まちづくりに対する市民の関心の高まりや参加意欲の向上が進むとともに、本市の財政

運営が厳しくなるなかで、「何を実施していくか」に加えて、「どのように実施していくか」は重要

性を増しています。 

ここでは、市が中心となる個別の事務事業の推進に当たり、市民とともに効果的で効率的なまち

づくりのために、常に心がけるべき事柄として、 

市民とのパートナーシップの推進 

行政経営資源の有効活用 

という二つの側面から実施計画を推進する手法を整理します。 

実施計画の推進に当たっては、これらの手法を重要な視点とし、それぞれの事業における活用の

可能性を検討しながら、まちづくりを進めていくものとします。 

なお、これらの手法の活用状況についても、進行管理の中で把握していくものとします。 

 

 

第 1節 市民とのパートナーシップの推進 

市川市総合計画基本構想は、「協働による創造」を「まちづくりの基本理念」として掲げており、

さまざまな価値観や立場を認め合い、ともに力を合わせて地域社会を築き上げていくことを市民と

行政との共通の価値基準としています。 

このため、本実施計画の推進に当たっては、「協働による創造」の具体化に向けて、 

①まちづくり情報の共有 

②市民との協働の推進 

③市民活動の活性化 

という 3 つの視点から、各事業の実施において、それぞれの事業の特性を踏まえつつ、以下に示す

具体的な手法を活用していくものとします。 
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（１）まちづくり情報の共有 

市民と行政とがパートナーとして相互に信頼関係を結び、連携してまちづくりに取り組んでいく

ためには、まず情報を共有することが前提となります。各事務事業の推進に当たっては、広報広聴

活動の充実や意見交換の機会の確保に心がけて推進していくものとします。 

■具体的な手法 

（広報広聴活動の充実） 

・市政モニター、市川市ｅ－モニター制度 

・市民アンケート調査 

・市川市ホームページ、メールマガジンの活用 

・広報いちかわの充実 

・各種広報紙・チラシの発行 

・マスメディアの活用 

（意見交換の機会の確保） 

・市への意見提案制度（市民ニーズシステム） 

・市民ヒアリングの実施 

・出前トークの開催 

・シンポジウム、フォーラムの開催 等 

 

 

（２）市民との協働の推進 

「市民との協働による創造」は市川市基本構想における「まちづくりの基本理念」に掲げられて

おり、本市のまちづくりにおける最も基本となる考え方の一つです。 

このため、政策形成段階からの市民参加の拡大に努めるとともに、市民参加による事業の推進を

追求していくものとします。 

■具体的な手法 

（政策形成段階からの市民参加の拡大） 

・附属機関委員等の市民公募 

・市民ワークショップ 

・パブリックコメント制度 

・市民説明会、公聴会 

・市民政策提案 

（市民参加による事業の推進） 

・協働事業提案制度 

・事業実施段階における市民委員等の委嘱 

・協働によるイベント開催 

・市民（団体）による施設の管理運営 
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（３）市民活動の活性化 

市民の自主的な活動は、協働を支えるものとして重要なだけでなく、市民活動自身が住みよいま

ちづくりに大きな役割を果たします。このため、事務事業の推進にあたっては市民活動の活性化に

寄与するよう努めるものとします。 

■具体的な手法 

・いちかわエコボカード（地域ポイント制度）の活用 

・市民活動団体支援制度（1％支援制度）の活用 

・市民活動、ボランティア活動の情報発信 

・活動ノウハウの提供、活動相談の実施 

・市民団体等の交流機会の提供 

・ボランティアの育成、ボランティア体験 

・自治会活動の活性化 

・企業の社会貢献活動の促進 

 

 

 

 

 

 

第２節 行政経営資源の有効活用 

社会経済環境が大きく変化するなかで、市民の求める公共サービスは質・量ともに拡大していま

す。しかし、行政経営資源は限られており、行政だけで公共サービスの全てを提供していくのは困

難であり、その提供を民間企業やＮＰＯ団体等と適切に分担しあう必要があります。 

このような状況を踏まえ、市川市経営方針に基づいて、公共サービスの提供における行政関与の

あり方を常に見直しながら、行政が責任を持つべき分野では、民間企業の経営手法も取り入れ、行

政経営資源を有効に活用して、公共サービスを拡充していきます。 

このため、本実施計画の推進に当たっては、「行政経営資源の有効活用」の具体化に向けて、 

①庁内部門間の連携 

②公共サービス提供主体の適正化 

③受益と負担の適正化 

④ＩＣＴの有効活用 

という 4 つの視点から、各事業の実施において、それぞれの事業の特性を踏まえつつ、以下に示す

具体的な手法を活用していくものとします。 

 

 

（１）庁内部門間の連携 

施策や事業の効果を高めていくためには、関連施策・事業の連携が重要です。このため、各事務

事業の推進に当たっては、政策課題に応じて、組織を超える横断的な取り組みを進めていくものと

します。 
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■具体的な手法 

・地域の実情や事務事業の特性に応じた柔軟な庁内関連部門間の連携 

・庁内プロジェクトチームの編成 

・部門横断的な検討組織の編成（策定委員会等） 

・庁内における情報共有（庁内ＬＡＮの活用等） 

 

 

（２）公共サービス提供主体の適正化 

行政の経営資源を有効に活用し、最小の費用で最大の成果を上げるためには、行政関与の必要性

について検討を行うとともに、行政が事業にあたる場合においても、公共サービスの提供に民間の

資金やノウハウ等を活用していく必要があります。このため、｢市川市アウトソーシング基準｣を活

用するなど、公共サービス提供主体の適正化を図っていくものとします。 

■具体的な手法 

・業務委託の活用 

・指定管理者制度の活用 

・ＰＦＩの活用 

・市場化テストの活用 

・ＮＰＯ等との協働 

・契約方法の見直し（総合評価落札方式の導入、随意契約の削減等） 

 

 

（３）受益と負担の適正化 

厳しい財政状況のもとでは、効率的な事業実施が求められるだけでなく、公平な行政運営も重要

になります。このため、各事務事業の推進にあたっては、公共サービスによる受益と公共サービス

に必要な費用負担との均衡を図るよう、常に見直しを行いながら取り組んでいくものとします。 

■具体的な手法 

・使用料・手数料の見直し 

・補助金の見直し 

 

 

（４）ＩＣＴの有効活用 

情報通信技術の飛躍的な発展は、高速で大容量の通信を可能としており、インターネットや携帯

電話も急速に普及が進んでいます。このようなＩＣＴの積極的な活用によって、公共サービスの高

度化や迅速化が可能となると同時に、行政コストの低減にも寄与します。このため、各事務事業の

推進に当たっては、情報セキュリティの確保等に配慮しながら、ＩＣＴを積極的に活用していくも

のとします。 

■具体的な手法 

（ＩＣＴの積極的な活用） 
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・電子申請・届出手続の活用 

・電子メール等を活用した緊急情報の提供 

・統合ＧＩＳの活用とデータの蓄積・更新 

・クライアント・サーバーによる情報システムの構築と活用 

（ＩＣＴの活用における配慮事項） 

・情報セキュリティの確保 

・デジタル・デバイドへの対策・対応 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料



 



第一次総合５ヵ年計画
（2001～2005）

第二次総合３ヵ年計画
（2006～2008）

第三次総合３ヵ年計画
（2008～2010）

第１節　健康で安心して暮らせ
る、地域福祉の充実したまちをつ
くります

(1)生涯を通じて健康で安心して
   暮らすために

浦安市川市民病院整備事業
救急医療整備事業
急病診療所等移転事業
市営霊園整備事業

健康づくり支援事業 健康づくり支援事業
特定健康診査・保健指導事業
健康ゾーン構想事業
浦安市川市民病院民営化

(2)助け合い、支え合う地域社会
   の実現のために

地域ケアシステム推進事業 地域ケアシステム推進事業 地域ケアシステム推進事業

(5)高齢者が地域社会の中でいき
   いきと暮らすために

高齢者ミニデイセントー事業
いきいき健康教室開催事業
介護老人福祉施設整備事業
ケアハウス整備事業
介護老人保健施設整備事業
（仮称）南行徳福祉センター整備
事業

介護予防推進事業 介護予防推進事業

第２節　豊かな人間性を育み、創
造力あふれる子どもを育てます

(2)開かれた学校教育を推進する
   ために

部活動等地域指導者協力事業 余裕教室整備事業 家庭教育学級運営事業

(3)青少年の健全育成のために 青少年指導者育成事業 青少年指導者育成事業

第３節　生きがいを見いだす、い
きいきとした生涯学習社会をつく
ります

(1)生涯学習環境を整備するため
   に

生涯学習推進体制整備事業
スポーツ施設整備事業

総合型地域スポーツクラブ事業 スポーツ施設整備事業
社会教育施設整備事業
図書館整備事業（市川駅南口再
開発内）

(2)学習成果が発揮できるために 生涯学習推進体制整備事業 総合型地域スポーツクラブ事業

第４節　誰もが安心して働くこと
ができる環境をつくります

(1)安心して働ける労働環境づく
   りのために

若年者就労支援事業 若年者就労支援事業

(2)豊かな消費生活を送るために 消費生活相談及び啓発事業 消費生活相談及び啓発事業

(次頁に続く）

基本計画

資料１ 実施計画事業の比較

＜第１章　真の豊かさを感じるまち＞

(1)自ら行動する子どもを育てる
   ために

(3)安心して子どもを産み、健や
   かに育てるために

(4)ノーマライゼーション社会の
   実現のために

精神障害者社会復帰促進事業
知的障害者施設（松香園）整備事
業

障害者相談支援体制整備事業
知的障害者施設（松香園）整備事
業

実施計画事業

子どもの居場所づくり事業
子ども発達支援センター設置事
業
保育園整備事業

（仮称）福祉オンブズマン制度の
創設
もくせい園増築事業
松香園整備事業
地域生活支援センター設置事業

ティームティーチング事業
創意と活力のある学校づくり事
業
外国語指導助手(ALT)派遣事業
市立幼稚園園庭整備事業
学校給食整備事業
第七中学校校舎改築事業
教育施設耐震補強事業
教育施設営繕事業
コンピュータ教育振興事業

少人数学習等担当補助教員事業
学校版環境ＩＳＯ認定事業
ヘルシースクール推進事業
教育施設耐震改修事業

少人数学習等担当補助教員事業
学校版環境ＩＳＯ認定事業
ヘルシースクール推進事業
教育施設耐震改修事業

子育て支援地域創設事業
乳幼児医療対策事業
子ども家庭総合支援センター事
業
保育園整備計画事業

子育て支援地域創設事業
乳幼児医療対策事業
子ども家庭総合支援センター事
業
保育園整備計画事業
妊婦健診の公費負担拡大
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第一次総合５ヵ年計画
（2001～2005）

第二次総合３ヵ年計画
（2006～2008）

第三次総合３ヵ年計画
（2008～2010）

基本計画

実施計画事業

　(前頁から続く）

第５節　人権を尊重し、世界平和
に貢献します

(1)人権と平和を尊ぶ社会を築く
   ために

市川市ＤＶ対策事業 市川市ＤＶ対策事業

(2)男女共同参画社会の実現のた
   めに

男女共同参画行動計画策定事
業

第１節　芸術・文化を身近に感じ
るまちをつくります

(1)芸術・文化に接する機会を拡
   充するために

文化振興ビジョン策定事業
文化活動施設整備事業
東山魁夷記念館建設事業

まちかどミュージアム都市づくり事
業

まちかどミュージアム都市づくり事
業

(2)気軽に芸術・文化活動を行う
   ために

市民文化サポーター協働事業 市民文化サポーター協働事業

第２節　文化的資産や伝統文化を
まちの活性化に活かします

(1)文化的資産をまちの活性化に
   活かすために

史跡保存整備事業
歴史博物館常設展展示替事業

史跡整備保存事業 史跡整備保存事業

(2)地域に根付いた文化を活かす
   ために

第３節　暮らしの中で「まちの文
化」を育みます

(1)新たな融合文化を創造するた
   めに

国際交流推進事業 異文化交流事業 異文化交流事業

(2)まちの文化を創造するために
市民文化映像制作事業 地域文化振興事業（街回遊展） 地域文化振興事業（街回遊展）

シティーセールス事業

第１節　安全で安心して暮らせる
まちをつくります

(次頁に続く）

第３章　安全で快適な魅力あるまち

第２章　彩り豊かな文化と芸術を育むまち

北部地区消防施設整備事業
広尾防災公園整備事業
災害対策本部整備事業
耐震診断助成事業
急傾斜地崩壊対策事業

常夜灯周辺地区整備事業
都市基盤河川改修事業（大柏
川）
浸水対策事業

常夜灯周辺地区整備事業
都市基盤河川改修事業（大柏
川）
浸水対策事業

（第１章　真の豊かさを感じるまち）

(2)水害のないまちづくりのため
   に

都市基盤河川改修事業（真間川・
大柏川）
内水排水施設整備事業

(1)災害に強い防災まちづくりの
   ために

西消防署新田出張所移転事業
北部地区消防施設整備事業
行徳地区消防施設整備事業
消防車両整備事業
消防救急指令管制システム更新
事業
高規格救急車整備事業
急傾斜地崩壊対策事業
公共施設耐震改修事業
防災公園街区整備事業
防災倉庫整備事業
防災資機材整備事業
婦人消防クラブ充実強化事業

北部地区消防施設整備事業
広尾防災公園整備事業
災害対策本部整備事業

防犯対策事業
青色防犯パトロール推進事業(3)安全で安心できる生活環境づ

   くりのために

防犯対策事業
青色防犯パトロール推進事業
街頭防犯カメラ設置事業
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第一次総合５ヵ年計画
（2001～2005）

第二次総合３ヵ年計画
（2006～2008）

第三次総合３ヵ年計画
（2008～2010）

基本計画

実施計画事業

　(前頁から続く）

第２節　快適な暮らしを支え、質
の高い都市基盤整備を進めます

(4)清潔な生活環境づくりのため
   に

流域関連公共下水道計画策定事
業
公共下水道整備事業
合併処理浄化槽設置整備補助事
業

公共下水道整備事業（汚水） 公共下水道整備事業（汚水）

(5)公共施設整備と良好な住環境
   形成のために

市川市住宅マスタープラン実施計
画策定事業
市営住宅整備事業
市営住宅営繕事業

公共施設耐震改修事業 公共施設耐震改修事業

第３節　自然、歴史、社会環境な
どを活かして、バランスのとれた
魅力ある土地利用を図ります

(1)地域の特性を活かした土地利
   用のために

都市計画マスタープラン策定事
業
原木西浜土地区画整理事業
市川塩浜駅周辺地区再整備事
業

塩浜地区整備事業 塩浜地区整備事業
地域コミュニティゾーン整備事業

(3)魅力ある都市景観を形成する
   ために

都市景観形成事業 都市景観形成事業

第４節　産業を振興し、活力ある
まちをつくります

(1)活力ある商業の振興のために
商店街空き店舗対策事業
市場整備事業

商店街活性化事業 商店街活性化事業

(2)地域性を活かした工業の振興
   のために

産業ネットワーク推進事業 起業家支援事業 起業家支援事業

(3)市民と共存する都市農業の振
   興のために

遊休農地解消対策事業 体験農園事業 体験農園事業

(4)自然環境と調和した水産業の
   振興のために

市川漁港整備事業 市川漁港整備事業

都市計画道路３・４・１８号整備事
業
市川駅南口再開発事業区域周辺
道路整備事業(都市計画道路３・
５・３３号)

交通バリアフリー推進事業
人にやさしい道づくり重点地区整
備事業

都市計画道路３・４・１８号整備事
業
市川駅南口再開発事業区域周辺
道路整備事業(都市計画道路3・
5・33号)

（第３章　安全で快適な魅力あるまち）

本八幡Ｄ－２地区市街地再開発
事業
市川駅南口地区第一種市街地再
開発事業
市川南口地区まちづくり推進事業

交通バリアフリー推進事業
人にやさしい道づくり重点地区整
備事業

都市計画道路3･4･18号（浦安
鎌ヶ谷線）整備事業
都市計画道路3･5･26号（鬼高若
宮線）整備事業
道路補修事業
市川南地区まちづくり関連道路整
備事業
外環関連道路整備事業
法定外公共物譲与申請事業
電線類地中化事業

(2)市街地の安全性と利便性を高
   めるために

本八幡駅北口地区再開発事業
（Ａ地区）
本八幡Ｂ地区優良建築物等整備
事業
市川駅南口地区第一種市街地再
開発事業

(1)バリアフリーのまちづくりを
   進めるために

(2)円滑な都市活動を支える道路
   整備のために

交通バリアフリー推進事業
人にやさしい道づくり重点地区整
備事業

(3)総合交通体系を整備するため
   に

総合都市交通計画策定事業
京成本線立体化事業

総合交通計画実施事業
京成本線立体化事業
レンタサイクル事業

本八幡駅北口地区再開発事業
（Ａ地区）
本八幡Ｂ地区優良建築物等整備
事業
市川駅南口地区第一種市街地再
開発事業

総合交通計画実施事業
京成本線立体化事業
レンタサイクル事業
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第一次総合５ヵ年計画
（2001～2005）

第二次総合３ヵ年計画
（2006～2008）

第三次総合３ヵ年計画
（2008～2010）

基本計画

実施計画事業

第１節　自然を大切にし、やすら
ぎと潤いのあるまちをつくります

(1)人と自然が共生するまちをつ
   くるために

行徳近郊緑地整備事業
自然環境保全再生指針策定事
業

自然環境保全再生指針事業 自然環境保全再生指針事業

(3)親しみのある水辺空間を創造
   するために

江戸川活用総合計画事業
水辺プラザ整備事業

水辺プラザ整備事業 南行徳水辺の周回路計画

第２節　環境への負荷の少ないま
ちをつくります

(1)地球環境問題を地域で取り組
   むために

ＩＳＯ14001認証取得事業
住宅用太陽光発電システム設置
助成事業

住宅用太陽光発電システム設置
助成事業

住宅用太陽光発電システム設置
助成事業

(2)環境に関する学習や活動を推
   進するために

環境学習推進事業 環境学習推進事業

第３節　廃棄物の発生を抑制し資
源循環型のまちをつくります

(1)資源循環型社会構築のために ごみ発生抑制等啓発事業 ごみ発生抑制等啓発事業

(2)廃棄物処理体制の充実のため
   に

分別収集促進事業
灰固形化施設整備事業
余熱利用施設建設事業
資源化センター建設事業

余熱利用施設建設事業 クリーンセンター延命化計画事業

第１節　市民と行政とのﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯ
ﾌﾟのもとでまちをつくります

(1)パートナーシップ構築のため
   に

市民参加制度の確立 市民参加の推進
大学等との連携強化

(2)市政情報の共有化のために ｅ-モニター制度運営事業 ｅ-モニター制度運営事業

第２節　まちづくりのための新し
いコミュニティをつくります

(1)新しいコミュニティの形成の
   ために

自治会等集会施設整備等助成事
業

電子自治会推進事業 電子自治会推進事業

(2)自主的な市民活動の拡充のた
   めに

ボランティア、市民活動センター
事業

市民活動団体支援事業 市民活動団体支援事業

第３節　分権時代にふさわしい行
財政運営を推進します

(1)地域の個性を活かした政策を
   展開するために

行政改革大網の改定

(2)簡素で効率的な行政体制の整
   備のために

(3)健全な財政運営のために

(4)広域行政の推進のために

第４節　情報通信技術を市民生活
の向上に活かします

第４章 人と自然が共生するまち

小塚山公園整備拡充事業
都市公園再整備事業
公園、緑地整備事業
緑の基本計画策定事業
緑地保全事業
行徳ふれあい周回路整備事業

自動車排出ガス対策事業

(1)情報通信技術を通して快適に
   暮らせるために

(3)快適な環境を保全するために

新行政改革大綱第2次アクション
プランの推進
第3次財政健全化計画の推進

市川情報化市民パートナー育成
推進事業
電子申請推進事業

第５章 市民と行政がともに築くまち

情報化整備事業
情報化推進人材育成事業
システムセキュリティ構築事業

(2)緑豊かなまちをつくるために

小塚山公園整備拡充事業
国府台緑地整備事業

市川情報化市民パートナー育成
推進事業
電子申請推進事業
インターネット放送局

大気常時監視整備事業
アスベスト対策事業

小塚山公園整備拡充事業
国府台緑地整備事業
北西部水と緑の回廊サイン整備
事業

大気常時監視整備事業

新行政改革大綱第2次アクション
プランの推進
次期財政計画の策定・推進
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資料２ 健康都市プログラムの関連事業 

本市では、平成16年11月にＷＨＯ憲章の精神を尊重した健康都市いちかわ宣言を行い、

保健・医療の分野だけでなく、福祉や環境、教育、文化、まちづくりなど、健康に深く関

わっている広い分野で、市民の健康の向上を目指し地域をあげて取り組んでいくものとし、

平成 17 年 3 月には「市川市健康都市プログラム－ＷＨＯの健康都市を目指して－」を策

定しています。 
ここでは、上に述べたとおり、本市のまちづくりの大きなテーマと位置づけられている

「健康都市」に係わる実施計画事業について、「市川市健康都市プログラム」の 4 つの柱

ごとに示します。 
 

Ⅰ 誰もが健康なまちをつくる （体と心） 

健康づくり支援事業 第１章第１節（１） 

特定健康診査・保健指導事業 第１章第１節（１） 

健康ゾーン構想事業 第１章第１節（１） 

妊婦健診の公費負担拡大 第１章第１節（３） 

消費生活相談事業及び啓発事業 第１章第４節（２） 

市川市ＤＶ対策事業 第１章第５節（１） 

 

Ⅱ 快適に暮らせるまちをつくる （まち） 

常夜灯周辺地区整備事業 第３章第１節（２） 

都市基盤河川改修事業（大柏川） 第３章第１節（２） 

交通バリアフリー推進事業 第３章第２節（１） 

人にやさしい道づくり重点地区整備事業 第３章第２節（１） 

都市計画道路 3・4・18 号整備事業 第３章第２節（２） 

市川駅南口再開発事業区域周辺道路整備事業（都市計画道路 3・5・

33 号） 
第３章第２節（２） 

総合交通計画実施事業 第３章第２節（３） 

レンタサイクル事業 第３章第２節（３） 

公共下水道整備事業（汚水） 第３章第２節（４） 

都市景観形成事業 第３章第３節（３） 

自然環境保全再生指針事業 第４章第１節（１） 

小塚山公園整備拡充事業 第４章第１節（２） 

国府台緑地整備事業 第４章第１節（２） 

南行徳水辺の周回路計画 第４章第１節（３） 
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住宅太陽光発電システム設置助成事業 第４章第２節（１） 

環境学習推進事業 第４章第２節（２） 

大気常時監視整備事業 第４章第２節（３） 

ごみ発生抑制等啓発事業 第４章第３節（１） 

 

Ⅲ みんなで助け合うまちをつくる （社会） 

地域ケアシステム推進事業 第１章第１節（２） 

子育て支援地域創設事業（親子つどいの広場） 第１章第１節（３） 

乳幼児医療対策事業 第１章第１節（３） 

子ども家庭総合支援センター事業 第１章第１節（３） 

保育園整備計画事業 第１章第１節（３） 

障害者相談支援体制整備事業 第１章第１節（４） 

知的障害者施設（松香園）整備事業 第１章第１節（４） 

介護予防推進事業 第１章第１節（５） 

北部地区消防施設整備事業 第３章第１節（１） 

広尾防災公園整備事業 第３章第１節（１） 

災害対策本部整備事業 第３章第１節（１） 

耐震診断助成事業 第３章第１節（１） 

急傾斜地崩壊対策事業 第３章第１節（１） 

浸水対策事業 第３章第１節（２） 

防犯対策事業（地域との連携による防犯対策の推進） 第３章第１節（３） 

青色防犯パトロール推進事業 第３章第１節（３） 

街頭防犯カメラ設置事業 第３章第１節（３） 

公共施設耐震改修事業 第３章第２節（５） 

地域コミュニティーゾーン整備事業 第３章第３節（１） 

商店街活性化事業 第３章第４節（１） 

起業家支援事業 第３章第４節（２） 

体験農園事業 第３章第４節（３） 

市川漁港整備事業 第３章第４節（４） 

電子自治会推進事業 第５章第２節（１） 

市民活動団体支援事業 第５章第２節（２） 
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Ⅳ 豊かな心を育むまちをつくる （文化） 

ヘルシースクール推進事業 第１章第２節（１） 

教育施設耐震改修事業 第１章第２節（１） 

スポーツ施設整備事業 第１章第３節（１） 

総合型地域スポーツクラブ事業 第１章第３節（２） 

まちかどミュージアム都市づくり事業 第２章第１節（１） 

市民文化サポーター協働事業 第２章第１節（２） 

史跡整備保存事業 第２章第２節（１） 

異文化交流事業 第２章第３節（１） 

地域文化振興事業（街回遊展） 第２章第３節（２） 

シティーセールス事業 第２章第３節（２） 
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索引 その 1：実施計画事業・施策を支えるその他の主な取り組み 

注１：事 業 名：太字は実施計画事業、細字は施策を支えるその他の主な取り組みを示す。 

注２：掲載箇所：第２編は、当該の章・節・大分類およびページ番号を示す。 

第３編は、当該のページ番号を示す（空欄は第３編に位置付けがない）。 

 

事業名 第２編 第３編

 
＜ア＞   

ＩＳＯ推進 第４章第２節（１） 106 

Ｉ－ｌｉｎｋタウン 45 階管理事業 第２章第３節（２） 61 135

空ビン・空缶収集運搬 第４章第３節（２） 114 140

悪臭防止対策 第４章第２節（３） 109 

アスベスト対策 第４章第２節（３） 109 

あんしん共済 第１章第１節（２） 18 

安全衛生・環境改善への取組 第４章第３節（２） 115 

 
＜イ＞   

ｅ-モニター制度運営事業 第５章第１節（２） 119 

いきがい事業 第１章第１節（５） 27 133

育児支援家庭訪問事業 第１章第１節（３） 22 

石垣場・東浜環境対策 第４章第３節（１） 112 

遺児手当支給 第１章第１節（３） 23 

市川駅南口再開発事業区域周辺道路整備事業（都市計画道

路 3・5・33 号） 

第３章第２節（２） 78 136

市川駅南口再開発保育園整備 第１章第１節（３） 23 

市川駅南口地区第一種市街地再開発事業 第３章第３節（２） 89 

市川大野駅周辺整備 第３章第２節（２） 78 137

市川漁港整備事業 第３章第４節（４） 98 

市川子ども人権ネットワーク（要保護児童対策地域協議会） 第１章第１節（３） 22 134

市川塩浜駅周辺市有地有効活用 第３章第３節（１） 87 

市川市観光協会補助事業 第２章第３節（２） 61 

市川市国際交流協会補助事業 第２章第３節（１） 59 

市川市産業賞 第３章第４節（１） 93 138

市川市商店会連合会 第３章第４節（１） 93 138

市川市ＤＶ対策事業 第１章第５節（１） 48 

市川市都市農業振興計画策定 第３章第４節（３） 96 

いちかわ市民アカデミー講座 第１章第３節（１） 41 

市川市民文化振興事業 第２章第１節（２） 53 135
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事業名 第２編 第３編

市川商工会議所等補助金 第３章第４節（１） 93 138

市川情報化市民パートナー育成推進事業 第５章第４節（１） 129 133

   141

「市川の文学」の改訂 第２章第２節（１） 55 

市川の文化人展 第２章第２節（１） 55 135

市川南口まちづくり推進事業 第３章第３節（２） 89 137

「いちかわ夢マガジン」配信 第５章第１節（２） 119 141

市場整備計画 第３章第４節（１） 94 

１歳６ヶ月児健康診査 第１章第１節（３） 22 

一般研修 第５章第３節 126 

イノカシラフラスコモ保護保全 第４章第１節（１） 101 

異文化交流事業 第２章第３節（１） 59 

医薬材料備蓄 第１章第１節（１） 16 

インターネット放送局 第５章第４節（１） 130 141

 
＜ウ＞   

原州（ウォンジュ）市との少年野球交流 第１章第２節（３） 37 134

受付案内業務 第５章第３節 126 

浦安市川市民病院民営化 第１章第１節（１） 15 

 
＜エ＞   

ＡＥＤ整備 第１章第１節（１） 16 

ＡＢＣシステム運用 第５章第３節 127 

「エコーいちかわ」放送 第５章第１節（２） 119 

江戸川堤防兼用道路 第４章第１節（３） 104 

園芸用廃プラスチック処理事業補助金 第３章第４節（３） 96 

 
＜オ＞   

大型ごみ収集運搬 第４章第３節（２） 114 140

大町レクリエーションゾーン整備事業 第３章第２節（２） 78 137

小川再生親子ふれあい農園 第３章第４節（３） 97 

親子 DE クッキング 第１章第５節（２） 49 

音楽会活動事業 第１章第２節（１） 33 134

音楽隊活動業務 第３章第１節（１） 67 

 

＜カ＞   

介護保険居宅サービス利用者負担額軽減 第１章第１節（５） 28 
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事業名 第２編 第３編

介護保険訪問介護利用者負担軽減 第１章第１節（５） 28 

介護予防推進事業 第１章第１節（５） 27 

害虫駆除 第４章第３節（１） 113 

街頭防犯カメラ設置事業 第３章第１節（３） 72 

化学物質等対策 第４章第２節（３） 109 

学習支援推進事業 第１章第２節（２） 35 134

学習賞表彰事業 第１章第２節（１） 33 

各種作品展事業 第１章第２節（１） 33 

果樹産地総合整備事業補助金 第３章第４節（３） 96 

学校飼育動物管理指導委託事業 第１章第２節（１） 33 

学校施設開放 第１章第２節（２） 36 

学校情報化研究 第１章第２節（１） 34 141

学校体育振興 第１章第２節（１） 33 

学校図書館員設置 第１章第２節（２） 36 

学校版環境ＩＳＯ認定事業 第１章第２節（１） 31 

学校評議員制度推進 第１章第２節（２） 35 134

学校保健推進 第１章第２節（１） 33 

合併処理浄化槽維持管理 第３章第２節（４） 82 

家庭教育学級運営事業 第１章第２節（２） 35 134

家庭保育事業 第１章第１節（３） 23 132

門松カード配布事業 第４章第１節（１） 101 

紙・布収集運搬 第４章第３節（２） 114 140

簡易保育園園児補助金 第１章第１節（３） 23 

環境学習推進事業 第４章第２節（２） 107 140

環境活動支援 第４章第２節（２） 107 140

環境基本計画推進事業 第４章第２節（１） 106 140

環境整備資金貸付金利子補給金 第３章第２節（５） 83 

環境対策 第４章第３節（１） 113 

環境分析事業 第４章第２節（３） 109 

 

＜キ＞   

起業家支援事業 第３章第４節（２） 95 

機能訓練 第１章第１節（１） 16 

旧江戸川照明灯整備事業 第４章第１節（３） 104 137

救急医療対策事業 第１章第１節（１） 16 

救急活動業務 第３章第１節（１） 66 

旧行徳街道街並整備 第３章第３節（３） 90 135
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事業名 第２編 第３編

急傾斜地崩壊対策事業 第３章第１節（１） 66 136

教育広報活動 第１章第２節（２） 35 134

教育功労者表彰 第２章第３節（２） 61 

教育施設耐震改修事業 第１章第２節（１） 32 

教育相談 第１章第２節（１） 34 

教員研修事業 第１章第２節（１） 34 

狂犬病予防 第１章第１節（１） 17 

協定樹木管理 第４章第１節（２） 103 139

協働事業提案制度運営 第５章第１節（１） 118 

行徳まつり 第２章第２節（２） 56 135

橋りょう補修事業 第３章第１節（１） 67 136

きらきら体験留学 第１章第２節（２） 35 134

緊急援護金 第１章第５節（１） 48 

勤労者福祉団体等補助金 第１章第４節（１） 45 

 
＜ク＞  

クリーンスパ市川・モニタリング（ＰＦＩ） 第４章第３節（２） 115 140

クリーンセンター延命化計画事業 第４章第３節（２） 114

グループホーム等運営費補助事業 第１章第１節（４） 25

グループホーム等家賃補助事業 第１章第１節（４） 25

 

＜ケ＞   

掲示板設置費等補助金 第５章第２節（１） 122 

京成本線立体化事業 第３章第２節（３） 80 

京葉広域行政連絡協議会 第５章第３節 127 

計量検定 第３章第４節（１） 94 

結核予防 第１章第１節（１） 16 

献血の推進 第１章第１節（１） 17 

健康管理システム運用管理 第５章第３節 126 

健康教育事業 第１章第１節（１） 16 

健康教育振興 第１章第２節（１） 33 

健康診査 第１章第１節（１） 16 

健康スポーツ教室 第１章第３節（１） 41 

健康増進指導 第１章第１節（１） 16 

健康相談 第１章第１節（１） 16 

健康ゾーン構想事業 第１章第１節（１） 15 

健康づくり支援事業 第１章第１節（１） 14 
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事業名 第２編 第３編

健康都市啓発・推進 第１章第１節（１） 17 

健康都市調査研究 第１章第１節（１） 17 

健康都市ネットワーク事業 第１章第１節（１） 17 

原子爆弾被爆者見舞金 第１章第１節（２） 19 

建設工事専門員登用事業 第５章第３節 127 

建築確認・検査・許可・認定事業 第３章第３節（２） 89 

建築物動態調査統計 第３章第３節（１） 87 

減農薬栽培推進事業補助金 第３章第４節（３） 96 140

県立高等学校定時制振興会補助金 第１章第２節（１） 34 

 

＜コ＞   

広域行政推進事業 第５章第３節 127 

公園整備 第４章第１節（２） 103 

公園用地取得 第４章第１節（２） 103 

後期高齢者医療 第１章第１節（２） 18 

公共下水道整備（雨水） 第３章第１節（２） 69 136

公共下水道整備事業（汚水） 第３章第２節（４） 82 

公共施設耐震改修事業 第３章第２節（５） 83 136

公共調達適正化事業 第５章第３節 127 

公共図書館と学校とを結ぶネットワーク 第１章第２節（２） 36 141

交通安全関係補助金 第３章第１節（３） 72 

交通安全啓発運動 第３章第１節（３） 72 

交通安全施設整備事業 第３章第１節（３） 72 

交通計画関係負担金 第３章第２節（３） 81 

交通バリアフリー推進事業 第３章第２節（１） 76 137

高年齢者職業相談室運営事業 第１章第４節（１） 44 133

国府台緑地整備事業 第４章第１節（２） 102 139

「広報いちかわ」発行 第５章第１節（２） 119 

公民館主催講座活動 第１章第３節（１） 41 

合流式下水道改善事業 第３章第２節（４） 82 

行旅病人・死亡人取扱 第１章第１節（２） 19 

高齢者クラブ支援 第１章第１節（５） 27 133

高齢者健康入浴券交付 第１章第１節（５） 27 

高齢者健康保持・教養向上 第１章第１節（５） 27 133

高齢者福祉住宅の高齢者への提供 第１章第１節（５） 28 

高齢者福祉住宅への経済支援 第１章第１節（５） 28 

高齢者向け優良賃貸住宅支援 第１章第１節（５） 28 
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事業名 第２編 第３編

国際交流推進 第２章第３節（１） 59 

国際理解教育の推進事業 第１章第２節（１） 33 

国分・行徳・ワークス通所者扶助事業 第１章第１節（４） 26 

国民生活基礎調査 第１章第１節（２） 19 

子育て支援地域創設事業（親子つどいの広場） 第１章第１節（３） 20 132

子育て短期支援事業(ショートスティ) 第１章第１節（３） 22 

小塚山公園整備拡充事業 第４章第１節（２） 102 

子ども家庭総合支援センター事業 第１章第１節（３） 21 132

こども館運営事業 第１章第１節（３） 22 134

こども発達相談室事業 第１章第１節（４） 25 134

個別予防接種の実施 第１章第１節（１） 16 

ごみ箱設置整備   第４章第３節（２） 114 

ごみ発生抑制等啓発事業 第４章第３節（１） 112 140

コミュニティサポート 第１章第２節（２） 35 134

コミュニティバス運行 第３章第２節（３） 81 

コミュニティワーカー業務事業 第１章第１節（２） 18 

雇用促進奨励金 第１章第４節（１） 44 

雇用対策推進協議部会補助金 第１章第４節（１） 44 

 

＜サ＞   

採貝業振興対策事業補助金 第３章第４節（４） 98 

災害時要援護者避難支援対策 第１章第１節（５） 27 

災害対策本部整備事業 第３章第１節（１） 65 

災害見舞金品支給事業 第１章第１節（２） 19 

在宅医療支援 第１章第１節（１） 16 

在宅寝たきり老人等歯科保健推進 第１章第１節（５） 28 

雑草除去 第４章第３節（１） 113 

３歳児健康診査 第１章第１節（３） 22 

 

＜シ＞  

塩浜地区整備事業 第３章第３節（１） 86

塩浜都市整備用地管理事業 第３章第３節（１） 87

市街地緊急地籍調査事業 第３章第３節（１） 87

歯科保健推進 第１章第１節（１） 16

次期基本計画策定事業 第５章第３節 126

次期財政計画の策定・推進 第５章第３節 125

事業系ごみ対策 第４章第３節（１） 112 140
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事業名 第２編 第３編

資金融資利子補給 第３章第４節（１） 93 138

資源回収 第４章第３節（１） 112 140

資源ストックヤード整備事業 第４章第３節（２） 115 140

市史編纂 第２章第２節（１） 55

自主防災組織育成 第３章第１節（１） 67 136

「市政ガイドブック」発行 第５章第１節（２） 119

史跡管理 第２章第２節（１） 55

史跡整備保存事業 第２章第２節（１） 55

自然環境普及啓発 第４章第１節（１） 101

自然環境保全再生指針事業 第４章第１節（１） 101

自治会等集会施設整備事業 第５章第２節（１） 122

自治会等に対する委託事務費 第５章第２節（１） 122

自治会連合協議会防災活動事業費補助金 第３章第１節（１） 67 136

視聴覚資料情報提供 第１章第３節（１） 41

シティーセールス事業 第２章第３節（２） 60 135

「シティ・ボイス」発行 第５章第１節（２） 120

自転車保管所管理 第３章第２節（３） 81

児童手当支給 第１章第１節（３） 23

児童福祉施設整備資金補助 第１章第１節（３） 23

児童扶養手当支給 第１章第１節（３） 23

し尿収集運搬 第４章第３節（２） 115

市ホームページ管理運営事業 第５章第１節（２） 119 141

姉妹・友好都市、パートナーシティー交流 第２章第３節（１） 59

市民活動団体支援事業 第５章第２節（２） 123

市民参加の推進 第５章第１節（１） 117

市民スポーツ振興 第１章第３節（１） 41

市民相談 第５章第３節 126

市民文化サポーター協働事業 第２章第１節（２） 53 135

市民まつり 第２章第２節（２） 56

市民マナー条例推進 第４章第３節（１） 113

社会教育施設整備事業 第１章第３節（１） 40

社会福祉法人利用者負担軽減 第１章第１節（５） 28

若年者就労支援事業 第１章第４節（１） 44

斜面緑地崩壊対策 第４章第１節（２） 103 136

住基カード普及活動 第５章第４節（１） 130 141

住居表示整備 第３章第２節（５） 83

住宅需要実態調査事業 第３章第２節（５） 83



 163

事業名 第２編 第３編

住宅太陽光発電システム設置助成事業 第４章第２節（１） 106

住宅リフォーム 第３章第１節（１） 67 136

手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成事業 第１章第１節（４） 25

障害者ガイドヘルパー養成事業 第１章第１節（４） 25

障害者就労支援センター機能強化事業 第１章第１節（４） 25

障害者職場実習奨励金 第１章第４節（１） 44

障害者相談支援体制整備事業 第１章第１節（４） 24

障害福祉サービス等月額利用者負担上限額軽減助成事業 第１章第１節（４） 26

松香園通所者扶助事業 第１章第１節（４） 26

奨学資金事業 第１章第２節（１） 34

消火栓設置負担金 第３章第１節（１） 67

小学校英語活動推進事業 第１章第２節（１） 33

小学校中学校コンピュータ教育振興 第１章第２節（１） 33 141

小学校特別支援教育就学奨励 第１章第２節（１） 34

小学校副読本・指導書作成 第１章第２節（１） 33

小学校保護児童援助 第１章第２節（１） 34

商店街活性化事業 第３章第４節（１） 93 138

少人数学習等担当補助教員事業 第１章第２節（１） 31

少年相談 第１章第２節（３） 37 134

少年補導員活動 第１章第２節（３） 37 134

少年野球連盟への協力 第１章第２節（３） 37 134

消費生活相談事業及び啓発事業 第１章第４節（２） 46

情報化推進事業 第５章第４節（１） 130 141

消防活動業務 第３章第１節（１） 66

情報公開事業 第５章第１節（２） 120

情報システム運用管理事業 第５章第４節（１） 130 141

情報システム再構築事業 第５章第４節（１） 130 141

情報システム室等環境整備事業 第５章第４節（１） 130 141

消防車両等装備管理 第３章第１節（１） 66

消防出初式 第３章第１節（１） 67

証明書自動交付機運用事業 第５章第４節（１） 130 141

常夜灯周辺地区整備事業 第３章第１節（２） 68

食育推進 第１章第２節（１） 33

助産施設措置 第１章第１節（３） 23

女子フットベースボール活動等育成 第１章第２節（３） 37 134

諸統計調査 第５章第３節 126

私立学校等補助金 第１章第２節（１） 34
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事業名 第２編 第３編

自立支援給付事業 第１章第１節（４） 25

私立保育園措置児童委託事業 第１章第１節（３） 23

私立幼稚園等補助金 第１章第２節（１） 34

シルバー人材センターへの助成 第１章第４節（１） 44 133

新エネルギー推進 第４章第２節（１） 106 140

塵芥（可燃、不燃・有害ごみ）収集運搬 第４章第３節（２） 114 140

新行政改革大綱第２次アクションプランの推進 第５章第３節 125

人権啓発事業 第１章第５節（１） 48

心身障害者小規模福祉作業所への協力 第１章第１節（４） 26

浸水対策事業 第３章第１節（２） 69 136

 

＜ス＞   

水産業振興負担金 第３章第４節（４） 98 

水質汚濁防止対策 第４章第２節（３） 108 

すこやか応援隊 第１章第１節（３） 23 132

スポーツ施設整備事業 第１章第３節（１） 40 

スポーツ指導者育成 第１章第３節（２） 42 

スポーツ推進のための協力 第１章第３節（１） 41 

スポーツ大会等派遣参加促進 第１章第３節（１） 41 

 

＜セ＞   

生活排水対策推進 第４章第２節（３） 108 

生活ホーム等運営費補助事業 第１章第１節（４） 25 

生活ホーム等家賃補助事業 第１章第１節（４） 25 

生活保護 第１章第１節（２） 18 

性感染症予防対策 第１章第１節（１） 16 

生産緑地地区標識管理 第４章第１節（１） 101 

青少年教育国際交流事業 第１章第２節（３） 37 134

青少年指導者育成事業 第１章第２節（３） 37 134

成人歯科健康診査 第１章第１節（１） 16 133

成人祝賀事業 第１章第２節（３） 37 

精神障害者共同作業所運営費補助金 第１章第１節（４） 26 

清掃行政表彰事業 第４章第３節（１） 113 

生徒指導・教科領域指導研究・研修 第１章第２節（１） 34 

青色防犯パトロール推進事業 第３章第１節（３） 71 

セキュリティ構築事業 第５章第４節（１） 130 141

セクシュアルハラスメント対策 第５章第３節 126 
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事業名 第２編 第３編

選挙啓発等 第５章第１節（２） 120 

戦没者追悼式 第１章第１節（２） 19 

 

＜ソ＞   

創意と活力のある学校づくり事業 第１章第２節（１） 33 

騒音振動防止対策 第４章第２節（３） 108 

総合型地域スポーツクラブ事業 第１章第３節（２） 42 133

総合交通計画実施事業 第３章第２節（３） 80 

総合防災訓練 第３章第１節（１） 67 136

側溝消毒 第４章第３節（１） 113 

側溝整備事業 第３章第２節（２） 79 137

 

＜タ＞   

体育協会補助金 第１章第３節（１） 41 

体育指導委員活動 第１章第３節（１） 41 

隊員養成 第３章第１節（１） 67 

大学等との連携強化 第５章第１節（１） 117 

大気汚染防止対策 第４章第２節（３） 108 

大気常時監視整備事業 第４章第２節（３） 108 

体験学習 第１章第２節（１） 33 

体験農園事業 第３章第４節（３） 96 

第 3 子以降の保育園保育料を無料化 第１章第１節（３） 23 

耐震診断助成事業 第３章第１節（１） 65 136

耐震性貯水槽整備 第３章第１節（１） 67 136

男女共同参画推進事業 第１章第５節（２） 49 

男女共同参画センター講座事業 第１章第５節（２） 49 

淡水魚かい類種苗放流事業補助金 第３章第４節（４） 98 

 

＜チ＞   

地域ＩＣＴ利活用モデル事業 第５章第４節（１） 130 141

地域ケアシステム推進事業 第１章第１節（２） 18 

地域子育て支援センター事業 第１章第１節（３） 23 132

地域コミュニティーゾーン整備事業 第３章第３節（１） 86 

地域生活支援事業 第１章第１節（４） 25 

地域生活体験事業 第１章第１節（４） 25 

地域文化振興 第２章第３節（２） 61 135

地域文化振興事業（街回遊展） 第２章第３節（２） 60 135
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事業名 第２編 第３編

地域ポイント制度運営 第５章第２節（２） 123 

地下水保全対策 第４章第２節（３） 108 

地球温暖化対策 第４章第２節（１） 106 140

知的障害者施設（松香園）整備事業 第１章第１節（４） 24 

千葉県更生保護助成協会 第１章第１節（２） 19 

中学校行事参加生徒交付金 第１章第２節（１） 33 

中学校特別支援教育就学奨励 第１章第２節（１） 34 

中学校保護生徒援助 第１章第２節（１） 34 

中高年保育ボランティア 第１章第１節（３） 23 132

中小企業経営支援 第３章第４節（２） 95 

中小企業資金融資制度代位弁済損失補償金 第３章第４節（１） 93 

中小企業退職金共済制度補助金 第１章第４節（１） 45 

中小企業等資金融資預託金 第３章第４節（１） 93 138

 

＜ツ＞   

通学路等安全対策 第３章第１節（３） 72 

通信業務管理 第３章第１節（１） 66 

 

＜テ＞   

電子自治会推進事業 第５章第２節（１） 122 

電子申請推進事業 第５章第４節（１） 129 141

電子調達共同利用 第５章第３節 127 141

電子窓口運営事業 第５章第４節（１） 130 141

電線類地中化 第３章第２節（２） 79 137

 

＜ト＞   

統合教育相談 第１章第２節（１） 34 

動物死体収集運搬 第４章第３節（２） 114 

道路改良 第３章第２節（２） 78 137

道路拡幅整備 第３章第２節（２） 78 137

道路管理課県事業負担金 第３章第２節（２） 78 

道路台帳整備 第３章第２節（２） 79 

道路通行障害撤去補償 第３章第２節（１） 76 137

道路附属施設維持管理 第３章第２節（２） 79 

道路舗装事業 第３章第２節（２） 78 137

トータルヘルス事業 第５章第３節 126 

特定屋外タンク貯蔵所審査 第３章第１節（１） 66 
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事業名 第２編 第３編

特定健康診査・保健指導事業 第１章第１節（１） 14 

特別救助隊活動業務 第３章第１節（１） 66 

特別研修 第５章第３節 126 

特別支援教育推進事業 第１章第２節（１） 33 

特別支援教育補助教員雇上 第１章第２節（１） 34 

都市基盤河川改修事業（大柏川） 第３章第１節（２） 68 136

都市計画決定基準等策定 第３章第３節（２） 89 

都市計画道事業費負担金 第３章第２節（２） 78 

都市計画道路 3・4・18 号整備事業 第３章第２節（２） 77 

都市景観形成事業 第３章第３節（３） 90 138

都市公園再整備 第４章第１節（２） 103 

都市再生整備計画事業 第３章第１節（２） 69 136

図書館整備事業（市川駅南口再開発内） 第１章第３節（１） 41 

 

＜ナ＞   

内水排水施設整備 第３章第１節（２） 69 136

中山参道地区街なみ環境整備事業 第３章第３節（３） 90 138

梨剪定枝炭化事業補助金 第３章第４節（３） 96 140

生ごみ減容･資源化推進事業 第４章第３節（１） 112 140

生ごみ処理機設置 第３章第２節（５） 83 140

生ごみ堆肥化事業 第４章第３節（１） 112 140

成田新高速鉄道整備事業 第３章第２節（３） 81 

難病患者等居宅生活支援事業 第１章第１節（４） 25 

 

＜ニ＞   

日常生活用具給付事業 第１章第１節（２） 18 

2.5 次救急医療運営 第１章第１節（１） 16 

日本スポーツ振興センター共済掛金事業 第１章第２節（１） 33 

入学準備金貸付事業 第１章第２節（１） 34 

乳幼児医療対策事業 第１章第１節（３） 20 

乳幼児健康支援一時預かり事業 第１章第１節（３） 23 

認定職業訓練校補助金 第１章第４節（１） 44 

妊婦健診の公費負担拡大 第１章第１節（３） 22 

 

＜ネ＞   

猫の避妊・去勢手術 第１章第１節（１） 17 
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事業名 第２編 第３編

 

＜ノ＞   

農業灌漑用水設備設置事業補助金 第３章第４節（３） 96 

農業近代化資金利子補給金 第３章第４節（３） 97 

農業経営安定化資金利子補給金 第３章第４節（３） 97 

農業経営支援活動 第３章第４節（３） 97 

農業災害経営安定資金利子補給金 第３章第４節（３） 97 

農業青少年グループ活動育成 第３章第４節（３） 96 

農業連絡員 第３章第４節（３） 96 

農産物ＰＲ事業補助金 第３章第４節（３） 97 

農薬飛散防止施設設置 第３章第４節（３） 97 

ノリ養殖業経営安定化事業補助金 第３章第４節（４） 98 

ノリ養殖業支援 第３章第４節（４） 98 

 

＜ハ＞   

廃棄物の処理処分 第４章第３節（２） 115 

廃棄物不法投棄監視 第４章第３節（１） 113 

派遣研修 第５章第３節 126 

花火大会 第２章第２節（２） 56 

はり・きゅう・マッサージ利用支援 第１章第１節（５） 27 

春木川左岸道路整備事業 第３章第１節（２） 69 136

 

＜ヒ＞   

東山魁夷記念館拡充構想 第２章第１節（１） 52 135

美術作品展示 第２章第１節（１） 52 135

人にやさしい道づくり重点地区整備事業 第３章第２節（１） 76 137

ひとり親家庭医療対策 第１章第１節（３） 22 

標準小作料改訂 第３章第４節（３） 97 

広尾防災公園整備事業 第３章第１節（１） 64 136

広尾防災公園隣接地福祉施設整備 第１章第１節（３） 23 

広尾防災公園隣接地福祉施設整備 第１章第１節（５） 28 

 

＜フ＞   

ファミリー・サポート・センター事業 第１章第１節（３） 23 132

部活動等地域指導者協力 第１章第２節（２） 36 134

福祉サービス苦情解決第三者機関設置 第１章第１節（３） 23 

福祉サービス利用援助事業 第１章第１節（２） 18 
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事業名 第２編 第３編

福祉電話事業 第１章第１節（２） 18 

婦人消防クラブ補助金 第３章第１節（１） 67 136

二俣新町駅前地下歩道 第３章第２節（２） 78 

不法看板等撤去事業 第３章第２節（２） 79 137

不法投棄防止対策 第４章第３節（１） 113 

プラスチック容器包装類回収資源化 第４章第３節（２） 114 140

ふれあい保険事業 第５章第２節（２） 123 

文化活動施設改修検討会 第２章第１節（１） 52 135

文化祭運営 第２章第１節（２） 53 

文化財調査事業 第２章第２節（１） 55 

文化振興財団自主事業補助事業 第２章第１節（２） 53 135

 

＜ヘ＞   

平和基金事業 第１章第５節（１） 48 

ヘルシースクール推進事業 第１章第２節（１） 32 

便利帳・案内図発行 第５章第１節（２） 120 

 

＜ホ＞   

保育園整備計画事業 第１章第１節（３） 21 

防災用施設維持管理 第３章第１節（１） 67 136

防災用品備蓄 第３章第１節（１） 67 136

放置自転車対策 第３章第２節（３） 81 137

防鳥網等設置事業補助金 第３章第４節（３） 97 

法定外公共物維持管理 第４章第３節（１） 113 

防犯対策事業（地域との連携による防犯対策の推進） 第３章第１節（３） 70 

防犯灯設置事業 第３章第１節（３） 72 137

訪問指導 第１章第１節（１） 16 

法律事務嘱託 第５章第３節 126 

法令調査研究 第５章第３節 126 

ホームレス自立支援事業 第１章第１節（２） 19 

北部地区消防施設整備事業 第３章第１節（１） 64 

保健・衛生関係団体への補助 第１章第１節（１） 17 

保護児童生徒医療援助 第１章第２節（１） 34 

保護児童生徒援助 第１章第２節（１） 34 

母子健康教育 第１章第１節（３） 22 

母子自立支援 第１章第１節（３） 22 

母子生活支援施設措置 第１章第１節（３） 22 
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事業名 第２編 第３編

母子訪問事業 第１章第１節（３） 22 

母子保健相談 第１章第１節（３） 22 

保水・遊水対策補助 第３章第１節（２） 69 136

保存文書整備 第５章第１節（２） 120 

ほっとホッと訪問相談事業 第１章第２節（１） 34 

ボランティア活動等啓発事業 第５章第２節（２） 123 

 

＜マ＞   

埋蔵文化財調査 第２章第２節（１） 55 

「マイタウンいちかわ市」掲載 第５章第１節（２） 119 

「マイタウンいちかわ」放映 第５章第１節（２） 119 

街かど美化清掃 第４章第３節（１） 113 

まちかどミュージアム都市づくり構想 第２章第１節（１） 52 135

まちかどミュージアム都市づくり事業 第２章第１節（１） 52 135

まちの相談直行便 第５章第３節 127 

 

＜ミ＞   

水木洋子文化基金事業 第２章第２節（１） 55 135

緑と花の市民大学 第４章第１節（２） 103 139

南行徳水辺の周回路計画 第４章第１節（３） 104 139

南口再開発公共公益床整備等事業 第３章第３節（２） 89 

民間賃貸住宅借上型市営住宅 第３章第２節（５） 83 

民間賃貸住宅家賃補助金 第３章第２節（５） 83 

民生委員活動支援 第１章第１節（２） 18 

 

＜メ＞   

明松園通所者扶助事業 第１章第１節（４） 26 

 

＜モ＞   

本八幡駅北口地区再開発事業（Ａ地区） 第３章第３節（２） 88 

本八幡Ｂ地区優良建築物等整備事業 第３章第３節（２） 88 

 

＜ヨ＞   

養護老人ホーム措置 第１章第１節（５） 28 

予防給付ケアマネジメント 第１章第１節（１） 16 

予防業務 第３章第１節（１） 66 

予防接種事業（ポリオ） 第１章第１節（１） 16 
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事業名 第２編 第３編

 

＜リ＞   

梨香園通所者扶助事業 第１章第１節（４） 26 

流域貯留浸透維持管理 第３章第２節（４） 82 140

両親学級 第１章第５節（２） 49 

緑地整備 第４章第１節（２） 103 139

緑地対策事業補助金 第４章第１節（２） 103 139

緑地保全 第４章第１節（２） 103 139

 

＜レ＞   

霊園墓地返還促進 第１章第１節（１） 17 

例規集データベース維持管理 第５章第３節 126 141

歴史的街なみ景観整備事業 第３章第３節（３） 90 138

レスパイトサービス施設運営費補助金交付事業 第１章第１節（４） 25 

レンタサイクル事業 第３章第２節（３） 81 

 

＜ロ＞   

老人いこいの家建替え工事 第１章第１節（５） 27 133

老人福祉施設整備 第１章第１節（５） 28 

労働安全衛生 第５章第３節 126 

労働なんでも相談 第１章第４節（１） 45 
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索引 その２：関連計画・附属機関等・外郭団体・関連施設 

 
注：名称は、冒頭の「市川(市)」「第二次」「財団法人」等を除いて記載。掲載場所は第２編。 

 
＜ア＞   

あおぞらキッズ（知的障害児通園施設) （関連施設） 第１章第１節 13

明るい選挙推進協議会 （附属機関等） 第５章第３節 125

アクセス（障害者就労支援センター） （関連施設） 第１章第１節 13

  第１章第４節 43
 
＜イ＞   

市川駅南口地区市街地再開発審査会 （附属機関等） 第３章第２節 74

  第３章第３節 85

一般廃棄物処理基本計画（いちかわじゅんかんプラン 21） （関連計画） 第３章第２節 74

  第４章第３節 110
 
＜ウ＞   

雨水排水基本計画 （関連計画） 第３章第１節 63

 
＜エ＞   

エイズ対策推進協議会 （附属機関等） 第１章第１節 11

衛生処理場 （関連施設） 第４章第３節 111

映像文化センター （関連施設） 第１章第３節 39

  第２章第１節 51

江戸川左岸流域関連公共下水道事業計画 （関連計画） 第３章第１節 62

  第３章第２節 74
 
＜オ＞   

大柏川第一調節池緑地 （関連施設） 第３章第３節 85

大町公園（動植物園） （関連施設） 第１章第２節 30

大町レクリエーションゾーン協議会 （附属機関等） 第２章第３節 57

おひさまキッズ（肢体不自由児通園施設） （関連施設） 第１章第１節 13

 
＜カ＞   

介護認定審査会 （附属機関等） 第１章第１節 12

介護保険事業計画 （関連計画） 第１章第１節 11

介護保険地域運営委員会 （附属機関等） 第１章第１節 12

介護老人保健施設ゆうゆう （関連施設） 第１章第１節 13

郭沫若記念館 （関連施設） 第２章第３節 57

学校給食検討委員会 （附属機関等） 第１章第２節 29
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環境基本計画 （関連計画） 第４章第１節 99

 第４章第２節 105

  第４章第３節 110

環境審議会 （附属機関等） 第４章第１節 100

 第４章第２節 105

  第４章第３節 110
 
＜キ＞   

木内ギャラリー （関連施設） 第２章第１節 51

  第２章第３節 58

技術審査選定委員会 （附属機関等） 第５章第３節 125

旧片桐邸 （関連施設） 第２章第１節 51

  第２章第３節 58

休日急病等歯科診療所 （関連施設） 第１章第１節 12

急病診療所 （関連施設） 第１章第１節 12

教育改革懇話会 （附属機関等） 第１章第２節 29

教育計画 （関連計画） 第１章第２節 29

 第１章第３節 38

 第２章第１節 50

 第２章第２節 54

  第２章第３節 57

教育振興基本計画 （関連計画） 第１章第２節 29

 第１章第３節 38

 第２章第１節 50

 第２章第２節 54

  第２章第３節 57

教育センター （関連施設） 第１章第２節 30

行財政改革審議会 （附属機関等） 第５章第３節 124

行徳文化ホール I＆I（行徳公会堂） （関連施設） 第１章第３節 39

  第２章第１節 51

行徳臨海部基本構想 （関連計画） 第３章第３節 84

行徳臨海部まちづくり懇談会 （附属機関等） 第３章第３節 85

急病診療・ふれあいセンター集会室 （関連施設） 第５章第２節 121

漁港 （関連施設） 第３章第４節 92

漁港整備基本計画 （関連計画） 第３章第４節 91

勤労福祉センター運営委員会 （附属機関等） 第１章第４節 43

勤労福祉センター 分館 （関連施設） 第１章第４節 43

勤労福祉センター 本館 （関連施設） 第１章第４節 43

 
＜ク＞   

クリーンスパ市川（余熱利用施設） （関連施設） 第４章第３節 111

クリーンセンター （関連施設） 第４章第３節 110
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＜ケ＞   

景観基本計画 （関連計画） 第２章第１節 50

 第３章第３節 84

  第４章第１節 99

景観計画 （関連計画） 第２章第１節 50

 第３章第３節 84

  第４章第１節 99

景観審議会 （附属機関等） 第３章第３節 85

下水道事業審議会 （附属機関等） 第３章第１節 63

  第３章第２節 74

献血推進協議会 （附属機関等） 第１章第１節 11

健康増進計画 （関連計画） 第１章第１節 11

健康増進センター （関連施設） 第１章第１節 12

健康都市推進協議会 （附属機関等） 第１章第１節 11

健康都市プログラム （関連計画） 第１章第１節 11

建築審査会 （附属機関等） 第３章第２節 74

  第３章第３節 84

建築紛争調停委員会 （附属機関等） 第３章第２節 74

  第３章第３節 84
 
＜コ＞   

公共下水道基本計画 （関連計画） 第３章第１節 62

  第３章第２節 74

公共下水道事業計画（菅野処理区） （関連計画） 第３章第１節 62

  第３章第２節 74

公共下水道事業計画（西浦処理区） （関連計画） 第３章第１節 62

  第３章第２節 74

公金管理協議会 （附属機関等） 第５章第３節 125

考古博物館 （関連施設） 第２章第２節 54

交通安全計画 （関連計画） 第３章第１節 63

  第３章第２節 74

交通対策審議会 （附属機関等） 第３章第１節 63

  第３章第２節 74

交通バリアフリー化事業推進委員会 （附属機関等） 第３章第２節 74

交通バリアフリー基本構想 （関連計画） 第３章第２節 74

公文書公開審査会 （附属機関等） 第５章第１節 116

公民館 （関連施設） 第１章第３節 39

  第５章第２節 121

公民館運営審議会 （附属機関等） 第１章第３節 38

  第５章第２節 121

公務災害補償等認定委員会 （附属機関等） 第５章第３節 125

高齢者福祉住宅 （関連施設） 第３章第２節 75

国民健康保険運営協議会 （附属機関等） 第１章第１節 11
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国民保護協議会 （附属機関等） 第３章第１節 63

国民保護計画 （関連計画） 第３章第１節 62

個人情報保護審議会 （附属機関等） 第５章第１節 116

個人情報保護審査会 （附属機関等） 第５章第１節 116

こども館 （関連施設） 第１章第１節 12

  第１章第２節 30

子ども読書活動推進計画 （関連計画） 第１章第２節 29

  第１章第３節 38

こども発達相談室 （関連施設） 第１章第１節 13

 
＜サ＞   

斎場 （関連施設） 第１章第１節 12

財政健全化計画 （関連計画） 第５章第３節 124

在宅寝たきり老人等歯科保健推進事業連絡協議会 （附属機関等） 第１章第１節 12

 
＜シ＞   

市営住宅 （関連施設） 第３章第２節 75

市川市営住宅審議会 （附属機関等） 第３章第２節 74

市営霊園 （関連施設） 第１章第１節 12

次世代育成支援行動計画 （関連計画） 第１章第１節 11

自然環境保全再生指針 （関連計画） 第４章第１節 99

自然博物館 （関連施設） 第４章第１節 100

肢体不自由児通園施設(おひさまキッズ） （関連施設） 第１章第１節 13

自転車等駐車場 （関連施設） 第３章第２節 75

市民会館 （関連施設） 第１章第３節 39

  第２章第１節 51

市民活動団体支援制度審査会 （附属機関等） 第５章第２節 121

市民キャンプ場 （関連施設） 第１章第２節 30

  第１章第３節 39

市民体育館 （関連施設） 第１章第３節 39

市民談話室 （関連施設） 第１章第３節 39

  第５章第２節 121

市民農園 （関連施設） 第３章第４節 92

市民プール （関連施設） 第１章第３節 39

社会教育委員 （附属機関等） 第１章第２節 29

  第１章第３節 38

社会福祉協議会 （外郭団体） 第１章第１節 12

社会福祉審議会 （附属機関等） 第１章第１節 11

住居表示審議会 （附属機関等） 第３章第２節 74

住宅マスタープラン （関連計画） 第３章第２節 74

障害者いこいの家 （関連施設） 第１章第１節 13
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障害者介護給付費等審査会 （附属機関等） 第１章第１節 12

障害者施策長期計画基本計画 （関連計画） 第１章第１節 11

障害者施策長期計画実施計画 （関連計画） 第１章第１節 11

障害者就労支援センター「アクセス」 （関連施設） 第１章第１節 13

  第１章第４節 43

障害福祉計画 （関連計画） 第１章第１節 11

奨学生選考委員会 （附属機関等） 第１章第２節 29

小学校 （関連施設） 第１章第２節 30

商工業振興ビジョン （関連計画） 第３章第４節 91

小中学校通学区域審議会 （附属機関等） 第１章第２節 29

少年自然の家 （関連施設） 第１章第２節 30

少年センター （関連施設） 第１章第２節 30

少年センター運営協議会 （附属機関等） 第１章第１節 11

  第１章第２節 30

消費生活センター （関連施設） 第１章第４節 43

消防委員会 （附属機関等） 第３章第１節 63

情報プラザ （関連施設） 第３章第４節 92

  第５章第４節 128

食育推進計画 （関連計画） 第１章第１節 11

  第３章第４節 91

食生活改善推進員協議会 （附属機関等） 第１章第１節 11

シルバー人材センター （外郭団体） 第１章第４節 43

新行政改革大綱 （関連計画） 第５章第３節 124

新行政改革大綱第２次アクションプラン(集中改革プラン) （関連計画） 第５章第３節 124

心身障害児就学指導委員会 （附属機関等） 第１章第１節 12

  第１章第２節 29

身体障害者地域生活支援センター （関連施設） 第１章第１節 13

身体障害者福祉センター （関連施設） 第１章第１節 13

森林整備計画 （関連計画） 第４章第１節 99

 
＜ス＞   

水産業振興ビジョン （関連計画） 第３章第４節 91

水防協議会 （附属機関等） 第３章第１節 63

水防計画 （関連計画） 第３章第１節 62

菅平高原いちかわ村（林間施設） （関連施設） 第１章第３節 39

菅野終末処理場 （関連施設） 第３章第２節 75

スポーツ振興基本計画 （関連計画） 第１章第３節 38

スポーツ振興審議会 （附属機関等） 第１章第１節 11

  第１章第３節 38

スポーツセンター （関連施設） 第１章第３節 39
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スポーツ広場 （関連施設） 第１章第２節 30

須和田の丘支援学校（特別支援学校） （関連施設） 第１章第１節 13

  第１章第２節 30
 
＜セ＞   

清華園 （関連施設） 第２章第１節 51

  第２章第３節 58

生活排水対策推進計画（改訂） （関連計画） 第３章第２節 74

精神障害者通所授産施設（南八幡ワークス） （関連施設） 第１章第１節 13

清掃公社 （外郭団体） 第４章第３節 110

 
＜ソ＞   

総合計画審議会 （附属機関等） 第５章第３節 124

総合交通計画 （関連計画） 第３章第２節 74

曽谷寮（母子支援施設） （関連施設） 第１章第１節 13

 
＜タ＞   

耐震改修計画 （関連計画） 第３章第１節 62

  第３章第２節 74

男女共同参画基本計画 （関連計画） 第１章第１節 11

 第１章第２節 29

 第１章第３節 38

 第１章第４節 43

  第１章第５節 47

男女共同参画推進審議会 （附属機関等） 第１章第５節 47

男女共同参画センター （関連施設） 第１章第５節 47

 
＜チ＞   

地域医療問題対策協議会 （附属機関等） 第１章第１節 11

地域子育て支援センター （関連施設） 第１章第１節 12

地域福祉計画 （関連計画） 第１章第１節 11

地域ふれあい館 （関連施設） 第５章第２節 121

地域防災計画 （関連計画） 第３章第１節 62

地下水保全計画 （関連計画） 第４章第１節 99

地球温暖化対策実行計画 （関連計画） 第４章第２節 105

知的障害児通園施設（あおぞらキッズ) （関連施設） 第１章第１節 13

知的障害者施設 （関連施設） 第１章第１節 13

千葉県行徳野鳥観察舎 （関連施設） 第４章第１節 100

地方卸売市場 （関連施設） 第３章第４節 92

地方卸売市場運営審議会 （附属機関等） 第３章第４節 92

地方卸売市場取引委員会 （附属機関等） 第３章第４節 92
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中学校 （関連施設） 第１章第２節 30

駐車場整備計画 （関連計画） 第３章第２節 74

中小企業融資制度審議会 （附属機関等） 第３章第４節 92

 
＜テ＞   

定員適正化計画 （関連計画） 第５章第３節 124

 
＜ト＞   

特定健康診査等実施計画 （関連計画） 第１章第１節 11

特別支援学校（須和田の丘支援学校） （関連施設） 第１章第１節 13

  第１章第２節 30

特別職報酬等審議会 （附属機関等） 第５章第３節 125

都市計画審議会 （附属機関等） 第３章第１節 63

 第３章第２節 74

 第３章第３節 84

  第４章第１節 100

都市計画マスタープラン （関連計画） 第３章第１節 62

 第３章第２節 74

 第３章第３節 84

 第４章第１節 99

  第４章第２節 105

都市公園 （関連施設） 第４章第１節 100

都市農業振興対策協議会 （附属機関等） 第３章第４節 92

図書館 （関連施設） 第１章第３節 39

土地開発公社 （外郭団体） 第３章第２節 74

 第３章第３節 85

  第５章第３節 125

土地利用の基本的方針 （関連計画） 第３章第３節 84

ドッグラン （関連施設） 第５章第２節 121

 
＜ニ＞   

入札監視・苦情審議委員会 （附属機関等） 第５章第３節 125

 
＜ノ＞   

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 （関連計画） 第３章第４節 91

農業振興地域整備計画 （関連計画） 第３章第４節 91

 
＜ハ＞   

廃棄物減量等推進審議会 （附属機関等） 第４章第３節 110

博物館協議会 （附属機関等） 第２章第２節 54

 
＜ヒ＞   

東山魁夷記念館 （関連施設） 第２章第１節 50
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美術品収集審査会 （附属機関等） 第２章第１節 50

 
＜フ＞   

福祉公社 （外郭団体） 第１章第１節 12

福祉サービス苦情解決事業運営委員会 （附属機関等） 第１章第１節 12

福祉作業所 （関連施設） 第１章第１節 13

福祉有償運送運営協議会 （附属機関等） 第１章第１節 12

プラネタリウム （関連施設） 第１章第２節 30

文化会館 （関連施設） 第１章第３節 39

  第２章第１節 51

文学プラザ （関連施設） 第２章第１節 51

文化財保護審議会 （附属機関等） 第２章第２節 54

文化振興財団 （外郭団体） 第２章第１節 50

 第２章第２節 54

  第２章第３節 57

文化振興ビジョン （関連計画） 第１章第２節 29

 第１章第３節 38

 第１章第５節 47

 第２章第１節 50

 第２章第２節 54

 第２章第３節 57

 第３章第２節 74

 第３章第３節 84

  第４章第１節 99

分別収集計画 （関連計画） 第４章第３節 110

 
＜ホ＞   

保育園 （関連施設） 第１章第１節 12

保育計画 （関連計画） 第１章第１節 11

放課後保育クラブ （関連施設） 第１章第１節 12

  第１章第２節 30

防災会議 （附属機関等） 第３章第１節 63

防災公園 （関連施設） 第３章第１節 63

防犯まちづくり基本計画 （関連計画） 第３章第１節 63

ホームレス自立支援実施計画 （関連計画） 第１章第１節 11

保健医療計画 （関連計画） 第１章第１節 11

保健推進員協議会 （附属機関等） 第１章第１節 11

母子支援施設（曽谷寮） （関連施設） 第１章第１節 13

ホテル等審議会 （附属機関等） 第３章第３節 84

ボランティア・ＮＰＯ活動センター （関連施設） 第５章第２節 121
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＜マ＞   

街かど健康サロン （関連施設） 第１章第１節 12

  第５章第２節 121

まちづくりグランドデザイン （関連計画） 第３章第２節 74

 第３章第３節 84

 第４章第１節 99

  第４章第２節 105
 
＜ミ＞   

水木洋子邸 （関連施設） 第２章第１節 51

  第２章第３節 58

緑の基金 （外郭団体） 第４章第１節 100

みどりの基本計画 （関連計画） 第１章第２節 29

  第４章第１節 99

緑の調査専門委員 （附属機関等） 第４章第１節 100

南八幡メンタルサポートセンター （関連施設） 第１章第１節 13

南八幡ワークス（精神障害者通所授産施設） （関連施設） 第１章第１節 13

民生委員推薦会 （附属機関等） 第１章第１節 11

 
＜メ＞   

名誉市民選考委員会 （附属機関等） 第２章第３節 57

 
＜ヨ＞   

養護老人ホームいこい荘 （関連施設） 第１章第１節 13

幼児教育振興審議会 （附属機関等） 第１章第２節 29

幼稚園 （関連施設） 第１章第２節 30

要保護児童対策地域協議会 （附属機関等） 第１章第１節 11

（いちかわ子ども人権ネットワーク）  第１章第５節 47

芳澤ガーデンギャラリー （関連施設） 第２章第１節 51

  第２章第３節 57

余熱利用施設（クリーンスパ市川） （関連施設） 第４章第３節 111

予防接種健康被害調査委員会 （附属機関等） 第１章第１節 11

 
＜リ＞   

リサイクルプラザ （関連施設） 第４章第３節 110

リハビリテーション病院 （関連施設） 第１章第１節 12

リハビリテーション病院運営会議 （附属機関等） 第１章第１節 11

林間施設（菅平高原いちかわ村） （関連施設） 第１章第３節 39

 
＜レ＞   

歴史博物館 （関連施設） 第２章第２節 54
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＜ロ＞   

老人いこいの家 （関連施設） 第１章第１節 13

老人デイサービスセンター （関連施設） 第１章第１節 13

老人福祉センター （関連施設） 第１章第１節 13

老人ホーム入所判定委員会 （附属機関等） 第１章第１節 12

老人保健福祉計画 （関連計画） 第１章第１節 11

 第１章第３節 38

  第１章第４節 43
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